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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

(1) 連結経営指標等 
  

 
(注) １ 保険料等収入、資産運用収益、保険金等支払金には消費税等は含まれておりません。 

２ 運用利回りの計算式の分母は、提出会社については総資産の日々平均残高、連結子会社については期首およ

び期末の平均残高を使用し、また分子は、「資産運用収益－資産運用費用」であります。 

３ 当社は、平成16年４月１日付けで相互会社から株式会社に組織変更を行っております。従って、第57期は相

互会社としての会計処理を行っております。 

（1）第57期は、契約者配当準備金繰入額に代えて、契約者配当引当金繰入額を記載しております。 

（2）第57期は、株式会社化後の契約者への配当支払に備えるため、旧保険業法施行規則第32条の14の規定に基

づく引当金として契約者配当引当金を設け、相互会社における社員配当準備金繰入額に相当する金額を契

約者配当引当金繰入額として費用処理にて計上しております。 

（3）第57期は、当期純利益に代えて当期純剰余を記載しております。 

（4）第57期は、株式がありません。従って、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期

純損失(△)、潜在株式調整後１株当たり当期純利益および株価収益率は記載しておりません。 

４ 第59期の当期純損失は、第59期から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用したこと等に伴い、特別損失

を125,595百万円計上したことによるものであります。 

５ 純資産額の算定にあたり、第60期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

保険料等収入 (百万円) 922,091 899,872 965,369 813,460 800,694

資産運用収益 (百万円) 285,848 309,266 334,800 288,686 258,121

運用利回り (％) 1.51 1.67 3.06 2.21 0.80

保険金等支払金 (百万円) 1,024,680 794,398 798,172 748,692 806,679

経常利益 (百万円) 14,719 53,126 93,537 61,048 30,945

契約者配当引当金繰入額 (百万円) 18,315 ― ― ― ―

契約者配当準備金繰入額 (百万円) ― 18,398 18,603 19,871 22,981
当期純剰余又は 
当期純損失(△) 

(百万円) △15,069 ― ― ― ―

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) ― 8,068 △53,065 26,678 △8,458

純資産額 (百万円) 249,221 301,752 385,691 557,850 369,282

総資産額 (百万円) 7,500,103 7,642,684 8,146,464 8,153,306 7,827,627

１株当たり純資産額 (円) ― 85,328.33 108,790.37 120,631.26 79,766.39

１株当たり当期純利益又は 
１株当たり当期純損失(△) 

(円) ― 2,278.00 △15,001.79 6,471.63 △1,835.22

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 3.32 3.95 4.73 6.82 4.70

自己資本利益率 (％) △6.67 2.93 △15.44 5.67 △1.83

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △109,402 139,527 205,510 90,988 14,452

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,746 △161,383 △128,007 △160,263 51,796

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △8,792 △7,890 11,090 34,956 △8,247

現金および現金同等物の 
期末残高 

(百万円) 230,041 200,143 289,630 255,443 313,444

従業員数(内務職員) 
(営業職員) 

(名)
3,490
9,891 

3,073
9,189 

3,096
9,330 

3,199 
9,215 

3,366
9,066 
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６ １株当たり純資産額の計算にあたっては、Ａ種株式については普通株式と同等の株式として取り扱ってお

り、Ａ種株式の期末株式数に当該株式の調整比率２を乗じた株式数を含めて算定しております。 

７ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)の計算にあたっては、Ａ種株式については普通株式と

同等の株式として取り扱っており、Ａ種株式の期中平均株式数に当該株式の調整比率２を乗じた株式数を含

めて算定しております。 

８ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。 

９ 株価収益率は、第58期以降は非上場・非登録であるため、記載しておりません。 
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 保険料等収入、資産運用収益、保険金等支払金には消費税等は含まれておりません。 

２ 運用利回りの計算式の分母は、総資産の日々平均残高、分子は、「資産運用収益－資産運用費用」でありま

す。 

３ 当社は、平成16年４月１日付けで相互会社から株式会社に組織変更を行っております。従って、第57期は相

互会社としての会計処理を行っております。 

（1）第57期は、契約者配当準備金繰入額に代えて、契約者配当引当金繰入額を記載しております。 

（2）第57期は、株式会社化後の契約者への配当支払に備えるため、旧保険業法施行規則第32条の14の規定に基

づく引当金として契約者配当引当金を設け、相互会社における社員配当準備金繰入額に相当する金額を契

約者配当引当金繰入額として費用処理にて計上しております。 

（3）第57期は、当期純利益に代えて当期純剰余を記載しております。 

（4）第57期は、資本金がありません。 

（5）第57期は、株式がありません。従って、発行済株式総数、１株当たり純資産額、１株当たり配当額（内１

株当たり中間配当額）、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益、株価収益率および配当性向は記載しておりません。 

４ 第59期の当期純損失は、第59期から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用したこと等に伴い、特別損失

を123,487百万円計上したことによるものであります。 

回次 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

保険料等収入 (百万円) 920,445 899,873 965,369 813,460 800,694

資産運用収益 (百万円) 283,538 306,891 332,445 288,249 258,347

運用利回り (％) 1.48 1.64 3.03 2.21 0.80

保険金等支払金 (百万円) 1,021,080 794,398 798,172 748,692 806,679

経常利益 (百万円) 12,098 49,742 89,873 59,496 29,547

契約者配当引当金繰入額 (百万円) 18,315 ― ― ― ―

契約者配当準備金繰入額 (百万円) ― 18,398 18,603 19,871 22,981

当期純剰余又は 
当期純損失(△) 

(百万円) △15,948 ― ― ― ―

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(百万円) ― 6,884 △53,011 25,871 △9,613

資本金 (百万円) ― 87,280 87,280 137,280 137,280

発行済株式総数 (千株) ―

普通株式
1,550 

Ａ種株式
1,084 

普通株式
1,550 

Ａ種株式
1,084 

普通株式 
2,958 

Ａ種株式 
1,084 

普通株式
2,958 

Ａ種株式
1,084 

純資産額 (百万円) 260,743 312,982 383,642 553,165 363,857

総資産額 (百万円) 7,509,484 7,651,758 8,140,721 8,145,605 7,821,585

１株当たり純資産額 (円) ― 88,503.82 108,212.45 120,015.92 78,943.14

１株当たり配当額 
(内１株当たり中間配当額) 

(円)
―
(―)

―
(―)

―
(―)

普通株式 
1,750 
(―)

Ａ種株式 
3,500 
(―)

普通株式
1,750 
(―)

Ａ種株式 
3,500 
(―)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) 

(円) ― 1,943.72 △14,986.57 6,275.98 △2,085.74

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益   

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 3.47 4.09 4.71 6.79 4.65

自己資本利益率 (％) △6.76 2.40 △15.22 5.52 △2.10

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― 27.88 ―

従業員数(内務職員) 
(営業職員) 

(名)
3,136
9,891 

2,739
9,189 

2,776
9,330 

2,884 
9,215 

3,065
9,066 

─ 4 ─



５ 純資産額の算定にあたり、第60期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

６ １株当たり純資産額の計算にあたっては、Ａ種株式については普通株式と同等の株式として取り扱ってお

り、Ａ種株式の期末株式数に当該株式の調整比率２を乗じた株式数を含めて算定しております。 

７ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)の計算にあたっては、Ａ種株式については普通株式と

同等の株式として取り扱っており、Ａ種株式の期中平均株式数に当該株式の調整比率２を乗じた株式数を含

めて算定しております。 

８ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため、記載して

おりません。 

９ 株価収益率は、第58期以降は非上場・非登録であるため、記載しておりません。 
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２ 【沿革】

昭和22年８月 相互会社形態の三井生命保険相互会社として営業開始(同年10月から昭和27年６ 

月にかけては中央生命保険相互会社として営業)。 

大正３年４月に当社の前身である高砂生命保険株式会社が創業し、昭和２年３月 

に三井生命保険株式会社に商号変更しました。 

昭和36年４月 本社を現在地(東京都千代田区大手町)に移転。 

昭和40年６月 株式会社三生グリル(現・三友サービス株式会社、連結子会社)を設立。 

昭和58年８月 Mitsui Seimei America Corporationを設立。 

平成３年３月 三生キャピタル株式会社(現・連結子会社)を設立。 

平成８年８月 三井ライフ損害保険株式会社を設立。 

平成12年９月 日本アイ・ビー・エム株式会社とエムエルアイ・システムズ株式会社(現・連結 

子会社)を共同設立。 

平成12年12月 三生３号投資事業組合(現・連結子会社)を設立。 

平成15年11月 三井ライフ損害保険株式会社が保有する保険契約を三井住友海上火災保険株式会 

社に包括移転し、解散。 

平成16年４月 相互会社から株式会社に組織変更し、三井生命保険株式会社に商号変更(資本金 

872億円、資本準備金872億円)。 

平成18年２月 Mitsui Seimei America Corp.が解散を決議(同年６月解散)。 
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当社グループ(当社、子会社11社、関連会社12社)において営んでいる主な事業内容および各事業部門に

おける当社と関係会社の位置づけは次のとおりであります。 

  

［保険および保険関連事業］ 

保険事業については、当社が生命保険業免許に基づく生命保険の引受けおよび保険業法に定める保険

事業に付随する業務等を営んでおります。 

保険関連事業については、「三生保険サービス株式会社」が保険契約の契約確認業務を、「株式会社

三生オンユー・インシュアランス・マネジメント」および「保険デザイナーズ株式会社」が保険代理業

務を営んでおります。 

  

［資産運用関連事業］ 

当社が、保険業法、同法施行規則に定めるところにより、主に有価証券投資、貸付、不動産投資等を

行っているほか、当社の関係会社が下記の通り、投資顧問事業およびその他の資産運用関連事業を営ん

でおります。 

「三井住友アセットマネジメント株式会社」および海外現地法人５社は、国内外において投資顧問事

業を営んでおります。 

また、「三生キャピタル株式会社」および投資事業組合３社がベンチャーキャピタル業務を営んでお

ります。 

  

［総務・事務代行等関連事業］ 

総務関連事業については、「株式会社サンセイキャリアマネジメント」が従業員の教育訓練を、「三

友サービス株式会社」が物品販売業務を、「株式会社ポルテ金沢」がビル管理業務を営んでおります。

事務代行・計算関連事業については、「エムエルアイ・システムズ株式会社」がシステム開発および

運行等のシステム関連業務を、「三生収納サービス株式会社」および「株式会社ビジネスエイジェンシ

ー」が収納代行業務を、「総合証券事務サービス株式会社」が有価証券の保管および売買決済にかかる

業務を、「ジャパン・ペンション・サービス株式会社」が企業年金の契約管理・システム開発にかかる

業務を、「ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社」が確定拠出年金にかかる運営管理業務を、

「ＮＢＣカスタマー・サービス株式会社」が保険業の事務代行業務を営んでおります。 

  

３ 【事業の内容】
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  

─ 8 ─



  

 
(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業部門の名称を記載しております。 

２ 議決権の所有割合の( )内は、提出会社の他の子会社による議決権の合計の割合で内数となっております。

３ 関係内容欄における役員の兼任数は、当社取締役または監査役が当該関係会社の取締役または監査役を兼任

している場合の人数を記載しております。 

４ ジャパン・ペンション・サービス株式会社の議決権所有割合は100分の20未満でありますが、実質的な影響

力を持っているため関連会社としております。 

  

４ 【関係会社の状況】

名     称 住  所
資本金又は 
出資金

主要な事業の内容
議決権の
所有割合

関係内容

連結子会社 

エムエルアイ・ 
システムズ株式会社 

千葉県 
柏市 

100百万円
総務・事務代行等 
関連事業 

51％
当社のシステム開発等を行っております。 
当社から事務室を賃借しております。 
役員の兼任１名 

三友サービス株式会社 
東京都 
千代田区 

20百万円
総務・事務代行等 
関連事業 

100％ 
(91％)

当社に対する事務代行等を行っております。 
役員の兼任１名 

三生キャピタル株式会社 
東京都 
千代田区 

100百万円資産運用関連事業 
100％ 
(60％)

当社が出資する投資事業組合の管理運営を行っ
ております。 
当社から借入金があります。 
役員の兼任１名 

三生３号投資事業組合 
東京都 
千代田区 

2,000百万円資産運用関連事業 ―

当社および当社の子会社である三生キャピタル
株式会社で全額を出資しており、ベンチャーキ
ャピタル業務を行っております。三生キャピタ
ル株式会社が業務執行組合員となっておりま
す。 

持分法適用関連会社 

三井住友アセットマネジメ
ント株式会社 

東京都 
港区 

2,000百万円資産運用関連事業 30％ 当社に対する投資助言等を行っております。 

ジャパン・ペンション・ 
サービス株式会社 

大阪市 
中央区 

2,000百万円
総務・事務代行等 
関連事業 

15％
当社の企業年金の契約管理・システム開発にか
かる業務を行っております。 

(注)４     

総合証券事務サービス株式
会社 

東京都 
江東区 

100百万円
総務・事務代行等 
関連事業 

34.31％
当社所有の有価証券の保管および売買決済にか
かる業務を行っております。 
役員の兼任１名 

ジャパン・ペンション・ 
ナビゲーター株式会社   

東京都 
中央区 

1,600百万円
総務・事務代行等 
関連事業 

25％
確定拠出年金法にもとづく当社の確定拠出年金
制度にかかる運営管理業務を行っております。 

ＮＢＣカスタマー・ 
サービス株式会社 

千葉県 
柏市 

10百万円
総務・事務代行等 
関連事業 

50％

当社の保険業にかかる事務代行業務を行ってお
ります。 
当社から事務室を賃借しております。 
役員の兼任１名 

保険デザイナーズ株式会社 
東京都 
千代田区 

500百万円
保険および保険関 
連事業 

47.5％
取扱商品の一部として当社の保険商品の販売を
行っております。 
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(1) 連結会社の状況 

  平成20年３月31日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員数(当社および連結子会社から当社および連結子会社外への出向者を除き、当社および連

結子会社外から当社および連結子会社への出向者を含む)であり、また、内務担当職・パートタイマー等の契約

社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

  平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員数(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む)であり、また、

内務担当職・パートタイマー等の契約社員を除いております。 

２ 平均年間給与は、賞与および基準外給与を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

  平成20年３月31日現在 

 
  

  

  

５ 【従業員の状況】

事業部門の名称 従業員数(名)

保険および保険関連事業 12,013

資産運用関連事業 122

総務・事務代行等関連事業 297

合計 12,432

区分 従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(万円)

内務職員 3,065 41.2 16.8 769

営業職員 9,066 48.9 11.7 286

名称 組合員数(名) 労使間の状況

三井生命労働組合 11,361 労使間に特記事項なし 

みついらいふ営嘱ユニオン 18 労使間に特記事項なし 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 業績 

当連結会計年度のわが国経済は、新興国を中心とした外需や、安定した雇用・所得環境を背景とした

個人消費は底堅く推移したものの、いわゆる米国のサブプライムローン問題に端を発する金融市場の混

乱とそれに伴う米国景気減速、エネルギー・原材料価格高、改正建築基準法の影響による住宅投資の停

滞等が景気の下押し要因となり、年明け後は減速感が強まり、年度を通しては緩やかな成長に止まりま

した。  

 わが国の生命保険事業を取り巻く環境変化としては、少子高齢化の進展、人口減少社会の到来、ライ

フスタイルの変化や医療・年金など社会保障制度が見直しの方向にあるなか、生命保険に対するニーズ

は一層多様化してきております。  

 ここ数年、外資系保険会社はより一層存在感を増し、通信販売や銀行・証券会社による窓販、来店型

代理店等も台頭してきており、お客さま自らが嗜好にあったルートで保険を購入できる環境が整ってき

たことで、販売チャネル間での競争は激しさを増しております。さらに、保険金等支払問題の影響を受

け、当業界に対するお客さまの選択眼はより厳しくなるなど、外部環境の変化の激しさ、厳しさは一段

と深まっております。  

 このような事業環境にあって保険料等収入は8,006億円(前連結会計年度比△1.6％)、資産運用収益は

2,581億円(同△10.6％)となりました。これに対し、支出面では、保険金等支払金は8,066億円(同＋

7.7％)、資産運用費用が1,962億円(同＋69.3％)、事業費が1,198億円(同＋5.0％)となりました。この

結果、経常利益は309億円(同△49.3％)となり、経常利益に特別利益、特別損失、契約者配当準備金繰

入額、法人税および住民税等、法人税等調整額ならびに少数株主利益を加減した当期純損失は84億円

(前連結会計年度は当期純利益266億円)となりました。 

  

１ 【業績等の概要】
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［保険引受業務］ 

個人保険および個人年金保険の新契約年換算保険料(転換による純増加を含みます。以下同じ。)は、

個人保険において、一時払終身保険の販売が増加したものの、総合保障型商品の販売減少および逓増定

期保険の販売停止等を主な要因として、前連結会計年度に比べ74億円減少し、380億円(前連結会計年度

比△16.4％)となりました。このうち、医療保障・生前給付保障等の新契約年換算保険料は125億円(同

△12.3％)となりました。同様の要因により、個人保険および個人年金保険の保障額ベースの新契約高

(転換による純増加を含みます。)は、2,460億円減少し、1兆756億円(同△18.6％)となりました。  

 個人保険および個人年金保険の保有契約年換算保険料は、新契約の減少等により、前連結会計年度末

に比べ311億円減少し、6,321億円(前連結会計年度末比△4.7％)となりました。このうち、医療保障・

生前給付保障等の保有契約年換算保険料は1,180億円(同＋1.2％)となりました。また保障額ベースの保

有契約高は、当連結会計年度末で39兆2,712億円(同△8.9％)となりました。  

 解約・失効高につきましては、カスタマー・サービス室のサービス・パートナーによるアフターサー

ビスの充実や、三井生命コミュニケーションセンターによる電話を用いた定期的なアクセス等の継続に

より、2兆6,511億円(前連結会計年度比△13.9％)に減少し、改善が進んでおります。  

 当連結会計年度末における団体保険の保有契約高は14兆5,765億円(前連結会計年度末比＋0.7％)、団

体年金保険は、責任準備金で１兆2,505億円(同△3.4％)となりました。 

 保険料等収入は、個人保険の一時払終身保険の販売が好調であったものの、平準払保険料の減少によ

り、8,006億円(前連結会計年度比△1.6％)となり、保険金等支払金は、保険金や解約返戻金の支払が増

加したこと等により、8,066億円(同＋7.7％)となりました。 

  

① 年換算保険料 

(a)新契約 

  

 
  

(b)保有契約 

  

 
(注) １ 年換算保険料とは、１回あたりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、１年あたりの 

保険料に換算した金額であります(一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額)。 

２ 医療保障・生前給付保障等については、医療保障給付(入院給付、手術給付等)、生前給付保障給付(特定 

疾病給付、介護給付等)、保険料払込免除給付(障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介護等を 

事由とするものを含む)等に該当する部分の年換算保険料を計上しております。 

３ 新契約には、転換による純増加を含んでおります。 

区分

前連結会計年度
(自  平成18年４月１日 
  至  平成19年３月31日)

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日）

金額（百万円） 前年度比(％) 金額（百万円） 前年度比(％)

個人保険 32,975 98.2 27,903 84.6

個人年金保険 12,479 48.9 10,118 81.1

合計 45,454 76.9 38,021 83.6

  うち医療保障・生前給付保障等 14,334 111.3 12,574 87.7

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日）

金額（百万円） 前年度末比(％) 金額（百万円） 前年度末比(％)

個人保険 521,519 95.2 488,781 93.7

個人年金保険 141,805 103.2 143,380 101.1

合計 663,324 96.8 632,161 95.3

  うち医療保障・生前給付保障等 116,628 103.1 118,065 101.2
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② 新契約高、保有契約高等 

 (a)個人保険＋個人年金保険 

  

 
  

 (b)個人保険 

  

 
（注）１ 金額は、死亡保険、生死混合保険、生存保険の主要保障部分の合計であります。 

   ２ 新契約には、転換による純増加を含んでおります。 

  

区分
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度末現在 47,097,854 43,107,311 

新契約 1,321,653 1,075,620 

更新 74,306 77,914 

復活 117,775 91,048 

死亡 125,035 130,556 

満期 475,783 661,981 

支払満了 1,929 2,594 

保険金額の減少 802,936 702,728 

解約 2,447,821 2,183,483 

失効 632,131 467,662 

(解約＋失効) 3,079,952 2,651,145 

その他の異動による減少 1,026,440 935,518 

当連結会計年度末現在 43,107,311 39,271,201 

純増加 △3,990,542 △3,836,110 

区分
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度末現在 44,416,130 40,389,162 

新契約 1,147,520 943,363 

更新 74,306 77,914 

復活 115,577 88,926 

死亡 119,360 123,999 

満期 475,783 661,981 

保険金額の減少 797,650 697,296 

解約 2,349,026 2,080,714 

失効 622,323 459,581 

その他の異動による減少 1,000,228 913,115 

当連結会計年度末現在 40,389,162 36,562,677 

純増加 △4,026,968 △3,826,485 
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 (c)個人年金保険 

  

 
（注）１  金額は、年金支払開始前契約の年金支払時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備 

金額の合計であります。 

   ２ 新契約には、転換による純増加を含んでおります。 

  

 (d)団体保険 

  

 
（注）  金額は、死亡保険、生死混合保険、年金払特約の主要保障部分の合計であります。 

  

区分 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度末現在 2,681,723 2,718,149 

新契約 174,132 132,257 

復活 2,197 2,122 

死亡 5,674 6,556 

支払満了 1,929 2,594 

保険金額の減少 5,286 5,431 

解約 98,795 102,768 

失効 9,807 8,080 

その他の異動による減少 26,211 22,403 

当連結会計年度末現在 2,718,149 2,708,523 

純増加 36,425 △9,625 

区分 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度末現在 15,103,054 14,472,391 

新契約 113,485 146,413 

更新 7,527,625 7,408,418 

復活 351 653 

中途加入 1,809,884 1,637,352 

保険金額の増加 41,069 41,900 

死亡 27,701 27,634 

満期 7,875,176 7,602,784 

脱退 1,032,876 980,069 

保険金額の減少 37,820 72,291 

解約 600,019 42,529 

失効 1,030 1,345 

その他の異動による減少 548,454 403,908 

当連結会計年度末現在 14,472,391 14,576,565 

純増加 △630,662 104,173 
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 (e)団体年金保険 

  

 
（注）１ 「前連結会計年度末現在」、「当連結会計年度末現在」は、責任準備金額であります。 

   ２ 「新契約」は第１回収入保険料であります。 

   ３  「年金支払」、「一時金支払」、「解約」は支払金額であります。 

  

  

③ 保険料等収入明細表 

  

 
(注) その他は、財形保険、財形年金保険、医療保障保険、就業不能保障保険、受再保険の合計で表示しておりま

す。 

  

区分 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 金額(百万円)

前連結会計年度末現在 1,323,045 1,294,785 

新契約 11 23 

年金支払 31,931 31,437 

一時金支払 83,795 74,221 

解約 18,574 17,345 

当連結会計年度末現在 1,294,785 1,250,507 

純増加 △28,260 △44,278 

区分
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 金額(百万円)

個人保険 499,369 508,955

個人年金保険 143,636 128,305

団体保険 53,595 50,630

団体年金保険 105,055 99,443

その他 11,021 12,550

小計 812,678 799,884

再保険収入 781 809

計 813,460 800,694
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④ 保険金等支払金明細表 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) その他は財形保険、財形年金保険、医療保障保険、就業不能保障保険、受再保険の合計で表示しております。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) その他は財形保険、財形年金保険、医療保障保険、就業不能保障保険、受再保険の合計で表示しております。 

  

区分
保険金 
(百万円)

年金 
(百万円)

給付金
(百万円)

解約返戻金
(百万円)

その他返戻金
(百万円)

再保険料 
(百万円)

合計
(百万円)

個人保険 282,864 － 61,747 125,267 1,528 － 471,408

個人年金保険 4 30,689 10,954 42,808 524 － 84,981

団体保険 27,831 1,026 110 11 0 － 28,979

団体年金保険 － 31,931 83,795 18,574 16,301 － 150,603

その他 1,906 1,511 1,224 6,961 0 － 11,603

小計 312,606 65,158 157,832 193,623 18,354 － 747,575

再保険 － － － － － 1,117 1,117

計 312,606 65,158 157,832 193,623 18,354 1,117 748,692

区分
保険金 
(百万円)

年金 
(百万円)

給付金
(百万円)

解約返戻金
(百万円)

その他返戻金
(百万円)

再保険料 
(百万円)

合計
(百万円)

個人保険 318,534 ― 69,566 136,935 1,817 ― 526,853

個人年金保険 17 32,513 12,316 50,276 606 ― 95,731

団体保険 27,714 999 158 21 0 ― 28,894

団体年金保険 ― 31,437 74,221 17,345 17,670 ― 140,675

その他 3,696 1,563 1,124 7,035 ― ― 13,420

小計 349,962 66,515 157,388 211,614 20,094 ― 805,574

再保険 ― ― ― ― ― 1,104 1,104

計 349,962 66,515 157,388 211,614 20,094 1,104 806,679
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［資産運用業務］ 

当連結会計年度末の運用資産(注１)は、前連結会計年度末より3,268億円減少し7兆7,125億円(前連結会

計年度末比△4.1％)となりました。  

 当連結会計年度は、確定利付資産による利息および配当金等収入を中心とした安定収益の確保と、リ

スク許容度の範囲内で適切なリスク取得による収益力向上に努めました。  

 個別資産配分につきましては、外国債券を圧縮する一方で、国内公社債の残高を積み増しました。  

 資産運用収益は、前連結会計年度から305億円減少し2,581億円(前連結会計年度比△10.6％)となりま

した。主な要因は次のとおりです。特別勘定資産に係る運用損益は運用環境悪化に伴う運用利回りの低

下等により特別勘定資産運用損(前連結会計年度は特別勘定資産運用益354億円)となりました。利息お

よび配当金等収入は外国債券の残高圧縮等に伴い58億円減少し、1,724億円(前連結会計年度末比△

3.3％)となりました。有価証券売却益は87億円増加し、834億円(同＋11.7％)となりました。  

 資産運用費用は、802億円増加し1,962億円(同＋69.3％)となりました。主な要因は次のとおりです。

為替差損(注２)は外国債券の残高減少に伴い、前連結会計年度末に比べ為替の評価益が減少したことや、

為替レートの円高への動き等により687億円増加し、813億円(同＋543.3％)となりました。特別勘定資

産運用損は649億円(前連結会計年度は特別勘定資産運用益354億円)となりました。有価証券評価損は株

式相場の下落等により245億円増加し、253億円となりました。金融派生商品に係る収益費用はクレジッ

ト関連の証券化商品の価格下落に伴う評価損を計上したものの、為替ヘッジ付きの外国債券の圧縮と為

替レートの円高への動き等により金融派生商品収益(前連結会計年度は金融派生商品費用681億円)とな

りました。  

以上の結果、当連結会計年度の資産運用関係損益(資産運用収益と資産運用費用との差額)は、619億円

(前連結会計年度比△64.2％)の利益となり、前連結会計年度に比べ1,108億円(うち、特別勘定資産運用

損益(注３)で1,004億円)減少しました。  

(注１) 運用資産とは、預貯金、コールローン、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、不

動産の残高の合計をさします 

(注２) その他保有目的の外貨建債券の為替換算差額については、外国通貨による時価を決算時の為

替相場で換算した金額のうち、外国通貨による時価の変動に係る換算差額以外の金額を為替差

益(損)として処理しております。また、外貨建債券の為替ヘッジに係る損益は金融派生商品収

益(費用)として処理しております。従いまして、決算時の為替相場によって為替差損益、金融

派生商品収益(費用)が変動することになりますが、外貨建債券の為替換算差額に係る為替差損

益と為替ヘッジに係る金融派生商品収益(費用)については、相殺し合う方向で変動します。 

(注３) 特別勘定資産運用損益は、その全額につき、責任準備金に繰り入れ又は、責任準備金が戻し

入れられることにより、経常利益には影響を与えません。 
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① 運用資産 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) 増減額には資産の評価および減価償却によるものを含んでおります。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) 増減額には資産の評価および減価償却によるものを含んでおります。 

  

② 資産運用収益 

  

 
  

区分
前連結会計年度末残高 当連結会計年度末残高 増減額

（百万円） （百万円） （百万円）

預貯金 191,518 155,301 △36,216

コールローン 108,000 100,000 △8,000

買入金銭債権 22,624 38,900 16,276

金銭の信託 200 200 ―

有価証券 5,401,948 5,427,277 25,328

貸付金 2,067,973 2,076,320 8,346

不動産 250,760 241,386 △9,373

計 8,043,025 8,039,386 △3,638

対総資産比率(％) 98.7 98.6 ―

区分
前連結会計年度末残高 当連結会計年度末残高 増減額

（百万円） （百万円） （百万円）

預貯金 155,301 229,316 74,015

コールローン 100,000 84,000 △16,000

買入金銭債権 38,900 36,804 △2,095

金銭の信託 200 200 ―

有価証券 5,427,277 5,076,780 △350,496

貸付金 2,076,320 2,046,888 △29,432

不動産 241,386 238,576 △2,809

計 8,039,386 7,712,567 △326,819

対総資産比率(％) 98.6 98.5 ―

区分
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 金額(百万円)

利息および配当金等収入 178,386 172,489 

金銭の信託運用益 0 0 

有価証券売却益 74,692 83,402 

有価証券償還益 30 ― 

金融派生商品収益 ― 1,986 

その他運用収益 117 242 

特別勘定資産運用益 35,460 ― 

合計 288,686 258,121 
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③ 資産運用費用 

  

 
  

(2) キャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、保険料等収入が減少し、保険金等支払金が増加したことか

ら、144億円の収入(前連結会計年度は909億円の収入)となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が有価証券の売却・償還による収

入を上回ったものの、貸付金の回収による収入が貸付けによる支出を上回ったこと、債券貸借取引受入

担保金が増加したこと等により、517億円の収入(前連結会計年度は1,602億円の支出)となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、82億円の支出(前連結会計年度は349

億円の収入)となりました。  

 これらの結果、現金および現金同等物の当連結会計年度末残高は、3,134億円(前連結会計年度末は

2,554億円)となりました。  

  

生命保険業における業務の特殊性により、該当する情報がないため記載しておりません。 

  

中期的経営方針に基づき、ＥＶ(エンベディッド・バリュー)の増大に向け、取組むべき課題を以下のと

おり設定しております。 

 ［１］お客さま接点の高度化 

 ①加入時におけるお客さま納得度の向上に向けて 

個人保険マーケットにおける２大顧客層(団塊世代・団塊ジュニア世代)に対し、新商品を含めた

新たな取組みを推進してまいります。そのために、お客さまのライフスタイルの変化や選好意識の

高まりに対応すべく、商品・販売手法・販売プロセスを総合的に見直し、お客さまニーズにお応え

する納得度の高い生活設計・商品提案を実践してまいります。 

区分
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

金額(百万円) 金額(百万円)

支払利息 8,091 8,194 

売買目的有価証券運用損 109 836 

有価証券売却損 14,478 5,751 

有価証券評価損 834 25,391 

金融派生商品費用 68,121 ― 

為替差損 12,652 81,391 

貸倒引当金繰入額 2,473 ― 

貸付金償却 412 7 

賃貸用不動産等減価償却費 3,099 3,182 

その他運用費用 5,645 6,464 

特別勘定資産運用損 ― 64,981 

合計 115,917 196,201 

２ 【生産、受注および販売の状況】

３ 【対処すべき課題】
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 ②加入後におけるお客さま満足度の向上に向けて 

営業職員(対面)チャネルとダイレクト(非対面)チャネルとの連携を高度化することにより、ご加

入いただいたお客さまと満足度の高いコミュニケーションを実現してまいります。また、お客さま

からのお問合せやお手続きのお申し出に対し、各種サービスの利用時間拡大やインターネットによ

る手続きの拡充等、お客さまの利便性向上を実現してまいります。更には、お客さま情報の一元化

により、適切かつタイムリーなサービスの提供を目指してまいります。 

 ③販売チャネルの高度化に向けて 

営業職員のコンサルティング力向上を通じた販売手法の高度化と、ご加入後もお客さまに満足い

ただける各種アフターサービスの提供に向け、長期育成を念頭に置いた採用・教育・育成体制の一

層の強化を図るとともに、新たな活動プロセスモデルを導入してまいります。また、マーケットの

動向に合わせてアクセスチャネルのマルチ化を推進してまいりましたが、お客さま満足度・納得度

の向上に向け、各チャネルの専門性を更に強化してまいります。 

 ④成長分野への取組み強化に向けて 

豊潤なマーケットである中小法人への取組みにあたり、企業の様々なリスクに対し、高度なリス

クコンサルティングに基づく適切なソリューションを提供していくとともに、中小法人における従

業員の保障ニーズにもお応えする総合的な対応力を高めてまいります。また、今後も成長が見込め

る窓販分野について、有力なチャネルとして経営資源を継続投入し、事業基盤の強化を図ってまい

ります。これらの成長分野への取組み強化を通じ、更なるＥＶの増大を目指します。 

 ［２］運用利回りの向上とリスク管理の強化 

資産・負債を時価評価した資本概念の導入とこれに基づくリスク管理を実施し、お客さまからお預

りする保険料を安全・確実に運用するとともに、効率的な運用による収益性の向上を目指してまいり

ます。特に、近年、多様化・複雑化がすすむ新たな投資商品に対しては、リスク管理体制の強化を図

り、適切な投資を行ってまいります。 

 ［３］内部管理態勢の強化 

お客さま、株主、社会からの意見・要望・苦情をきちんと受け止め、経営レベルまで共有化し、会

社としての適切な対応を図るとともに、業務運営状況のモニタリング強化と適正な業務運営の実行を

行ってまいります。  

 また、金融商品取引法(いわゆる日本版ＳＯＸ法等)その他諸法令等への的確な対応を図ってまいり

ます。  

 なお、当社は、この度、平成13年度から平成17年度までの過去５年間における保険金等の支払状況

に係る調査を完了し、その結果、追加的な保険金等のお支払いを要する事案があることが判明いたし

ました。保険金等のお支払いという生命保険会社の根幹をなす業務において、この様な事態を発生さ

せたことを真摯に受けとめ、同じ事態を二度と繰り返すことのないよう再発防止に万全を期すととも

に、お客さまからの信頼回復に向けて、「お客さま本位」の経営の更なる徹底に努めてまいります。
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以下においては、当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及

ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該

当しない事項についても、投資判断上、重要であると考えられる事項について、以下に記載しておりま

す。なお、これらのリスクは、独立して顕在化するだけでなく、相互に関連して顕在化する可能性があり

ます。 

 当社グループはこれらのリスクを十分認識した上で、顕在化の抑制・分散・回避ならびに、顕在化した

場合の迅速かつ適切な対応に努める所存でありますが、投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内

容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があります。また、以下の記載は、当社グループの事業そ

の他に関するリスクのすべてを網羅するものではありませんので、ご留意ください。 

 本項における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社グループが判断したもの

であります。 

  

１ 保険引受リスクについて  

 当社グループの収益性は、実際の保険金請求額が、保険料の価格設定および責任準備金の積立てに用い

られた予測と、どの程度合致しているかに大きく左右されます。保険料は、将来の死亡率、資産運用利回

り、事業運営上必要な経費等をそれぞれ予定死亡率、予定利率、予定事業費率等の計算基礎率として予測

し、将来の市場金利やインフレなどのマクロ経済要因等の予測も考慮して決定されます。通常、これらの

計算基礎率等は、予測と実績との間の差異から利益が生じるよう、保守的に設定しますが、実績が予測よ

りも悪化する可能性は否定できません。また、第三分野保険商品をはじめとした新商品(新しいリスクを

内在した商品)の価格設定に用いられる計算基礎率等は、一般的には既存の保険商品(伝統的リスクに対応

する商品)に用いられる計算基礎率等と比較して基礎率設定等に用いるデータの蓄積が乏しいものである

ため、既存の保険商品と比較すると不確実性が高い傾向があります。仮に、死亡率や事業運営上必要な経

費が予測を超過した場合や資産運用利回りが予測を下回った場合等には損失が発生し、当社グループの経

営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 

 さらに、当社グループは保険業法第116条の規定に基づいて、毎期必要となる責任準備金の繰入を行っ

ておりますが、保険金等支払額が当初の予測よりも大幅に増加することが将来にわたって見込まれる場合

には、将来の支払に備えて責任準備金の繰入水準を高めることにより、追加費用が発生し、当社グループ

の経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 

 また、「逆ざや」を前倒しで解消するために責任準備金を積み増す場合、単年度の損益には悪影響を与

える可能性があります。 

  

２ 資産運用リスクについて  

  当社グループは、有価証券、貸付金、不動産等様々な資産や派生商品に対して投資を行っています。こ

れらの投資については、「市場関連リスク」「信用リスク」「不動産投資リスク」といった「資産運用リ

スク」が存在し、リスクの顕在化によって損失が発生し、当社グループの経営成績および財政状態に重大

な悪影響を与える可能性があります。 

４ 【事業等のリスク】

─ 21 ─



(1)市場関連リスク 

①金利の変動によるリスク 

  当社グループは、市場性のある債券を保有しており、金利低下局面においては、当社グループの資産

運用収益率が悪化するリスクがあります。具体的には、金利低下局面においては、一般的に、償還され

た債券や期限到来により返済された貸付金について、低金利環境下における再投資リスクが顕在化し、

当社グループの資産運用収益率は低下します。また、保険契約者に対して当社グループが保険契約上の

義務を負担する期間は一般的に当社グループによる各投資の期間よりも長期に亘るため、金利の低下は

当社グループの収益性に重大な悪影響を与える可能性があります。例えば、1990年代の円金利の著しい

下落の結果、当社グループによる資産運用収益率が既存の保険契約において保険料を設定するために使

用された予定利率を下回る、いわゆる「逆ざや」の状態が一部の契約で発生しており、平成20年３月期

における当社グループの逆ざや額は393億円となっております。低金利が今後も継続した場合には、逆

ざやの解消に時間がかかりまたは逆ざやが増加し、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪

影響を与える可能性があります。 

 また、金利上昇局面においては、確定利付債券等の価格の下落により、評価損や売却損が発生する可

能性があります。当社グループでは、必要に応じ機動的にデリバティブ取引によるヘッジを行う等、リ

スク管理に努めておりますが、急激に金利が上昇した場合、当社グループの投資の重要な部分を占める

確定利付債券等の資産の価値が低下し、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響を与え

る可能性があります。 

 なお、金利上昇局面においては、保険契約者がその保有する保険契約をより高い収益を実現しうる投

資に切り替えるために、その結果として保険契約の解約が増えた場合、当社グループの経営成績に重大

な悪影響を与える可能性があります。さらに、金利上昇により保険契約の解約が増加した場合、当社グ

ループは、金利上昇の影響で価格が低下した確定利付債券を売却しなければならなくなることも考えら

れ、その結果、著しい売却損を生ずる可能性があります。 

②株価の変動によるリスク  

  当社グループは、市場性のある株式を保有しております(平成20年３月期末現在、当社が保有する国

内株式は、一般勘定資産の8.0％(単体ベース)を構成)が、株式は相対的に価格変動リスクが大きく、株

価が下落した場合、評価損や売却損が発生する可能性があります。さらに、当社グループの「純資産の

部」およびソルベンシー・マージン比率の重要な構成要素となっている、「その他有価証券評価差額

金」も、株価の変動によって大きく変動します。価格変動準備金によって、将来の株価の下落により生

ずる損失の一部は相殺されますが、価格変動準備金の額が将来の株価の下落に対応するのに十分である

という保証はありません。当社グループではリスク管理の観点から保有株式を圧縮し、また、必要に応

じ機動的にデリバティブ取引によるヘッジを行う等、リスク管理に努めておりますが、株価が予想を超

えて下落した場合、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性がありま

す。 

 なお、当社グループの株式投資は比較的少数の日本企業の株式に集中しており、より分散化された株

式投資と比べると特定銘柄の株価変動により大きく影響を受けます。 
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③外国為替相場の変動によるリスク 

 当社グループは、資産の一部を外貨建て(主に米ドル建ておよびユーロ建て)の債券および投資信託そ

の他のファンドに投資しているため、外国為替相場の変動により影響を受けます。平成20年３月期末現

在、外貨建資産は、当社の一般勘定資産の8.3％(単体ベース)を占めています。当社グループは、外貨

建て債券の元本の大部分について外国為替リスクをヘッジしていますが、ファンドへの外貨建て投資に

ついては、通常、外国為替リスクをヘッジしておらず、平成20年３月期末現在、当社の外貨建ての一般

勘定資産のうち約５割(単体ベース)は、外国為替リスクに対してヘッジを行っていません。このため、

ドルまたはユーロに対して円高となった場合、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響

を与える可能性があります。 

④その他のリスク 

 当社グループは、サブプライム関連商品(ＡＢＳ－ＣＤＯ)を含む債務担保証券を保有しております。

平成20年３月期において、複合金融商品の区分処理によりサブプライム関連商品(ＡＢＳ－ＣＤＯ)につ

いて29億円、その他の債務担保証券について207億円の損失を計上しました。また、平成20年３月期末

現在の当社グループが保有するサブプライム関連商品(ＡＢＳ－ＣＤＯ)の時価は１億円で含み損はな

く、その他の債務担保証券の時価は453億円となっており、含み損は65億円となっております。今後、

サブプライム問題の拡大等によるクレジット市場の混乱または流動性の更なる低下などにより債務担保

証券をはじめとする金融商品の時価が下落した場合には、当社グループの経営成績および財政状態に悪

影響を与える可能性があります。 

(2)信用リスク 

 当社グループは、貸付金や債券を保有し、金利スワップ等のデリバティブを利用しています。 

 平成20年３月期末現在、企業貸付および社債は、合計で当社の一般勘定資産の35.8％(当社単体ベース)

を占めています。貸付金や債券に関しては、大口の与信先(貸付先や発行体、取引相手先等)があります。

また、業種は多岐に亘るものの、銀行や商社に対する貸付残高額の占率が他の業種に比べ高くなっていま

す。なお、当社グループの貸付の大部分は無担保となっています。国内の銀行に対する与信は、劣後貸付

と優先出資証券が大部分を占めます。劣後貸付や優先出資証券は一般の非劣後貸付等と比べると与信先の

信用状況の変化による影響をより大きく受けます。 

 当社グループは、与信先に関する評価および見積もりに基づいて貸倒引当金を計上していますが、実際

の貸付金の貸倒れによる損失は貸倒引当金の額を超える可能性があります。また、今後の景気動向等によ

っては、与信先が倒産し、またはその信用力が低下することにより、当社グループは、貸倒引当金を追加

的に計上しなければならない可能性があります。さらに、与信先の財務状況が悪化して不良債権が発生す

る可能性もあります。このような事態により当社グループに損失が発生し、その結果、当社グループの経

営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 

 当社グループはまた、様々な種類のデリバティブ商品を含むその他の取引に関しても、取引先の信用リ

スクにさらされています。取引先が当社グループとの取引に係る契約の条項に違反した場合、当社グルー

プの経営成績および財政状態が重大な悪影響を受ける可能性があります。 

(3)不動産投資リスク 

 当社グループの保有する不動産には、投資用不動産と営業用不動産があります。投資用不動産とは、賃

貸用のオフィスビル等を指し、営業用不動産とは、本社・支社等の保険業務を営む上で必要な不動産を指

します。平成20年３月期末現在、不動産への投資は、当社の一般勘定資産の3.4％(単体ベース)を占めて

います。 
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 当社グループは、平成18年３月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用し、必要と認める減

損処理を行っており、平成18年３月期において、固定資産の減損処理により当社グループの不動産に関し

て853億円の減損損失を計上しました。また、平成20年３月期末現在の当社グループが所有する土地およ

び借地権の含み損は230億円となっております。大都市圏の地価をはじめとして不動産価格は平成18年頃

より上昇してきましたが、将来、これらの不動産価格が下落に転じた場合、当社グループの所有する不動

産の価値に重大な悪影響を与える可能性があります。また、当社グループの不動産関連の収益は、賃料相

場の下落や空室率等の要因により減少する可能性があります。今後、不動産価格の下落等により、減損損

失や処分損が発生した場合や、賃貸用ビルにおける賃料収入が減少した場合、当社グループの経営成績お

よび財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 

  

３ 変額年金等最低保証リスクについて  

 当社グループは、変額年金保険については、年金開始前の死亡保障のほか、年金開始時における原資に

ついて払込金額等の保証を行っています。また、一部の商品には、最低保証額が上昇するステップ・アッ

プ機能を加味したラチェット特約を付加しており、年金開始前に運用実績により積立金額が増加した場合

に、新たな最低保証額としてその金額を適用する仕組みを採用しております。 

 最低保証を行うに際しては、株価のほか、外国為替や金利等の変動リスクに留意する必要があります。

当社グループは、最低保証を行っている変額年金保険の多くに関しては、その主要なリスクである株価変

動リスクについて、ヘッジ取引を利用してリスクを圧縮しています。しかしながら、株価変動リスクのヘ

ッジ取引を行っていない部分については、株価変動リスクに晒されており、金利変動リスクおよび為替変

動リスクについては、ヘッジ取引を行っていないため、かかるリスクにも晒されています。また、ヘッジ

取引が当社グループの予想どおりの効果を実現できなくなったり、効果的なヘッジ取引が将来利用できな

くなった場合には、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。

  

４ 流動性リスクについて 

(1)資金繰りリスク 

 当社グループには、当社グループの財務内容の悪化等に起因する予測できない大量ないし大口解約に伴

う解約返戻金支出の増加や、鳥インフルエンザのような疫病による保険金等の支払の増加等により、多額

の資金を短期間で確保する必要が生じた場合に、資金繰りが悪化する可能性があります。その際、資金の

確保のために通常よりも著しく低い価格での資産売却を余儀なくされた場合、当社グループの経営成績お

よび財政状態に悪影響を与える可能性があります。 

 また、当社グループが保有する資産のうち、一般的に流動性がない不動産、貸付金や私募有価証券等に

ついて、資金確保時に不利な条件で処分することを余儀なくされた場合、または処分できなかった場合、

当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。  

(2)市場流動性リスク 

当社グループは、債券をはじめとした市場流動性のある様々な金融商品を保有しておりますが、金融資

本市場の混乱等により金融資本市場において取引ができない場合や通常よりも著しく不利な価格での取引

を余儀なくされた場合、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。 
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５ 事務リスクについて 

 生命保険会社は膨大な事務を抱えており、当社グループも業務全般について役職員等が適正な事務を怠

る、あるいは間違う可能性があり、広範な事務リスクを抱えております。当社では、事務処理上のミスを

削減するため、従業員教育やその他の対策を実施しておりますが、これによって事務処理上のミスが減少

するという保証はありません。 

 また、当社は子会社等(関連会社を含む、以下同じ。)に多くの事務委託を行っております。当社は日本

アイ・ビー・エム株式会社と合弁で、保険事務についてはＮＢＣカスタマー・サービス株式会社を、情報

技術およびシステム開発についてはエムエルアイ・システムズ株式会社を設立し、日本アイ・ビー・エム

株式会社経由で両合弁会社に業務委託を行っています。有価証券の保管・売買決済にかかる事務について

は、住友生命保険相互会社および当社による合弁会社である総合証券事務サービス株式会社に業務委託を

行っています。このため、委託先において当社業務に関する重大な事務処理上の問題が発生する可能性も

ありますが、委託先に対しては、事務処理上のミスを減らすための当社向けの対策と同様の対策を適切に

実施することができない場合があります。 

 このように、当社のみならず、子会社等において事務リスクが顕在化することにより、当社グループに

関する風評上の悪影響や金銭的損害が発生し、または監督官庁である金融庁による処分が課された場合、

当社グループの事業活動に支障を来たし、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を与える可能

性があります。  

  

６ 外部委託に係るリスクについて 

 当社は日本アイ・ビー・エム株式会社経由で、保険事務ならびに情報技術およびシステム開発に関する

業務をそれぞれ子会社等に外部委託を行っておりますが、業務委託にかかる日本アイ・ビー・エム株式会

社と当社との間の契約は、保険事務につき平成26年３月に、情報技術およびシステム開発に関する業務に

つき平成22年５月に、それぞれ契約期間が満了します。委託期間の満了の際、満期解約を行う場合には当

社は日本アイ・ビー・エム株式会社からサービス提供されたハードウエアおよびソフトウエアを当社と日

本アイ・ビー・エム株式会社とが合意する適切な条件で購入できる契約となっていますが、契約を更新で

きなかったり、委託条件が悪化する可能性があります。また、契約期間の満了前に日本アイ・ビー・エム

株式会社が一方的に契約を途中解約することはできませんが、当社は、違約金の支払を条件として自己都

合により、現在の契約を終了することができます。これらの場合、一時的に多額の追加費用を負担するこ

ととなり、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。 

 また、上記の外部委託のほか、当社は、有価証券の保管・売買決済にかかる事務や印刷、運送等一般的

な各種業務についても外部委託を活用しています。外部委託にあたっては、顧客保護の観点または経営の

健全性を確保する観点から、委託先の適格性や委託内容、形態等を含め十分な検討を図っておりますが、

委託先の選択が不適切であった場合、委託先に対する管理・監督が不十分であった場合、委託先において

重大な事務処理上の問題等が発生した場合等には、損失が発生し、当社グループの経営成績および財政状

態に重大な悪影響を与える可能性があります。  
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７ 保険金等の支払状況の検証について 

 当社グループは同業他社とともに、金融庁から平成19年２月１日付の報告徴求命令「保険金等の支払状

況に係る実態把握について」を受け、平成13年４月からの５年間に保険金等に支払事由が発生した事案に

ついて、平成19年12月７日に11月末現在における検証結果を同庁に報告しました。検証の結果判明した事

例は、診断書所見欄の確認漏れ等による「お支払いが不足していた事案」、通院給付金等に関して「請求

案内すべき事案」および「失効返戻金等未支払のうち支払完了した事案」です。 

 これを受け、当社は当連結会計年度末後に追加的な支払が確定しているものについては支払備金として

２億円を計上しておりますが、今後お客さまへの確認等により追加的な支払が発生する可能性も考慮し、

「保険金等追加支払引当金」を13億円計上しております。 

 金融庁は、このような保険金・給付金等の支払状況につき、未だ処分を行っていませんが、行政処分が

当社に課された場合や生命保険業界に対する好ましくない風評が発生した場合には、当社グループの経営

成績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。また、当社は、金融庁から、すでに開始してい

る以上の対応策を盛り込んだ業務改善計画の提出命令を受けないという保証はなく、結果として大幅な追

加費用の支出が必要となる可能性もあります。 

 当社グループは必要と考えられる対応を行っていますが、今後、当社が訴訟を提起されないという保証

はありません。  

  

８ システムリスクについて  

 当社グループは、保険契約の管理、資産運用、保険数理、顧客管理をはじめとした様々な事業分野にお

いて、情報技術を活用しており、情報技術に大きく依存しています。当社グループの情報技術は、事故、

火災、自然災害または従業員の不正行為や誤謬による各種機器や通信回線の障害、プログラム不備を原因

とするコンピュータシステムの停止・誤作動による各種サービス業務の停止、サイバー攻撃やコンピュー

タの不正使用等によるデータの破壊・流出の発生等により、機能しなくなる可能性があります。その結

果、当社グループの業務に甚大な影響が生じ、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響を

与える可能性があります。 

  

９ 情報漏洩リスクについて  

 生命保険会社は顧客の健康等に関する個人の機微(センシティブ)情報のほか、貸付先の財務情報や保険

商品開発等に関する大量の機密情報を保有しています。また、当社の業務は外部委託されているものも相

当あるため、かかる機密情報は当社の役職員等だけではなく、外部委託先も取り扱うことになりますが、

かかる外部委託先による機密情報の適正な運用を当社が完全にコントロールすることが出来ない可能性が

あります。当社グループが保有する機密情報が漏洩し、または不正にアクセスされ、後に悪用された場

合、当社グループは競争力を失うだけではなく、かかる漏洩や悪用について法的責任を負い、監督官庁で

ある金融庁による処分および風評上の悪影響を受ける可能性があります。特に、顧客情報の不正使用や漏

洩は、個人情報の保護に関する法律その他の法令違反を惹起し、当社グループが法的責任を負い、法令そ

の他の規制に基づく処分を受ける場合があります。その結果、当社グループへの社会的信頼が損なわれ、

新契約の減少や解約の増加等につながり、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を与える可能

性があります。 
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10 法務リスクについて  

 当社グループでは、保険業法等種々の法令に従って業務を行っております。当社グループは、法令等の

遵守を重要と考えておりますが、法令に違反した場合には、監督官庁である金融庁から免許の取消し、業

務の停止等の行政処分を受ける可能性があるほか、当社グループにおいて風評上の悪影響をもたらし、さ

らには財務的な損失が生じる可能性があります。例えば、当社は平成17年６月に金融庁より、団体保険商

品等に関する不適切な業務遂行について、業務改善命令を受けました。今後、金融庁から重大な行政処分

を受けた場合には、当社グループの事業活動に支障を来たす可能性があります。 

 また、平成19年９月30日には金融商品取引法および保険業法の改正が施行されたことにより、一部の保

険商品やその他の金融商品の販売に適用される規制が、有価証券の販売に適用される規制と同程度に強化

されました。この改正に伴い銀行窓販を含む多くの募集代理店において販売実務の見直しが行われ、一部

の募集代理店が効率的に販売実務を新しい規制に適合できなかったこと等により、当社グループによる変

額年金商品の販売は法令施行に伴い悪影響を受けました。さらに、平成19年12月の銀行窓販全面解禁に伴

う取扱商品範囲の拡大や監督当局による一連の規制の導入に関連して、当社グループは、事業戦略に影響

を受け、または研修、コンプライアンス態勢の向上改善のための大幅な支出を迫られることになるという

コンプライアンス上のリスクに直面する可能性があります。 

 また、当社グループの営業職員および募集代理店の大多数は、ある程度の自律性をもって営業活動を行

っているため、違法な販売方法や詐欺的行為といった不正行為を全て防止するのは困難であり、現実に過

去においても、こうした不正行為が生じています。当社グループは、従業員研修プログラムおよびコンプ

ライアンス態勢を強化し、募集代理店の選定を慎重に行うなど、営業職員その他の従業員および募集代理

店による不正行為の予防策を講じておりますが、不正行為等を未然に防止できない可能性があります。さ

らに、当社の保険事務および情報技術は、日本アイ・ビー・エム株式会社と当社との合弁会社により運営

されていますが、当社は、合弁会社の従業員による不正行為に対して責任を負う可能性があるものの、合

弁会社の従業員に対しては、当社の従業員に対する予防策と同様の対策を適切に講ずることができない可

能性があります。 

 なお、当社グループでは複数の訴訟が係属中です。現在、当社が入手できる情報に基づく限りにおい

て、それらの訴訟によって当社グループが被る損害は限定的であると考えていますが、将来発生する訴訟

の結果については予測できません。 

 こうしたリスクが顕在化した場合、損害賠償費用の発生等の直接的な影響や当社グループに対する信頼

が損なわれる等の間接的な影響を通じ、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える

可能性があります。 

  

─ 27 ─



11 災害リスクについて 

 当社グループは、鳥インフルエンザのような疫病、地震、津波、東京その他の人口密集地域で起こる局

地的な災害等の多数の死者を発生させる事象により保険金等の支払が増加するリスクに晒されています。

 一方、当社グループは、基本的にこれらのリスクを低減するための再保険には加入していません。ま

た、当社グループは、保険業法等の法令に則して危険準備金を計上していますが、危険準備金がこれらの

災害により通常の予測範囲を超えて発生する保険金支払債務をカバーするのに十分であるという保証はあ

りません。このため、こうした事象に起因する保険金等の支払が増加した場合、当社グループの経営成績

および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 

 さらに、当社グループは首都圏に本社および事務センターを設置しておりますが、首都圏における大規

模な地震等により事業施設が毀損し、あるいは社会インフラに障害が発生することにより、事業活動に支

障を来たした場合、当社グループの財政状態および経営成績に重大な悪影響を与える可能性があります。

  

12 リスク管理手法に内在するリスクについて 

 当社グループのリスク管理は、リスクを特定し、それを監視および管理する手法を用いており、その多

くが過去の市場動向等の統計データに基づくヒストリカルモデル等によっております。ただし、これらの

手法では将来起こりうるあらゆるリスクについて正確に予測できない場合があり、将来起こりうるリスク

は、ヒストリカルモデルが示すものよりも大きなものである可能性があります。また、市場に関する公開

情報等の評価を基礎とするリスク管理手法もありますが、このような情報は不正確であったり、適切に評

価されていない可能性があります。また、事務リスクやシステムリスク等のオペレーショナルリスクにつ

いては集計・分析したり、計量化する手法もありますが、こうした手法が常に効果的とは限りません。こ

のようなリスク管理手法が機能せず、または効果的でない場合、当社グループの財政状態および経営成績

に重大な悪影響を与える可能性があります。 

  

13 グループ会社に関するリスクについて  

 当社グループは、顧客サービスの向上、コスト競争力の強化等を目的として、当社グループ単独で、ま

たは合弁事業の形態により、子会社等を設立し、当社グループとしての収益力強化を図っております。し

かし、当該子会社等に関わる事業戦略の変更、当該子会社等の業績の悪化、その他の外部的要因等によっ

て想定していた収益を得られなかった場合、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を与える可

能性があります。 

  

14 他社との提携関係に関するリスクについて  

 当社グループは、生命保険業界の内外を問わず、多くの会社と事業戦略上の提携をしています。当社グ

ループの提携先に財政その他の事業上の問題が発生した場合、提携先が戦略目標を変更した場合や当社グ

ループを提携相手として適切でないと考えるようになった場合には、提携の継続が困難となる可能性があ

ります。その結果、当社グループが重要な提携を維持できない場合、当社グループの事業に重大な悪影響

を与える可能性があります。 
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15 人材リスクについて 

 営業職員チャネルを通じた保険料収入は、当社グループの保険料等収入の大部分を占めているため、当

社グループの経営成績は、有能な営業職員を雇用することができるかどうかに左右されます。しかしなが

ら、当社グループの営業職員の離職率は、当社グループのその他の職種の従業員よりも著しく高く、有能

な営業職員数が減少するリスクがあります。また、近年における日本の経済環境の好転に伴い、営業職員

を獲得する競争は、激しくなっています。 

 このほか、当社グループでは、保険数理をはじめ、保険引受や資産運用等、さまざまな分野において、

専門性を有する人材の確保が不可欠であるため、有能な人材の新たな雇用および雇用の維持のために努力

が必要となります。 

 営業職員およびその他の従業員の新たな雇用が進まず、また、人材の流出等により、十分な人材が確保

できない場合、当社グループの事業活動に支障を来たし、当社グループの経営成績および財政状態に重大

な悪影響を与える可能性があります。 

  

16  風評リスクについて  

 当社グループないし生命保険業界に関して報道機関が否定的な報道をした場合や、当社グループに関す

る悪評や信用不安等が発生した場合、その結果として、保険契約の解約が増加し、または新規保険契約の

獲得が減少すること等により、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性が

あります。 

  

17  格付低下リスクについて 

 当社グループの財務の健全性の悪化等を理由として、格付機関が付与する当社の格付が低下した場合、

資産運用および調達等における取引面での制約が発生したり、資金調達コストが上昇したり、または、保

険契約の解約が増加することや新規保険契約の獲得が減少すること等により、当社グループの経営成績お

よび財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 
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18  販売チャネル・体制について 

(1)営業職員等の直販チャネル 

 当社グループは営業職員チャネルを販売チャネルの中核に据えるとともに、フィナンシャルアドバイザ

ー機能を強化したチャネル、中小法人マーケットに特化したチャネル等、販売チャネルの多様化を進めて

おります。 

 しかしながら、今後、上記「15 人材リスクについて」に記載しておりますように競争の激化等により

営業職員組織の維持・拡充ができなくなったり、十分な販売体制が維持できなくなった場合、当社グルー

プの経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。  

(2)銀行窓口販売等の代理店チャネル 

 当社グループは、事業戦略の一つとして、銀行窓口販売による変額個人年金保険の販売拡大を掲げてお

り、多くの金融機関と変額年金保険等の募集に関する委託契約を締結し、代理店チャネルの充実等に努め

ております。 

 当社にとって、とりわけ株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」といいます。)チャネルは重要な

ものとなっており、当社の平成20年３月期の銀行窓口販売等による新契約の過半は三井住友銀行により販

売されております。しかしながら、三井住友銀行を通じた保険商品の販売量は、他社商品との競争力、顧

客ニーズ、三井住友銀行に支払われる手数料や販売支援、三井住友銀行の販売方針等によって左右される

と考えられます。平成20年３月期末現在、三井住友銀行は当社の筆頭株主であるものの、三井住友銀行は

銀行窓口販売で当社グループを含む複数の保険会社の保険商品を取り扱っており、当社としては、三井住

友銀行が当社の保険商品を優先的に販売することを決定できる立場にはありません。このように、当社の

変額個人年金保険の販売は、三井住友銀行チャネルに大きく依存しているため、三井住友銀行を通じた販

売実績の好不調により、当社の変額個人年金の販売量は年度毎に大きく上下しております。今後も、三井

住友銀行の販売力の低下や、三井住友銀行の販売方針の変更等の理由により、三井住友銀行が変額個人年

金保険の販売チャネルとして有効に機能しなくなった場合、当社グループの経営成績および財政状態に重

大な悪影響を与える可能性があります。 

 当社グループは、販売チャネルを分散するべく、その他の金融機関を当社グループの募集代理店として

獲得する努力をしておりますが、募集代理店の獲得をめぐる生命保険会社間の競争は熾烈であり、当社グ

ループは募集代理店数を増加できない可能性があります。 

 さらに、平成19年12月には、銀行による保険商品の窓口販売が全面解禁されたため、将来的には他の生

命保険会社の募集代理店と当社グループの営業職員との間での顧客獲得競争が発生する可能性がありま

す。 

 こうした事業環境の中で、当社グループが競争力を発揮できる保証はなく、今後、競争の激化等により

銀行窓口販売等の代理店チャネルにおける十分な販売体制および販売量が維持できなくなった場合、当社

グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 
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19  競合について  

 生命保険業界を取り巻く環境は、低金利長期化、死亡保障市場の縮小、規制緩和による競合の増加等に

より、厳しい状況が続いております。そのような中で、当社グループは国内生命保険会社、外資系生命保

険会社、さらには、損害保険会社やその生命保険子会社との激しい競争に直面しています。競合他社の多

くは、当社と同様に、成長分野として期待される医療保障・介護保障や年金市場に力を注いでおり、生命

保険業界の競争は一段と激化しております。競合他社の中には、商品の品揃えが豊富であったり、低廉な

価格の保険商品を提供したり、特定の保険商品に特化したり、潤沢な資金力を有したり、あるいは当社グ

ループよりも高い格付を持つところがあり、当社グループよりも競争力を有している可能性があります。

 株式会社かんぽ生命保険に株式会社化前から課されている規制(最高保障額や商品の種類等に関する規

制等)については、今後平成29年９月末までを目処に実現される予定の完全民営化までに撤廃される予定

ですが、かかる規制の緩和に向けた動きはすでに活発化しつつあり、その撤廃に向けた動きも近い将来予

想されます。大規模な既存の顧客基盤を有すること、支店網が非常に発達していること、政府とのつなが

りから連想される財務健全性に対する消費者の信頼感等、株式会社かんぽ生命保険は競争力を有してお

り、上記の規制の緩和や撤廃によりその競争力は一層強化される可能性があります。また、平成20年２月

22日、株式会社かんぽ生命保険と日本生命保険相互会社は商品開発、事務・システムの構築及びリスク管

理上の方策等に関する分野において業務の提携を行うことに合意したと発表しており、両社の協力関係が

今後進展し業務提携に一定の効果が現れた場合、両社の競争力は増し、生命保険業界の競争はさらに激化

する可能性があります。このほか、当社グループは各種共済事業との競合にも晒されています。 

 さらに、近年実施された様々な規制緩和策は競争を激化させています。例えば、平成８年に行われた損

害保険会社の生命保険子会社による生命保険商品の販売に関する規制緩和により、競争が激化していま

す。また、平成18年４月には付加保険料の設定について規制緩和が行われ、保険商品の価格競争が今後激

化する可能性があります。 

 こうした要因による競争の激化に伴い、当社グループが競争力を十分に発揮できない場合には、新規保

険契約の獲得が困難となり、または保険契約の解約が増加する可能性があります。 

 また、当社グループは保険料の引き下げを行うことによって競争力を向上させる必要に迫られる可能性

があります。さらに、当社は保険業法および当社の定款に定められた契約者配当に係る方針に従い契約者

配当を行っていますが、競合する他の生命保険会社の中には、近年社員配当ないしは契約者配当を増加さ

せている生命保険会社があり、このような他社動向が今後も継続又は進展する場合には、当社も契約者配

当を増加して競争力を向上させる必要に迫られる可能性があります。これらの結果、当社グループの経営

成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 
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20 個人保険への依存について 

 当社グループは生命保険の中でも個人保険を中心に販売しております。一般に、雇用水準や世帯収入、

人口動態、貯蓄または投資といった代替商品の魅力、生命保険会社の財務の健全性に対する一般の認識と

いった様々な要因が、個人保険の需要に影響を与えます。このほか、経済環境の悪化により、消費者の消

費意欲が変化し、これによって個人保険に対する需要に悪影響を与える可能性があります。これらの要因

の変化によって、新規個人保険契約の獲得が減少し、既存の個人保険契約の解約が増加し、ひいては、当

社グループの財政状態および経営成績に重大な悪影響を与える可能性があります。 

 さらに、死亡保険は、当社グループの保有契約高の相当の部分を占めますが、日本における死亡保険の

需要は、1990年代後半から人口構成の変化やその他の要因により減少し続けています。下記「21 人口構

成の変化」に記載しておりますように、死亡保険の需要がさらに減少した場合、当社グループの財政状態

および経営成績に重大な悪影響を与える可能性があります。  

  

21 人口構成の変化 

 1970年代以降、日本の出生率は、緩やかな減少を示しており、現在、先進諸国の中では最低水準となっ

ています。また、日本では15歳から64歳という年齢層の人口が、1995年の87.2百万人から2006年の83.7百

万人に減少しています。15歳から64歳という年齢層は、潜在的な労働人口とされており、当社グループの

中核的な保険商品である死亡保険を購入する顧客のほぼ全てがこの年齢層に含まれています。国立社会保

障・人口問題研究所は、15歳から64歳の人口は、2006年の83.7百万人から2015年には76.8百万人に減少

し、この減少傾向は今後も継続すると予想しており、死亡保険市場は長期的に縮小することが予想されま

す。その一方で、高齢化により、年金保険は一定の拡大が見込まれます。 

 このような、少子高齢化による人口構成の変化は、保険市場に重大な影響をもたらす可能性があり、長

期的な視点から、当社グループの経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 
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22 規制および制度変更について 

 当社グループは、保険業法および関連法令に基づく金融庁による広範な規制をはじめ、金融商品取引

法、金融商品販売法、消費者契約法等、様々な法令等の規制に則って業務を遂行しております。 

 保険業を行うものは、保険業法の規定により免許を要することとされております。免許の種類は、生命

保険業免許と損害保険業免許の二種類となっており、当社グループは、 

・人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払う保険 

・疾病、傷害若しくは疾病を原因とする状態又は傷害を直接の原因とする死亡などに関し、一定額 

 の保険金を支払う保険(いわゆる第三分野) 

・上記の保険に係る再保険 

の引受けを行う事業に係る免許である生命保険業免許を受けた保険会社です。また、新商品の導入や商品

内容の改定においても、原則として金融庁による認可が必要であり、保険業法上、法令に違反した場合の

免許の取消し、業務停止、立入検査等、当社グループの事業に対する幅広い監督権限が金融庁に与えられ

ています。将来、何らかの事由により免許等の取消や業務停止等があった場合には、当社グループの主要

な事業活動に支障を来たすとともに経営成績に重大な悪影響を与える可能性があります。 

 保険業法の規制により、生命保険の募集代理店は、自社の従業員およびその他の関係者に生命保険商品

を販売することが禁止されています。損害保険代理店に関しては、類似の規制が存在しないため、大手企

業の多くは、親会社およびその関連会社の従業員に損害保険商品を販売する損害保険代理店を子会社とし

て保有しています。将来、生命保険の募集代理店に関する規制が廃止された場合、生命保険の募集代理店

が自社の従業員およびその他の関係者に生命保険商品を販売することが可能となります。これにより職域

市場での販売チャネルが営業職員チャネルから代理店チャネルへとシフトすることにより、当社グループ

の新規保険契約が減少する可能性があります。 

 保険会社については、行政監督上の指標としてソルベンシー・マージン比率があり、この比率が200％

を下回った場合には金融庁による早期是正措置が発動されます。なお、金融庁は、現行のソルベンシー・

マージン基準について厳正化を図るとともに、中期的な課題として、経済価値ベースのソルベンシー評価

の導入について検討を開始するとみられており、早ければ平成22年に実施に移される可能性があります。

新たなソルベンシー・マージン規制は現行制度と大きく異なるものとなることが予想され、その内容によ

っては、経営および資産運用上の制約要因が発生する等の悪影響が生じる可能性があります。 

 上記のほか、国際会計基準審議会は現在、保険契約に対する新会計基準の導入を検討しています。これ

は、保険債務に対する時価評価(公正価値評価)を含んでおり、早ければ平成22年から適用される可能性が

あります。この場合、責任準備金は、評価日時点の金利等の要因を考慮して、時価評価されることになり

ます。そのため、将来、国際会計基準が当社に適用されることとなった場合または国際会計基準とわが国

における会計基準の統合が進んだ場合、当社グループの保険商品の中には、損益を認識する時期が現在の

会計基準による時期と異なるものがあり、当社の単年度の収益性について重大な悪影響を受ける可能性が

あります。従って、かかる新会計基準の導入により、当社グループの財政状態および経営成績に重大な影

響を与える可能性があります。 

 このように、将来における法規制や制度の変更により、当社グループの業務遂行、ひいては、当社グル

ープの経営成績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。 
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23 生命保険契約者保護機構への負担金の納付について 

 当社グループは、他の生命保険会社と同様に、生命保険契約者保護機構への負担金の納付を通じて、破

綻した生命保険会社の保険契約者を保護することが求められています。生命保険契約者保護機構は、破綻

した生命保険会社から他の生命保険会社へ保険契約を移転する際に、資金援助をします。当社グループの

保険料収入および責任準備金の額が他の生命保険会社に比して増加した場合には、当社グループが納付す

べき負担金の額は増加する可能性があります。また、今後、他の生命保険会社が破綻した場合や生命保険

契約者保護機構への負担金の納付要件の変更により追加の負担金の納付を求められる場合、当社グループ

の財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

  

24  税制改正について 

 現行の所得税法では、個人の保険契約者は、保険料の全部または一部を所得控除することが認められて

います。同様に、企業やその他の事業主である保険契約者は、契約形態に応じて、その役員または従業員

を被保険者とする個人向け定期保険や年金保険等の一定の生命保険に加入して支払った保険料の全額また

は一部を、損金または必要経費とすることが認められております。しかしながら、主に中小法人向けに販

売していた、逓増定期保険については、平成19年３月、国税庁が税務取扱いの見直しを検討しているとの

通知を受け、他の主要な生命保険会社とともに、新規募集を停止しました。その後、平成20年２月28日の

国税庁長官法令解釈通達により、新たな税務取扱いが実施されましたが、当社グループでは、募集は再開

しておりません。かかる逓増定期保険の例のように、これらの保険料に関する税務上の取扱に不利な影響

を与える税制改正が行われた場合には、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を与える可能性

があります。 

  

25 退職給付債務等について  

 退職給付費用および退職給付債務は、年金資産の期待運用収益率や将来の退職給付債務算出に用いる数

理計算上の計算前提に基づいて算出しております。年金資産の市場価格の変化もしくは運用収益の悪化等

により運用実績が期待運用収益率を下回った場合、退職給付債務の計算の基礎となる数理計算上の前提と

実績との間に差異が生じた場合、あるいは数理計算上の前提に変更があった場合には、これらに起因して

発生する未認識債務が将来の一定期間にわたって費用計上されることがあり、その結果、将来の退職給付

費用を増加させる可能性があります。また、退職給付制度が改定された場合にも、これに起因して発生す

る未認識債務が将来の一定期間にわたって費用計上されることがあり、将来の退職給付費用を増加させる

可能性があります。その結果、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を与える可能性がありま

す。 
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26  繰延税金資産について  

 当社グループは、現時点におけるわが国の会計基準に基づき、将来の税金負担額の軽減効果を有すると

見込まれる額を繰延税金資産として納税主体毎に繰延税金負債と相殺した上で連結貸借対照表に計上して

おります。繰延税金資産の計上は、将来の課税所得の見積りに関する前提を含めて、様々な前提に基づい

て行われていますが、実際の課税所得は前提とは著しく異なる場合もあります。また、今後、会計基準等

の変更がなされ、繰延税金資産の計上額に制限が課された場合、あるいは将来の課税所得の見積り額の変

更等により、繰延税金資産の一部または全部の回収が困難であると当社グループが判断した場合、当社グ

ループは、繰延税金資産の計上額を減額する可能性があります。その結果、当社グループの経営成績およ

び財政状態に重大な悪影響を与える可能性があります。 

  

  

 
  

  

５ 【経営上の重要な契約等】

会社名 提携先名 契約内容 

当社    日本アイ・ビー・エム 

   株式会社 

〇締結年月 ：平成12年５月 

〇契約の名称：システム受託サービス契約 

〇期間   ：10年間 

〇趣旨  

経営戦略をスピーディーにかつ確実に実現するための一環とし

てＩＴ競争力向上を目的に、日本アイ・ビー・エム(株)にシステ

ム部門業務の大半部分をアウトソーシングする。今後より高度化

が求められるシステムの機能を、外部の力を利用して長期・継続

的に発展させていく「戦略的アウトソーシング」である。 

〇概要(アウトソーシング内容) 

・情報システム部門の構造改革(リエンジニアリング) 

・システム運用・開発の実施 

・合弁会社「エムエルアイ・システムズ(株)」の業務運営 

当社    日本アイ・ビー・エム 

   株式会社 

〇締結年月 ：平成15年12月 

〇契約の名称：業務受託サービス契約 

〇期間   ：10年７ヶ月間 

〇趣旨    

保険事務を集約化した本社組織(事務センター等)の抜本的な業務

効率化とお客様サービス・営業サポート力向上に向けての保険事

務面の競争力強化を目的に、保険事務の大半部分を、日本アイ・

ビー・エム(株)にアウトソーシングする。通常のアウトソーシン

グと異なり、業務改革を内包するＢＴＯ(ビジネス・トランスフ

ォーメーション・アウトソーシング)スキームを採用している。 

〇概要(アウトソーシング内容) 

・保険事務の変革(業務効率化・お客様サービス・営業サポート力

 向上) 

・システムインフラ(イメージワークフロー、事務ナビ・ナレッジ 

 検索・ＥＵＣ等)の構築、管理 

・保険事務(事務センター機能・顧客コンタクト機能)の実施 

・合弁会社「ＮＢＣカスタマー・サービス(株)」の業務運営 
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該当事項はありません。 

  

当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、本項においては、

将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判

断したものであります。 

  

(1) 重要な会計方針および見積り 

当社の連結財務諸表はわが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成し

ております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債および収益・費用の開示に

影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的

に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場

合があります。 

当社の連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(1)

［連結財務諸表］の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に

次の重要な会計方針および見積りが連結財務諸表に大きな影響を及ぼすと考えております。 

  

① 時価の算定方法  

有価証券の一部およびデリバティブ取引は、時価をもって連結貸借対照表価額としております。時

価は原則として市場価格に基づいて算定しておりますが、市場価格がない場合には将来キャッシュ・

フローの現在価値等に基づく合理的な見積りによっております。  

  

② 有価証券の減損処理 

有価証券のうち、時価が著しく下落したものについては合理的な基準に基づいて減損処理を行って

おります。なお、有価証券の減損処理に係る基準は、第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(1)

［連結財務諸表］の(有価証券関係)の注記に記載のとおりであります。 

  

③ 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、債務者

の状況に応じ、回収不能見積り額を計上しております。なお、貸倒引当金の計上基準は、第５［経理

の状況］１［連結財務諸表等］(1)［連結財務諸表］の「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」に記載のとおりであります。 

  

④ 繰延税金資産 

繰延税金資産の回収可能性の判断に際して、将来の課税所得を合理的な見積りによって算定してお

ります。 

６ 【研究開発活動】

７ 【財政状態及び経営成績の分析】
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⑤ 責任準備金 

保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てております。な

お、責任準備金の積立方法は、第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(1)［連結財務諸表］の

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりであります。 

  

⑥ 退職給付費用および退職給付債務 

退職給付費用および退職給付債務は、年金資産の期待運用収益率や将来の退職給付債務算出に用い

る数理計算上の前提条件に基づいて算出しております。なお、退職給付債務等の計算の基礎に関する

事項は、第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(1)［連結財務諸表］の(退職給付関係)の注記に

記載のとおりであります。 

  

⑦ 固定資産の減損処理 

固定資産について必要と認める減損処理を行っております。なお、固定資産の減損処理に係る基準

は、第５［経理の状況］１［連結財務諸表等］(1)［連結財務諸表］の(連結損益計算書関係)の注記

に記載のとおりであります。 

  

⑧ 保険金等追加支払引当金 

保険金等の支払状況に関する検証に伴う今後のお客さまへの確認等により、保険金等の追加的な支

払が生じる可能性を勘案し、当該保険金等の支払に備えるため、検証実績等に基づき必要と見積もっ

た額を計上しております。なお、保険金等追加支払引当金の計上基準は、第５［経理の状況］１［連

結財務諸表等］(1)［連結財務諸表］の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載

のとおりであります。 

  

(2) 経営成績の分析 

  

① 経常収益 

経常収益は、1兆2,201億円(前連結会計年度比＋6.8％)となりました。その内訳は、保険料等収入

8,006億円(同△1.6％)、資産運用収益2,581億円(同△10.6％)、その他経常収益1,613億円(同＋

301.6％)となっております。 

  

ａ 保険料等収入 

保険料等収入は、個人保険の一時払終身保険の販売が好調であったものの、逓増定期保険の販売

停止等による新契約の減少や満期の増加等による保有契約高の減少等により平準払保険料が減少し

たため、前連結会計年度に比べ127億円減少し8,006億円(同△1.6％)となりました。 
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ｂ 資産運用収益 

資産運用収益は、前連結会計年度に比べ305億円減少し2,581億円(前連結会計年度比△10.6％)と

なりました。主な要因は、利息および配当金等収入が58億円減少し1,724億円(同△3.3％)となった

こと、および特別勘定資産運用益が特別勘定資産運用損(前連結会計年度は特別勘定資産運用益354

億円)に転じたことによります。 

  

ｃ その他経常収益 

その他経常収益は、保険金等支払金の増加や保有契約高の減少等により責任準備金戻入額が

1,097億円となったこと等から、前連結会計年度に比べ1,211億円増加し1,613億円(前連結会計年度

比＋301.6％)となりました。 

  

② 経常費用 

経常費用は、1兆1,892億円(前連結会計年度比＋10.0％)となりました。その内訳は、保険金等支払

金8,066億円(同＋7.7％)、責任準備金等繰入額０億円(同△99.7％)、資産運用費用1,962億円(同＋

69.3％)、事業費1,198億円(同＋5.0％)、その他経常費用663億円(同△16.8％)となっております。 

  

ａ 保険金等支払金 

保険金等支払金は、満期保険金や死亡保険金支払の増加、貯蓄系商品の解約返戻金の支払が増加

したこと等により、前連結会計年度に比べ579億円増加し、8,066億円(同＋7.7％)となりました。 

  

ｂ 責任準備金等繰入額 

責任準備金等繰入額は、責任準備金が戻入となったこと等により、前連結会計年度に比べ226億

円減少し、０億円(同△99.7％)となりました。 

  

ｃ 資産運用費用 

資産運用費用は、金融派生商品費用が金融派生商品収益(前連結会計年度は金融派生商品費用681

億円)に転じたものの、為替差損を813億円計上したこと(前連結会計年度比＋543.3％)、特別勘定

資産運用損を649億円計上したこと(前連結会計年度は特別勘定資産運用益354億円を資産運用収益

に計上)等により、前連結会計年度に比べ802億円増加し、1,962億円(前連結会計年度比＋69.3％)

となりました。 

  

ｄ 事業費 

事業費は、人件費および物件費が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ56億円増加し、

1,198億円(同＋5.0％)となりました。 
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ｅ その他経常費用 

その他経常費用は、保険金等追加支払引当金が戻入となったこと(前連結会計年度は83億円の繰

入)、減価償却費が26億円減少したこと等により、前連結会計年度に比べ134億円減少し、663億円

(前連結会計年度比△16.8％)となりました。 

  

③ 経常利益 

以上により、経常利益は前連結会計年度から301億円減少し309億円(前連結会計年度比△49.3％)と

なりました。 

  

④ 特別利益・特別損失 

特別利益は38億円(前連結会計年度比△26.2％)、特別損失は39億円(同△37.4％)となりました。 

  

ａ 特別利益 

特別利益は、固定資産等処分益が前連結会計年度に比べ33億円減少したこと、一方、貸倒引当金

が17億円の戻入となったこと等により、前連結会計年度に比べ13億円減少し、38億円(同△26.2％)

となりました。 

  

ｂ 特別損失 

特別損失は、減損損失が前連結会計年度に比べ11億円減少したこと等により、23億円減少し、39

億円(同△37.4％)となりました。 

  

⑤ 契約者配当準備金繰入額 

契約者配当準備金繰入額は、前連結会計年度に比べ31億円増加となる229億円(前連結会計年度比＋

15.7％)の計上となりました。 

  

⑥ 当期純損失 

以上により、特別損益と契約者配当準備金繰入額を加減した税金等調整前当期純利益は78億円と前

連結会計年度と比べ322億円減少しております。また、株式の評価損等について、繰延税金資産を計

上しなかったことにより、84億円の当期純損失(前連結会計年度は266億円の当期純利益)となりまし

た。 

  

(3) 財政状態の分析 

  

① 資産の部  

資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ3,256億円減少し、7兆8,276億円(前連結会計年度末比△

4.0％)となりました。主な増減要因は、現金および預貯金が前連結会計年度末に比べ740億円増加し

2,294億円(同＋47.6％)、公社債を中心とする有価証券が3,504億円減少し5兆767億円(同△6.5％)、

貸付金は294億円減少し、2兆468億円(同△1.4％)となったことです。 
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② 負債の部 

負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ1,371億円減少し、7兆4,583億円(前連結会計年度末比△

1.8％)となりました。主な増減要因は、保険契約準備金は保険金等支払金の増加や保有契約高の減少

等により前連結会計年度末に比べ1,157億円減少し6兆9,500億円(同△1.6％)、繰延税金負債は、その

他有価証券の含み益が減少したこと等により806億円減少し、０億円(同△100.0％)となったことで

す。 

なお、保険金等追加支払引当金は、前連結会計年度末に83億円計上いたしましたが、追加的な保険

金等の支払調査の進行に伴い、当連結会計年度末においては13億円となりました。 

  

③ 純資産の部 

純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ1,885億円減少し、3,692億円(前連結会計年度末比△

33.8％)となりました。これは、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度に比べ1,718億円減少

し、545億円(同△75.9％)となったこと等によるものです。 

  

(4) キャッシュ・フローの分析 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の909億円の収入から765億円減少し、144

億円の収入となりました。 

 これは、個人保険の一時払終身保険の販売が好調であったものの、保有契約高の減少等による平準

払保険料の減少により、保険料等収入が前連結会計年度に比べ127億円減少し8,006億円となったこ

と、保険金等支払金が養老保険等の満期保険金の増加や個人保険の死亡保険金増加等の影響により、

保険金が373億円増加したこと、貯蓄系商品の解約失効率が悪化した影響により、解約返戻金が179億

円増加したこと等から、前連結会計年度に比べ579億円増加し8,066億円となったこと等によるもので

す。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、517億円の収入(前連結会計年度は1,602億円の支出)となり

ました。 

 これは、有価証券の取得による支出が有価証券の売却・償還による収入を351億円上回ったもの

の、貸付金の回収による収入が貸付けによる支出を295億円上回ったこと、債券貸借取引受入担保金

が651億円増加したこと等によるものです。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、82億円の支出(前連結会計年度は

349億円の収入)となりました。 

 これらの結果、現金および現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ580億

円増加し、3,134億円(前連結会計年度末比＋22.7％)となりました。 
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(参考) 

(1) 提出会社固有指標の分析 

  

① 基礎利益 

生命保険本業の収益力を示す指標の一つである基礎利益は、保険料の減少や保険金等支払金の増加

による保険関係収支の悪化、利息および配当金等収入の減少による運用収支の悪化ならびに事業費の

増加等により、666億円(前事業年度比△27.5％)となり、前事業年度から252億円減少しました。 

  

② ソルベンシー・マージン比率 

保険金等の支払余力を示すソルベンシー・マージン比率は、その他有価証券評価差額の減少等によ

り分子であるソルベンシー・マージン総額が減少したこと、分母であるリスクの合計額が、前事業年

度末とほぼ同水準となったことにより、当事業年度末で696.1％となり、前事業年度末の906.6％から

210.5ポイント減少しました。 

  

③ 実質純資産額 

当事業年度末の実質純資産額(時価ベースの実質的な資産から資本性のない実質的な負債を差し引

いた額)は、有価証券含み益が減少したことを主な要因として、5,651億円(前事業年度末比△29.5％)

となり、前事業年度末の8,012億円から2,361億円減少しました。 

─ 41 ─



(2) 社団法人生命保険協会の定める決算発表様式に準ずる情報 

  

(1) 保有契約高および新契約高 

 ①保有契約高 

  

 
(注) １ 個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の

責任準備金を合計したものです。 

２ 団体年金保険については、責任準備金の金額です。 

  

 ② 新契約高 

  

 
(注) １ 件数は、新契約に転換後契約を加えた数値です。 

２ 新契約・転換による純増加の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資です。 

３ 新契約の団体年金保険の金額は第１回収入保険料です。 

  

 
(注) 解約・失効の数値は失効後復活契約を失効と相殺せずに算出しています。 

  

１ 主要業績

区分

前事業年度末
(平成19年３月31日)

当事業年度末 
(平成20年３月31日)

件数(千件)
前年
度比 
(％)

金額(億円)
前年
度比 
(％)

件数(千件)
前年 
度比 
(％)

金額(億円)
前年
度比 
(％)

個人保険 2,740 97.2 403,891 90.9 2,608 95.2 365,626 90.5

個人年金保険 575 100.6 27,181 101.4 566 98.4 27,085 99.6

個人保険＋ 
 個人年金保険 

3,316 97.8 431,073 91.5 3,175 95.8 392,712 91.1

団体保険 ― ― 144,723 95.8 ― ― 145,765 100.7

団体年金保険 ― ― 12,947 97.9 ― ― 12,505 96.6

区分

前事業年度 当事業年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

件数 
(千件)

金額(億円)
件数
(千件)

金額(億円)

合計 新契約
転換によ
る純増加

合計 新契約
転換によ
る純増加

個人保険 196 11,475 11,874 △399 158 9,433 10,133 △699

個人年金保険 32 1,741 1,762 △21 21 1,322 1,340 △17

個人保険＋ 
 個人年金保険 

229 13,216 13,636 △420 179 10,756 11,473 △717

団体保険 ― 1,134 1,134 ― ― 1,464 1,464 ―

団体年金保険 ― 0 0 ― ― 0 0 ―

 

(参考) 解約・失効高、解約・失効率(個人保険＋個人年金保険)

区分
前事業年度

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

解約・失効高(億円) 30,799 26,511

解約・失効率(％) 6.56 6.18
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(2) 年換算保険料 

 ①保有契約 

  

 
  

 ②新契約 

  

 
(注) １ 年換算保険料とは、１回あたりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、１年あたりの 

保険料に換算した金額です(一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額)。 

２ 医療保障・生前給付保障等については、医療保障給付(入院給付、手術給付等)、生前給付保障給付(特定 

疾病給付、介護給付等)、保険料払込免除給付(障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介護等を 

事由とするものを含む)等に該当する部分の年換算保険料を計上しています。 

３ 新契約には、転換による純増加を含んでいます。 

  

区分
前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

金額(億円) 前年度末比(％) 金額(億円) 前年度末比(％)

個人保険 5,215 95.2 4,887 93.7

個人年金保険 1,418 103.2 1,433 101.1

合計 6,633 96.8 6,321 95.3

 うち医療保障・生前給付保障等 1,166 103.1 1,180 101.2

区分

前事業年度
(自  平成18年４月１日 
  至  平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

金額(億円) 前年度比(％) 金額(億円) 前年度比(％)

個人保険 329 98.2 279 84.6

個人年金保険 124 48.9 101 81.1

合計 454 76.9 380 83.6

 うち医療保障・生前給付保障等 143 111.3 125 87.7
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(注) １ 団体保険、団体年金保険、財形保険・財形年金保険、医療保障保険(団体型)および就業不能保障保険の件数

は被保険者数を表します。 

２ 「生存保障」欄の金額は、個人年金保険、団体保険(年金特約)および財形年金保険(財形年金積立保険を除

く)については、年金支払前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を

合計したもの、団体年金保険、財形保険および財形年金積立保険については責任準備金を表します。 

３ 「入院保障」欄の額は入院給付日額を表します。 

４ 医療保障保険の「入院保障」欄には、疾病入院に関わる数値を記載しています。 

５ 就業不能保障保険の金額は就業不能保障額(月額)を表します。 

６ 上記のほか、受再保険は、114,417件、2,470億円です。 

  

２ 平成19年度末保障機能別保有契約高

項目
個人保険 個人年金保険 団体保険 合計

件数 
(千件)

金額 
(億円)

件数
(千件)

金額
(億円)

件数
(千件)

金額 
(億円)

件数 
(千件)

金額
(億円)

死亡保障 

普通死亡 2,380 361,805 ― 70 15,095 145,698 17,476 507,574

災害死亡 1,954 86,939 55 431 1,291 10,337 3,301 97,708

その他の 
条件付死亡 

― ― ― ― 20 59 20 59

生存保障 228 3,821 566 27,014 5 66 800 30,903

入院保障 

災害入院 1,783 114 37 1 646 5 2,467 121

疾病入院 1,734 112 38 1 ― ― 1,772 114

その他の 
条件付入院 

3,793 286 40 1 19 0 3,853 288

障害保障 1,682 ― 6 ― 946 ― 2,635 ―

手術保障 3,644 ― 78 ― ― ― 3,723 ―

項目
団体年金保険 財形保険・財形年金保険 合計

件数 
(千件)

金額
(億円)

件数
(千件)

金額
(億円)

件数 
(千件)

金額
(億円)

生存保障 1,399 12,505 31 662 1,430 13,167

項目
医療保障保険

項目
就業不能保障保険

件数 
(千件)

金額
(億円)

件数 
(千件)

金額
(億円)

入院保障 321 3 就業不能保障 25 4
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(1) 資産の構成 

  

 
(注) 上記資産には、現金担保付債券貸借取引に伴う受入担保金を含みます。 

同担保金は「債券貸借取引受入担保金」として負債計上しています。 

(前事業年度末：125,275百万円、当事業年度末：190,420百万円) 

  

３ 一般勘定資産の運用状況

区分

前事業年度末 当事業年度末

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日）

金額(百万円) 占率(％) 金額(百万円) 占率(％)

現預金・コールローン 252,931 3.5 311,539 4.4

買入金銭債権 38,900 0.5 36,804 0.5

金銭の信託 200 0.0 200 0.0

有価証券 4,606,829 62.9 4,286,857 60.9

 公社債 2,208,446 30.1 2,456,475 34.9

 株式 784,266 10.7 565,895 8.0

 外国証券 1,412,344 19.3 1,087,576 15.5

  公社債 995,740 13.6 597,191 8.5

  株式等 416,603 5.7 490,384 7.0

 その他の証券 201,771 2.8 176,909 2.5

貸付金 2,076,520 28.3 2,047,208 29.1

 保険約款貸付 128,713 1.7 119,987 1.7

 一般貸付 1,947,807 26.6 1,927,221 27.4

不動産 241,385 3.3 238,576 3.4

繰延税金資産 ― ― 17,106 0.3

その他 117,903 1.6 101,851 1.5

貸倒引当金 △6,888 △0.1 △5,083 △0.1

合計 7,327,783 100.0 7,035,061 100.0

 うち外貨建資産 899,038 12.3 581,357 8.3
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(2) 資産の増減 

  

 
(注) 現金担保付債券貸借取引に伴う受入担保金の増減額は次のとおりです。 

(前事業年度：△184,271百万円、当事業年度：65,144百万円) 

  

区分 

前事業年度
（自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日）

金額(百万円) 金額(百万円)

現預金・コールローン △45,720 58,608

買入金銭債権 16,276 △2,095

金銭の信託 ― ―

有価証券 △55,184 △319,971

 公社債 295,572 248,029

 株式 △50,450 △218,370

 外国証券 △298,486 △324,768

  公社債 △329,657 △398,549

  株式等 31,170 73,781

 その他の証券 △1,820 △24,862

貸付金 6,999 △29,312

 保険約款貸付 △7,514 △8,725

 一般貸付 14,514 △20,586

不動産 △7,822 △2,809

繰延税金資産  ― 17,106

その他 16,156 △16,051

貸倒引当金 △2,183 1,804

合計 △71,477 △292,721

 うち外貨建資産 △348,445 △317,681
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(3) 資産運用収益 

  

 
  

(4) 資産運用費用 

  

 
  

区分 

前事業年度
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

利息及び配当金等収入 178,616 172,957

 預貯金利息 345 806

 有価証券利息・配当金 124,219 117,533

 貸付金利息 40,114 40,320

 不動産賃貸料 12,428 12,197

 その他利息配当金 1,508 2,101

金銭の信託運用益 0 0

有価証券売却益 74,025 83,160

 国債等債券売却益 1,819 6,702

 株式等売却益 32,098 29,580

 外国証券売却益 40,086 46,878

 その他 20 0

有価証券償還益 30 ―

金融派生商品収益 ─ 1,986

その他運用収益 117 242

合計 252,789 258,347

区分 

前事業年度
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

支払利息 8,091 8,194

売買目的有価証券運用損 109 836

有価証券売却損 14,455 5,720

 国債等債券売却損 6,645 1,627

 株式等売却損 5,870 2,636

 外国証券売却損 1,874 1,134

 その他 64 320

有価証券評価損 734 25,198

 株式等評価損 734 25,198

金融派生商品費用 68,121 ―

為替差損 12,652 81,391

貸倒引当金繰入額 2,472 ―

貸付金償却 412 7

賃貸用不動産等減価償却費 3,099 3,182

その他運用費用 5,750 6,556

合計 115,899 131,088
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(5) 資産運用に係わる諸効率 

 
(注) １ 利回り計算式の分母は帳簿価額ベースの日々平均残高、分子は経常損益中、資産運用収益－資産運用費用

として算出した利回りです。 

２ 海外投融資とは、外貨建資産と円建資産の合計です。 

  

③ 売買目的有価証券の評価損益 

  

 
  

（参考） 

売買目的有価証券に準じた経理処理を行っている信用取引の時価情報は次のとおりです。 

 
  

① 資産別運用利回り ② 日々平均残高 

区分

前事業年度 

(自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日)

当事業年度 

(自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日)

当事業年度 

(自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日)

運用利回り(％) 運用利回り(％) 金額(百万円) 金額(百万円)

現預金・コールローン 0.10 0.54 323,031 266,042

買入金銭債権 2.20 2.37 32,445 37,488

金銭の信託 0.10 0.25 200 200

有価証券 2.38 2.05 4,209,622 4,223,492

 うち公社債 1.12 1.91 2,037,469 2,374,198

 うち株式 5.40 5.50 488,126 475,287

 うち外国証券 1.37 0.16 1,515,264 1,174,233

  うち公社債 1.01 △3.56 1,126,255 697,062

  うち株式等 2.41 5.60 389,009 477,170

貸付金 1.79 1.95 2,077,043 2,062,607

 うち一般貸付 1.59 1.77 1,943,941 1,937,960

不動産 2.63 2.80 248,394 240,198

一般勘定計 1.93 1.82 7,083,284 6,994,001

 うち海外投融資 1.33 0.21 1,584,831 1,261,470

区分

前事業年度末
(平成19年３月31日)

当事業年度末 
(平成20年３月31日)

貸借対照表計上額
(百万円)

当期の損益に
含まれた評価損益

(百万円)

貸借対照表計上額 
(百万円)

当期の損益に
含まれた評価損益

(百万円)

売買目的有価証券 ― ― ― ―

区分

前事業年度末
(平成19年３月31日)

当事業年度末 
(平成20年３月31日)

契約額等
(百万円)

時 価 
(百万円)

差損益(百万円) 契約額等
(百万円)

時 価 
(百万円)

差損益(百万円)

(時価－契約額等) (時価－契約額等)

国内株式信用売 16,885 17,356 △470 476 498 △21

国内株式信用買 16,973 16,872 △101 457 465 7

合  計 ― ― △572 ― ― △14
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④ 有価証券の時価情報(売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの) 

  

 
(注) １ 本表には、ＣＤ(譲渡性預金)等、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの

を含んでいます。 

２ 外貨建その他有価証券の為替換算差額の一部等については、損益計算書に計上しています。上表では、決算

処理後の差損益を適切に開示するため、帳簿価額ベースに加えて、同為替換算差額等△8,324百万円を損益

計算書に計上した後のベースでの差損益についても記載しています。 

３ 投資事業組合および外国投資事業組合は「時価のない有価証券の帳簿価額」に含めて開示していますが、投

資事業組合が保有する「その他有価証券」の評価差額については持分相当額△１百万円を投資事業組合の貸

借対照表価額に含めて計上しています。 

  

区分

当事業年度末 

(平成20年３月31日)

当事業年度末 

(平成20年３月31日)(注２)

帳簿価額 

 (百万円)

時価 

 (百万円)

差損益 

 (時価－  

帳簿価額) 

 (百万円)

差損益の 

 うち差益 

 (百万円)

差損益の 

 うち差損 

 (百万円)

損益計算書 

計上後価額

 (百万円)

差損益 

 (時価－  

損益計算書 

計上後価額) 

 (百万円)

差損益の 

 うち差益 

 (百万円)

差損益の 

 うち差損 

 (百万円)

満期保有目的の債券 75,212 75,276 64 1,197 1,133 75,212 64 1,197 1,133

 公社債 36,545 37,373 827 837 9 36,545 827 837 9

 外国公社債 32,581 31,471 △1,110 13 1,123 32,581 △1,110 13 1,123

 買入金銭債権 6,085 6,431 346 346 ― 6,085 346 346 ―

責任準備金対応債券 695,905 706,224 10,319 12,213 1,894 695,905 10,319 12,213 1,894

 公社債 686,905 698,238 11,333 12,213 880 686,905 11,333 12,213 880

 外国公社債 9,000 7,986 △1,013 ― 1,013 9,000 △1,013 ― 1,013

子会社・関連会社株式 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他有価証券 3,401,799 3,478,276 76,476 213,665 137,189 3,393,475 84,801 207,182 122,380

 公社債 1,701,822 1,733,024 31,201 35,516 4,314 1,701,822 31,201 35,516 4,314

 株式 370,394 501,926 131,531 156,606 25,075 370,394 131,531 156,606 25,075

 外国証券 996,473 942,254 △54,218 20,344 74,563 988,148 △45,894 13,861 59,755

  公社債 571,148 555,609 △15,538 15,781 31,320 562,823 △7,214 9,297 16,511

  株式等 425,324 386,644 △38,680 4,563 43,243 425,324 △38,680 4,563 43,243

 その他の証券 198,996 166,351 △32,644 535 33,180 198,996 △32,644 535 33,180

 買入金銭債権 30,112 30,719 607 662 55 30,112 607 662 55

 譲渡性預金 104,000 104,000 ― ― ― 104,000 ― ― ―

合計 4,172,918 4,259,777 86,859 227,077 140,217 4,164,593 95,184 220,593 125,409

 公社債 2,425,274 2,468,636 43,361 48,567 5,205 2,425,274 43,361 48,567 5,205

 株式 370,394 501,926 131,531 156,606 25,075 370,394 131,531 156,606 25,075

 外国証券 1,038,054 981,711 △56,342 20,358 76,701 1,029,730 △48,018 13,874 61,892

  公社債 612,730 595,067 △17,662 15,794 33,457 604,405 △9,338 9,311 18,649

  株式等 425,324 386,644 △38,680 4,563 43,243 425,324 △38,680 4,563 43,243

 その他の証券 198,996 166,351 △32,644 535 33,180 198,996 △32,644 535 33,180

有価証券合計 4,032,720 4,118,626 85,905 226,067 140,162 4,024,396 94,230 219,583 125,353

買入金銭債権 36,197 37,151 954 1,009 55 36,197 954 1,009 55

譲渡性預金 104,000 104,000 ― ― ― 104,000 ― ― ―
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(注) １ 本表には、ＣＤ(譲渡性預金)等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱いを行うことが適当と認められるも

のを含んでいます。 

２ 外貨建その他有価証券の為替換算差額の一部等については、損益計算書に計上しています。上表では、決算

処理後の差損益を適切に開示するため、帳簿価額ベースに加えて、同為替換算差額等61,740百万円を損益計

算書に計上した後のベースでの差損益についても記載しています。 

３ 投資事業組合および外国投資事業組合は「時価のない有価証券の帳簿価額」に含めて開示していますが、投

資事業組合が保有する「その他有価証券」の評価差額については持分相当額０百万円を投資事業組合の貸借

対照表価額に含めて計上しています。 

  

区分

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

前事業年度末 

(平成19年３月31日)(注２)

帳簿価額 

 (百万円)

時価 

 (百万円)

差損益 

 (時価－  

帳簿価額) 

 (百万円)

差損益の 

 うち差益 

 (百万円)

差損益の 

 うち差損 

 (百万円)

損益計算書 

計上後価額

 (百万円)

差損益 

 (時価－  

損益計算書 

計上後価額) 

 (百万円)

差損益の 

 うち差益 

 (百万円)

差損益の 

 うち差損 

 (百万円)

満期保有目的の債券 45,922 46,115 192 233 40 45,922 192 233 40

 公社債 26,646 26,806 160 172 12 26,646 160 172 12

 外国公社債 13,100 13,079 △20 5 25 13,100 △20 5 25

 買入金銭債権 6,176 6,229 53 55 2 6,176 53 55 2

責任準備金対応債券 256,382 258,720 2,337 2,594 257 256,382 2,337 2,594 257

 公社債 254,382 256,723 2,341 2,594 253 254,382 2,341 2,594 253

 外国公社債 2,000 1,996 △3 ― 3 2,000 △3 ― 3

子会社・関連会社株式 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他有価証券 3,802,450 4,217,635 415,185 447,584 32,399 3,864,191 353,444 391,983 38,538

 公社債 1,927,001 1,927,418 416 9,878 9,461 1,927,001 416 9,878 9,461

 株式 400,255 718,591 318,336 334,281 15,945 400,255 318,336 334,281 15,945

 外国証券 1,229,230 1,305,050 75,819 81,377 5,557 1,290,971 14,079 25,776 11,697

  公社債 924,914 980,640 55,725 61,238 5,512 986,655 △6,014 5,637 11,652

  株式等 304,315 324,409 20,094 20,139 45 304,315 20,094 20,139 45

 その他の証券 171,172 191,934 20,761 21,921 1,159 171,172 20,761 21,921 1,159

 買入金銭債権 26,790 26,640 △149 124 274 26,790 △149 124 274

 譲渡性預金 48,000 48,000 ― ― ― 48,000 ― ― ―

合計 4,104,755 4,522,471 417,715 450,412 32,696 4,166,496 355,975 394,811 38,836

 公社債 2,208,030 2,210,947 2,917 12,645 9,727 2,208,030 2,917 12,645 9,727

 株式 400,255 718,591 318,336 334,281 15,945 400,255 318,336 334,281 15,945

 外国証券 1,244,330 1,320,126 75,796 81,382 5,586 1,306,071 14,055 25,781 11,726

  公社債 940,014 995,717 55,702 61,243 5,541 1,001,755 △6,038 5,642 11,681

  株式等 304,315 324,409 20,094 20,139 45 304,315 20,094 20,139 45

 その他の証券 171,172 191,934 20,761 21,921 1,159 171,172 20,761 21,921 1,159

有価証券合計 4,023,789 4,441,601 417,811 450,231 32,419 4,085,529 356,071 394,630 38,559

買入金銭債権 32,966 32,870 △96 180 276 32,966 △96 180 276

譲渡性預金 48,000 48,000 ― ― ― 48,000 ― ― ―
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(注) 投資事業組合については、子会社に該当する投資事業組合を上表の子会社・関連会社株式に、左記以外の投資

事業組合をその他の証券に、外国投資事業組合を非上場外国株式等(店頭売買株式を除く)に含めています。な

お、当事業年度末の残高はそれぞれ2,454百万円、32百万円、1,601百万円です。また、前事業年度末の残高は

それぞれ2,446百万円、50百万円、2,077百万円です。 

  

⑤ 金銭の信託の時価情報 

  

 
  

  

  

・時価のない有価証券の帳簿価額は次のとおりです。

区分 
前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

帳簿価額(百万円) 帳簿価額(百万円)

満期保有目的の債券 ― ―

責任準備金対応債券 ― ―

子会社・関連会社株式 6,306 5,690

その他有価証券 161,883 173,040

 非上場国内株式 61,814 60,733

 非上場外国株式等(店頭売買株式を除く) 92,677 104,201

 その他の証券 7,390 8,105

合計 168,190 178,730

区分

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

当事業年度末 
(平成20年３月31日)

貸借対照表 
計上額 
(百万円)

時価 
(百万円)

差損益 
(百万円)

差損益の
うち差益 
(百万円)

差損益の
うち差損 
(百万円)

貸借対照表
計上額 

(百万円)

時価
(百万円)

差損益 
(百万円)

差損益の 
うち差益 
(百万円)

差損益の
うち差損 
(百万円)

金銭の信託 200 200 ― ― ― 200 200 ― ― ―
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４ 経常利益等の明細(基礎利益)

区分

前事業年度
(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

基礎利益 Ａ 91,954 66,654

キャピタル収益 74,025 85,147

 金銭の信託運用益 0 0

 売買目的有価証券運用益 ― ―

 有価証券売却益 74,025 83,160

 金融派生商品収益 ― 1,986

 為替差益 ― ―

 その他キャピタル収益 ― ―

キャピタル費用 96,072 113,146

 金銭の信託運用損 ― ―

 売買目的有価証券運用損 109 836

 有価証券売却損 14,455 5,720

 有価証券評価損 734 25,198

 金融派生商品費用 68,121 ―

 為替差損 12,652 81,391

 その他キャピタル費用 ― ―

キャピタル損益 Ｂ △22,047 △27,999

キャピタル損益含み基礎利益
Ａ＋Ｂ 69,907 38,655

臨時収益 ― ―

 再保険収入 ― ―

 危険準備金戻入額 ― ―

 その他臨時収益 ― ―

臨時費用 10,411 9,107

 再保険料 ― ―

 危険準備金繰入額 8,000 9,100

 個別貸倒引当金繰入額 1,998 ―

 特定海外債権引当勘定繰入額 ― ―

 貸付金償却 412 7

 その他臨時費用 ― ―

臨時損益 Ｃ △10,411 △9,107

経常利益  Ａ＋Ｂ＋Ｃ 59,496 29,547
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(注) １ 逆ざや額とは、想定した運用収益(予定利率)と実際の運用収益との差から生じるもので、次の算式で算出 

しています。 

  (基礎利益上の運用収支等の利回り－平均予定利率)×一般勘定責任準備金 

２ 基礎利益上の運用収支等の利回りとは、基礎利益に含まれる一般勘定の運用収支から契約者配当金積立利 

息繰入額を控除したものの一般勘定責任準備金に対する利回りのことです。 

３ 平均予定利率とは、予定利息の一般勘定責任準備金に対する利回りのことです。 

４ 一般勘定責任準備金は、危険準備金を除く一般勘定部分の責任準備金について、次の算式で算出してい 

ます。 

  (期始責任準備金＋期末責任準備金－予定利息)×１／２ 

５ 危険差益とは、想定した保険金・給付金の支払額(予定危険発生率)と実際に発生した支払額との差から生 

じるものです。 

６ 費差益とは、想定した事業費(予定事業費率)と実際の事業費支出との差から生じるものです。 

  

基礎利益の内訳(三利源)

区分 
前事業年度

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

基礎利益               (百万円) 91,954 66,654

  逆ざや額                    (百万円) △39,000 △39,350

   (基礎利益上の運用収支等の利回り) (％) (2.69) (2.62)

   (平均予定利率)                  (％) (3.34) (3.29)

   (一般勘定責任準備金)      (百万円) (5,993,280) (5,913,370)

 危険差益             (百万円) 109,819 93,911

 費差益              (百万円) 21,135 12,094
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基礎利益の明細

区分 

前事業年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

基礎収益 1,063,173 1,139,048 

 保険料等収入 813,460 800,694 

  保険料 812,678 799,885 

  再保険収入 781 809 

 資産運用収益 214,224 173,200 

  利息および配当金等収入 178,616 172,957 

  有価証券償還益 30 ― 

  その他運用収益 117 242 

  特別勘定資産運用益 35,460 ― 

 その他経常収益 35,488 165,153 

  年金特約取扱受入金 656 503 

  保険金据置受入金 31,690 32,428 

  支払備金戻入額 ― 3,202 

  責任準備金戻入額 ― 118,843 

  退職給付引当金戻入額 ― ― 

  その他 3,142 10,175 

基礎費用 971,219 1,072,393 

 保険金等支払金 748,692 806,679 

  保険金 312,606 349,962 

  年金 65,158 66,515 

  給付金 157,832 157,388 

  解約返戻金 193,623 211,614 

  その他返戻金 18,354 20,094 

  再保険料 1,117 1,104 

 責任準備金等繰入額 14,669 57 

 資産運用費用 17,415 82,915 

  支払利息 8,091 8,194 

  有価証券償還損 ― ― 

  一般貸倒引当金繰入額 473 ― 

  賃貸用不動産等減価償却費 3,099 3,182 

  その他運用費用 5,750 6,556 

  特別勘定資産運用損 ― 64,981 

 事業費 113,992 119,673 

 その他経常費用 76,449 63,066 

  保険金据置支払金 41,207 40,581 

  税金 7,010 6,792 

  減価償却費 8,573 5,899 

  退職給付引当金繰入額 8,758 7,449 

  保険業法第113条繰延資産償却費 ― ― 

  その他 10,898 2,345 

基礎利益 91,954 66,654 
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(注) １ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事

由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。 

２ 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ

た債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権です。 

３ 要管理債権とは、３ヵ月以上延滞貸付金及び条件緩和貸付金です。なお、３ヵ月以上延滞貸付金とは、元本

又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延している貸付金(注１及び２に掲げる債権を除

く)、条件緩和貸付金とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(注１及び２に掲げる

債権並びに３ヵ月以上延滞貸付金を除く)です。 

４ 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、注１から３までに掲げる債権

以外のものに区分される債権です。 

５ 償却・引当基準に基づき、破産更生債権及びこれらに準ずる債権のⅢ・Ⅳ分類については、全額を個別貸倒

引当金に計上するか又は直接減額し、危険債権のⅢ分類については、必要額を個別貸倒引当金に計上してい

ます。 

なお、正常債権及び要管理債権については、貸倒実績率に基づき一般貸倒引当金を計上しています。 

  

５ 債務者区分による債権の状況

区分
前事業年度末 当事業年度末

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日）

破産更生債権及びこれらに準ずる 
債権             ① 

(百万円) 186 37

危険債権           ② (百万円) 13,849 13,347

要管理債権          ③ (百万円) 3,672 1,989

小計 ①＋②＋③ (百万円) 17,708 15,374

(対合計比) (％) (0.80)  (0.67) 

正常債権           ④ (百万円) 2,197,265 2,279,320

合計 ①＋②＋③＋④ (百万円) 2,214,973 2,294,695
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(注) １ 破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等について、債権額から担保の評価額及び保証等による回

収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しています。その金額

は、当事業年度末が破綻先債権額138百万円、延滞債権額173百万円、前事業年度末が破綻先債権額501百万

円、延滞債権額172百万円です。 

２ 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(未収利息不計上貸付金)のう

ち、会社更生法、民事再生法、破産法、会社法等による手続き申立てにより法的倒産となった債務者、又は

手形交換所の取引停止処分を受けた債務者、あるいは、海外の法律により上記に準ずる法律上の手続き申立

てがあった債務者に対する貸付金です。 

３ 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、上記破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸付金です。 

４ ３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延しているもので、破

綻先債権、延滞債権に該当しない貸付金です。 

５ 貸付条件緩和債権とは債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び

３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸付金です。 

なお、要注意先に対する貸付金のうち、経営再建ないし支援目的をもって貸付条件を緩和した貸付金は、金

利水準のいかんに関わらず、貸付条件緩和債権に区分しています。 

  

６ リスク管理債権の状況

区分
前事業年度末 当事業年度末

（平成19年３月31日） （平成20年３月31日）

破綻先債権額         ① (百万円) 64 8

延滞債権額          ② (百万円) 13,971 13,376

３ヵ月以上延滞債権額     ③ (百万円) ― 9

貸付条件緩和債権額      ④ (百万円) 3,669 1,979

合計 ①＋②＋③＋④ (百万円) 17,706 15,374

(貸付残高に対する比率) (％) (0.85) (0.75)
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(注) １ 上記は、保険業法施行規則第86条、第87条および平成８年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出していま

す。(「全期チルメル式責任準備金相当額超過額」は告示第50号第１条第３項第１号に基づいて算出してい

ます。なお、前事業年度末の「全期チルメル式責任準備金相当額超過額」は「その他」に含まれていま

す)。 
２ 当事業年度末より、「第三分野保険の保険リスク相当額 Ｒ8」を含めて算出しています。 

   (前事業年度末については、従来の基準による数値を記載しています。) 

３ 「最低保証リスク相当額」は、標準的方式を用いて算出しています。 
  

(参考) 実質純資産額 

  

 
(注) 上記は、保険業法第132条第２項に規定する区分等を定める命令および平成11年金融監督庁・大蔵省告示第２号

の規定に基づいて算出しています。 

７ ソルベンシー・マージン比率

項目
前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

ソルベンシー・マージン総額  (Ａ) (百万円) 963,329 733,669

 資本金等 (百万円) 318,815 301,136

 価格変動準備金 (百万円) 14,700 17,300

 危険準備金 (百万円) 21,000 30,100

 一般貸倒引当金 (百万円) 3,945 1,994

 その他有価証券の評価差額×90％(マイナスの場合100％) (百万円) 318,100 76,319

 土地の含み損益×85％(マイナスの場合100％) (百万円) △55,632 △23,088

 全期チルメル式責任準備金相当額超過額 (百万円) ― 135,091

 負債性資本調達手段等 (百万円) 165,500 165,500

 控除項目 (百万円) ―  ―

 その他 (百万円) 176,901 29,316

リスクの合計額  (Ｂ) (百万円) 212,495 210,779

保険リスク相当額  (百万円) 44,128 30,945

予定利率リスク相当額  (百万円) 43,458 41,227

資産運用リスク相当額  (百万円) 139,507 135,748

経営管理リスク相当額  
 

(百万円) 4,938 4,868

最低保証リスク相当額  
 

(百万円) 19,845 24,643

第三分野保険の保険リスク相当額  (百万円) ―  10,869

ソルベンシー・マージン比率
(Ａ)

×100 
(1／2)×(Ｂ) 

(％) 906.6 696.1

項目
前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

実質純資産額 (百万円) 801,239 565,115
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(1) 特別勘定資産残高の状況 

  

 
(注) 上記の数値には一般勘定貸を含めて記載しています。 

  

(2) 個人変額保険・変額個人年金保険(特別勘定)の状況 

① 保有契約高 

 (個人変額保険) 

  

 
  

 (変額個人年金保険) 

  

 
  

８ 特別勘定の状況

区分 

前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

個人変額保険 115,793 92,793

変額個人年金保険 626,599 634,043

団体年金保険 95,029 83,479

特別勘定計 837,423 810,315

区分

前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

件数(件) 金額(百万円) 件数(件) 金額(百万円)

変額保険(有期型) 2,573 16,438 2,334 14,754

変額保険(終身型) 46,660 376,317 45,039 360,226

合計 49,233 392,756 47,373 374,981

区分

前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

件数(件) 金額(百万円) 件数(件) 金額(百万円)

変額個人年金保険 165,536 670,699 171,387 725,990
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② 年度末個人変額保険・変額個人年金保険特別勘定資産の内訳 

 (個人変額保険) 

  

 
  

 (変額個人年金保険) 

  

 
  

区分

前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

現預金・コールローン ― ― ― ―

有価証券 108,914 94.1 89,266 96.2

 公社債 23,282 20.1 19,683 21.2

 株式 41,841 36.1 32,255 34.8

 外国証券 37,128 32.1 31,239 33.7

  公社債 14,605 12.6 14,484 15.6

  株式等 22,522 19.5 16,755 18.1

 その他の証券 6,662 5.8 6,087 6.5

貸付金 ― ― ― ―

その他資産 632 0.5 749 0.8

一般勘定貸 6,246 5.4 2,777 3.0

貸倒引当金 ― ― ― ―

合計 115,793 100.0 92,793 100.0

区分

前事業年度末 当事業年度末

(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

現預金・コールローン ― ― ― ―

有価証券 614,888 98.1 615,455 97.1

 公社債 150,653 24.0 135,371 21.4

 株式 57,678 9.2 43,928 6.9

 外国証券 63,072 10.1 54,903 8.7

  公社債 29,848 4.8 30,856 4.9

  株式等 33,224 5.3 24,047 3.8

 その他の証券 343,484 54.8 381,252 60.1

貸付金 ― ― ― ―

その他資産 1,089 0.2 1,239 0.2

一般勘定貸 10,621 1.7 17,348 2.7

貸倒引当金 ― ― ― ―

合計 626,599 100.0 634,043 100.0
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③ 個人変額保険・変額個人年金保険特別勘定の運用収支状況 

 (個人変額保険) 

  

 
  

 (変額個人年金保険) 

  

 
  

  

区分 

前事業年度
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

利息配当金等収入 2,060 2,154

有価証券売却益 5,156 4,072

有価証券償還益 ― 6

有価証券評価益 18,478 6,655

為替差益 66 60

金融派生商品収益 58 454

その他の収益 ― ―

有価証券売却損 747 1,816

有価証券償還損 ― 5

有価証券評価損 18,378 27,869

為替差損 41 59

金融派生商品費用 4 167

その他の費用 0 9

収支差額 6,647 △16,525

区分 

前事業年度
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

利息配当金等収入 4,736 5,115

有価証券売却益 6,284 6,521

有価証券償還益 ― 21

有価証券評価益 56,409 23,652

為替差益 60 79

金融派生商品収益 116 275

その他の収益 ― ―

有価証券売却損 2,185 3,476

有価証券償還損 ― 8

有価証券評価損 41,623 66,541

為替差損 52 79

金融派生商品費用 0 240

その他の費用 0 0

収支差額 23,745 △34,679
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(3) エンベディッド・バリュー 

  

① エンベディッド・バリューについて 

エンベディッド・バリュー(Embedded Value：以下「ＥＶ」と記載)とは、貸借対照表などから計算

される「修正純資産」と保有契約から生じる将来利益の現在価値である「既契約の将来価値」を合計

したものです。現行の法定会計では一般には新契約獲得から会計上の利益の実現までにタイムラグが

ありますが、ＥＶでは将来の利益貢献が新契約獲得時に認識されるため、生命保険会社の企業価値を

評価する有力な指標の一つとされており、当社におきましても、現行の法定会計を補完する指標の一

つとして有用なものと考えております。 

  

② 当社のＥＶ 

 
(注)１  ＥＶは、運用利回り、解約・失効率、死亡率、事業費率等に関する多数の計算前提に依存します。 

   ２ 修正純資産＝純資産の部計(その他有価証券評価差額金を除く) 

＋負債中の内部留保(価格変動準備金、危険準備金、配当準備金中の未割当額) 

＋一般貸倒引当金(税引後) 

＋有価証券等(円建債券等を除く、デリバティブ取引を含む)含み損益(税引後) 

＋土地の含み損益(税引後) 

－負債中の内部留保に係る税効果額 

   ３  既契約の将来価値＝既契約の将来の税引後利益の現在価値－資本コストの現在価値 

   ４ 「資本コスト」は、前提とするソルベンシー・マージン比率を維持していくために必要な資本等の額に

対して、割引率と運用利回りの差から生じる利息差を用いて算出しています。 

  

前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

増減

金額(億円) 金額(億円) 金額(億円)
 ＥＶ 8,856 6,315 △2,540
   修正純資産 5,438 3,636 △1,801
   既契約の将来価値 3,418 2,679 △739
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③ 主な計算前提 

ＥＶ計算上の主な計算前提は次のとおりです。 

 
  

④ 計算前提を変更した場合の影響(センシティビティ) 

計算前提のうちの１つの項目を変更した場合のＥＶへの影響は次のとおりです。 

 
  

項目 
前事業年度 

(平成19年３月31日)

当事業年度 

(平成20年３月31日)

割引率 7.5％ ７％

将来利益を現在価値に割り戻す際の率。 将来利益を現在価値に割り戻す際の率。 

リスクフリーレートにリスクプレミアムを

加味した数値を基準に設定。 

リスクフリーレートにリスクプレミアムを

加味した数値を基準に設定。 

運用利回り 2.90%(一般資産区分の場合) 2.76%(一般資産区分の場合) 

(新規投資分) 資産別運用利回り 資産別運用利回り 

           運用利回り    資産構成比          運用利回り    資産構成比

 円建債券      1.95％   32.0％ 円建債券    1.92％      30.6％

 外貨建債券    0.70％      3.7％ 外貨建債券     1.59％       8.6％

 外国債券投資信託 6.54％      5.3％ 外国債券投資信託  4.44％       4.5％

 一般貸付     1.44％     36.6％ 一般貸付      1.57％      30.7％

 国内株式      5.05％      9.1％ 国内株式     4.69％       9.5％

 外国株式        8.90％      6.9％ 外国株式      7.23％       8.9％

 不動産        5.15％      3.0％ 不動産     4.78％       2.9％

 その他       4.44％      3.3％ その他     2.92％       4.1％

 計        2.90％     100.0％ 計        2.76％      100.0％

ソルベンシー・ 
将来にわたって600%を維持 将来にわたって600%を維持 

マージン比率 

保険事故発生率 直近３年間の実績に基づき設定 直近３年間の実績に基づき設定 

解約・失効率 直近３年間の実績に基づき設定 直近３年間の実績に基づき設定 

事業費率 直近の実績に基づき設定 直近の実績に基づき設定 

税率 直近の実績に基づき設定(36.1%) 直近の実績に基づき設定(36.1%) 

当事業年度 
(平成20年３月31日)

増減額(億円) ＥＶ額(億円)
 割引率１％上昇 △339 5,976
 割引率１％減少 383 6,699
 運用利回り：＋0.25％  全体 695 7,011

 新規投資資産のみ 123 6,439
 運用利回り：－0.25％  全体 △733 5,582

 新規投資資産のみ △134 6,181
 ソルベンシー・マージン比率：100％上昇 △484 5,831
 ソルベンシー・マージン比率：100％減少 464 6,779
 解約・失効率：計算前提×110％ △112 6,203
 解約・失効率：計算前提×90％ 120 6,435
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⑤ 前事業年度末から当事業年度末への変動要因 

前事業年度末から当事業年度末へのＥＶの変動要因は次のとおりです。 

 
（注）上記⑤の大半は資産運用収益に係る見込みと実績との差異(資産運用実現益が見込みよりも低下

し、また含み益も大きく減少したこと)によるものです。また、上記⑥には割引率変更の影響

(156億円)が含まれております。 

  

⑥ 注意事項など 

 (a) ＥＶの算出にあたっては、保険数理に関する専門的知識を有する第三者機関(アクチュアリー・

ファーム)であるミリマン・インク(以下「ミリマン」)より、選択された前提条件は、直近の実

績に対し整合性があり、伝統的エンベディッド・バリュー(以下「ＴＥＶ」)の計算の専門家が選

択し得る前提条件の範囲内にあること、使用した方法論および前提条件は合理的であり、ＴＥＶ

計算に関する保険数理の国際的な標準実務慣行と整合的であると考えられること、を確認した旨

の意見書を受領しています。なお、同意見書は当社ウェブサイトに掲載されています。 

 （http://www.mitsui-seimei.co.jp/corporate/news/pdf/20080530_02.pdf） 

 以下の記載は、ミリマンから受領した意見書と同様の内容です。 

 (b) ＥＶは、生命保険会社の財務の将来的な進展状況を示唆し、さらに綿密な補足分析との組み合

わせにより、当該会社価値評価を行なう上での指標ともなり得ますが、実際の市場価値は、ＥＶ

から大幅に異なることもあり得ます。 

 (c) 前提条件は、直近の実績および合理的な将来期待値が充分反映されるよう選択されておりま

す。しかしながら、長期にわたる保険数理予測の性質上、将来実績値は上記ＥＶ算出に用いられ

た前提条件とは大幅に異なることもあり得ます。 

 (d) ＥＶの計算値は、主な前提条件の変動に応じて大きく変化し得ます。さらに、国内外の市況に

鑑みますと、ＥＶの主要構成要素である資産評価にはかなりの不確定要素があります。 

 (e) 当社ＥＶは、ＴＥＶとして、一組の決定論的前提諸条件の下で算出されている点を認識するこ

とが重要です。 

  

項目 金額(億円)

 前事業年度末ＥＶ 8,856

 ① 株主配当 △81

 ② 前事業年度末ＥＶからの期待収益 658

 ③ 当事業年度新契約および転換契約のＥＶ 73

 ④ 当事業年度転換減少契約のＥＶ △38

 ⑤ 当事業年度の見込みと実績との差異 △2,557

 ⑥ 計算前提の変更等による差異 △596

 当事業年度末ＥＶ 6,315
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第３ 【設備の状況】 

 当連結会計年度の設備投資は、投資総額54億円であります。このうち主なものは、名古屋ビル(愛知県名

古屋市)建替工事計画(平成19年12月完了)による支出額31億円、研修センター(千葉県流山市)の空調設備

更新工事費１億円、川越駅前ビル(埼玉県川越市)の空調設備更新工事費１億円であります。 

  

(1) 提出会社 

  平成20年３月31日現在 

 
  

１ 【設備投資等の概要】

２ 【主要な設備の状況】

事業所名 
(所在地)

事業部門
設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

土地
(面積㎡)

その他 合計

本社 
(東京都千代田区他)

保険および 
保険関連事業 
資産運用関連事業 

(投資用) 543
1,503
(657) 

9 2,056 999

(営業用) 1,989
20,555
(3,310) 

386 22,931 304

事務センター 
(千葉県柏市)

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 86
60

(302) 
1 147 183

(営業用) 5,210
2,940

(14,818) 
6,655 14,806 ―

札幌支社 
(札幌市中央区) 

他３支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 2,026
3,052
(4,335) 
〔915〕

46 5,126 92

(営業用) 440
496

(2,455) 
〔14〕

40 976 544

宮城支社 
(仙台市青葉区) 

他６支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 4,069
3,351

(19,016) 
97 7,518 146

(営業用) 767
655

(8,042) 
62 1,485 748

さいたま支社 
(さいたま市大宮区) 

他５支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 2,417
7,609

(40,272) 
66 10,092 137

(営業用) 933
1,996
(6,095) 

59 2,989 710

千葉支社 
(千葉市中央区) 

他４支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 4,046
8,779
(7,189) 
〔100〕

44 12,870 131

(営業用) 1,512
916

(5,994) 
220 2,649 639

西東京支社 
(東京都新宿区) 

他６支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 12,593
24,716
(27,458) 
〔 96〕

198 37,508 191

(営業用) 1,545
2,165
(5,928) 
〔105〕

96 3,807 895

横浜支社 
(横浜市神奈川区) 

他３支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 15,233
31,064
(14,572) 

328 46,626 142

(営業用) 805
1,287
(4,933) 

58 2,152 590
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(注) １ 本社組織のうち、東京都以外に所在する組織に係る設備・従業員数については、それぞれ所在する地域の支

社に含めて表示しております。 

２ 設備の内容の投資用は、賃貸している設備に係るものです。なお、土地および建物の帳簿価額ならびに土地

の面積は、賃貸している建物の床面積と提出会社が使用している建物の床面積との比率により、按分してお

ります。 

３ 土地欄の〔  〕は借地面積を示します。不動産に係る賃借料は、土地35百万円、建物5,286百万円であり、

その主なものは、大手町ビル(東京都千代田区)建物賃借料2,324百万円、研修センター(千葉県流山市)建物

賃借料256百万円、大阪ビル(大阪市北区)建物賃借料182百万円であります。 

４ その他の内訳は建設仮勘定430百万円、その他の有形固定資産3,068百万円および、ソフトウェア5,897百万

円であります。 

５ 従業員数の上段は内務職員、下段は営業職員を示します。 

  

(2) 国内子会社 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業部門
設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

土地
(面積㎡)

その他 合計

新潟支社 
(新潟市中央区) 

他６支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 2,581
2,623

(10,418) 
37 5,242 112

(営業用) 820
1,037
(8,795) 

53 1,911 560

名古屋支社 
(名古屋市中区) 

他７支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 10,766
14,428
(17,483) 

307 25,502 201

(営業用) 1,319
1,544

(10,014) 
83 2,946 822

大阪支社 
(大阪市北区) 
他11支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 2,394
3,046

(76,477) 
29 5,470 355

(営業用) 1,064
2,078
(6,126) 

95 3,238 1,403

広島支社 
(広島市南区) 
他10支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 2,238
2,462
(4,877) 

39 4,741 181

(営業用) 1,305
1,303
(6,455) 

76 2,685 865

福岡支社 
(福岡市博多区) 

他９支社

保険および 
保険関連事業 

(投資用) 3,985
4,385
(8,987) 

193 8,563 195

(営業用) 1,074
1,089
(8,952) 

89 2,253 986

柏増尾独身寮他・社宅 
(千葉県柏市他)

保険および 
保険関連事業 

(投資用) ―
―
(―) 

― ― ―

(営業用) 3,885
7,337

(41,070) 
〔495〕

17 11,241 ―

合計

(投資用) 62,983
107,083
(232,050) 
〔1,112〕

1,399 171,466 3,065

(営業用) 22,675
45,403

(132,992) 
〔615〕

7,996 76,075 9,066

総計 85,658
152,487
(365,042) 
〔1,728〕

9,395 247,541 
3,065
9,066 
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重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は次のとおりであります。 

(1) 重要な設備の新設等 

提出会社 

 
  

(2) 重要な設備の売却・除却等 

当連結会計年度末において、確定している重要な設備の売却・除却等の計画はありません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】

設備名 
(所在地)

事業部門 設備の内容
投資予定金額(百万円) 資金調達

方法

着手及び完了予定

総額 既支払額 着手 完了

 
 事務センター 
 （千葉県柏市） 
   

保険および  
保険関連事業 

電気設備、
空調設備、
衛生設備等 
（改修・更新
工事) 

4,116 187 自己資金 平成20年1月 平成22年3月
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
(注) 平成20年６月26日開催のＡ種株式にかかる種類株主総会ならびに平成20年６月27日開催の定時株主総会および

普通株式にかかる種類株主総会において、平成20年７月16日を効力発生日として実施予定の当社普通株式におけ

る１株につき100株の割合での株式分割に合わせて、平成20年７月16日を効力発生日として、１単元の株式数を

100株とする単元株制度を導入する旨および当社普通株式の発行可能株式総数を613,800,000株増加し620,000,000

株とする旨の定款の一部変更を決議致しました。 

  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) Ａ種株式の内容は次のとおりであります。 

１ 剰余金の配当 

三井生命保険株式会社(以下「当社」という。)は、剰余金の配当を行うときは、Ａ種株式を有する株主(以下

「Ａ種株主」という。)又はＡ種株式の登録株式質権者(以下「Ａ種登録株式質権者」という。)に対し、Ａ種株

式１株につき、普通株式１株に対する剰余金の配当として交付される配当財産の価額に後記６に定めるＡ種株

式調整比率を乗じて得た価額に相当する配当財産を、剰余金の配当として交付する。なお、計算の結果生じる

１円未満の端数は切り捨てる。 

２ 残余財産の分配 

(1)  当社は、残余財産の分配を行うときは、Ａ種株主又はＡ種登録株式質権者に対し、普通株式を有する株主

(実質株主を含み、以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」

という。)に先立ち、Ａ種株式１株につき、100,000円を支払う。 

(2)  当社は、上記(1)の残余財産の分配を行ってもなお分配すべき残余財産があるときは、普通株主又は普通

登録株式質権者に対し、普通株式１株につき、100,000円をＡ種株式調整比率で除した額を支払う。なお、計

算の結果生じる１円未満の端数は切り捨てる。 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,200,000

Ａ種株式 1,084,000

計 7,284,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年６月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,958,072 2,958,072 ─
完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

Ａ種株式 1,084,000 1,084,000 ─ (注)

計 4,042,072 4,042,072 ─ ―
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(3)  当社は、上記(2)の残余財産の分配を行ってもなお分配すべき残余財産(以下、本(3)において「残余財産

の残額」という。)があるときは、普通株式１株につき支払われる分配額及びＡ種株式１株につき支払われる

分配額を次の算式により計算される額としたうえで、普通株主又は普通登録株式質権者及びＡ種株主又はＡ

種登録株式質権者に対し、同順位で、所有株式数に応じて、残余財産を分配する。 
  

   

   
なお、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する当社普通株式の総数を控

除した数とし、「既発行Ａ種株式数」とは、当社の発行済Ａ種株式数から当社が保有する当社Ａ種株式の総

数を控除した数とする。 

３ 議決権 

Ａ種株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

４ 株式の分割又は併合等 

(1)  当社は、Ａ種株式については、株式の分割及び株式の併合は行わない。 

(2)  当社は、Ａ種株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。 

５ 取得請求権 

Ａ種株主は、平成16年７月１日以降、いつでも、当社がＡ種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付す

ることを請求することができる。この場合、Ａ種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数は、取得の請

求のあったＡ種株式の数にＡ種株式調整比率を乗じた数とする。 

６ Ａ種株式調整比率 

(1)  当初のＡ種株式調整比率は、２とする。 

(2)  当社が、Ａ種株式発行後、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は保有する当社普通株式に

つき売出し等の処分を行った場合、Ａ種株式調整比率は次の算式により調整される。なお、かかる計算にお

いては、小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

   調整後Ａ種株式調整比率 ＝ 調整前Ａ種株式調整比率 ×  

 
上記において、「時価」とは、当社普通株式の適正な価額として取締役会で定める価額とする。但し、当

社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合、「時価」とは、調整後Ａ種株式調整比率の適用開始

日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当該証券取引所(但し、当社普通株式が２以上の証券取引所に上場

された場合は、取締役会が定めた主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。また、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通

株式数から当社が保有する当社普通株式の総数を控除した数とする。なお、当社普通株式の処分を行った場

合には、「新規発行普通株式数」を「当社が処分する当社普通株式数」と読み替え、「新規発行に係る普通

株式１株あたりの払込金額」は「当社普通株式の処分に係る普通株式１株あたりの払込金額」と読み替え

る。 

 調整後Ａ種株式調整比率の適用開始日は、普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える場合におい

て募集のための基準日を定めた場合にはその翌日、それ以外のときは払込期日又は払込期間がある場合には

当該払込期間の末日の翌日とする。 

(3)  当社が、Ａ種株式発行後、新株予約権の払込金額及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の

合計額の１株あたりの価額が時価を下回る金額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を

発行した場合、Ａ種株式調整比率は、前項に準じて調整される。なお、この場合には、「新規発行普通株式

数」を「新株予約権の発行時の条件で新株予約権が行使された場合に新株予約権の行使により交付される普

通株式数」と読み替え、「新規発行に係る普通株式１株あたりの払込金額」を「新株予約権の発行時の条件

で新株予約権が行使された場合の新株予約権の払込金額及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額の合計額の１株あたりの価額」と読み替える。 

  調整後Ａ種株式調整比率の適用開始日は、普通株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合

において募集のための基準日を定めた場合にはその翌日、それ以外のときは新株予約権の割当日の翌日とす

る。 

普通株式１株につき支払われる分配額＝
残余財産の残額

既発行普通株式数＋(既発行Ａ種株式数×Ａ種株式調整比率)

Ａ種株式１株につき支払われる分配額＝普通株式１株につき支払われる分配額×Ａ種株式調整比率

既発行普通株式数 ＋ 新規発行普通株式数

既発行普通株式数 ＋ 
新規発行普通株式数 × 新規発行に係る普通株式１株あたりの払込金額

普通株式１株あたりの時価
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(4)  当社が、Ａ種株式発行後、普通株式について、株式の分割又は併合を行った場合、Ａ種株式調整比率は次

の算式により調整される。なお、かかる計算においては、小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。 
  

   
調整後Ａ種株式調整比率の適用開始日は、株式の分割の場合はその基準日の翌日、株式の併合の場合は株

式の併合の効力発生日の翌日とする。 

(5)  当社が、Ａ種株式発行後、普通株式に対して、普通株式の無償割当てを行った場合、Ａ種株式調整比率は

次の算式により調整される。なお、かかる計算においては、小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。 

 
  上記において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する当社普通株式の

総数を控除した数とする。 

  調整後Ａ種株式調整比率の適用開始日は、基準日を定めた場合にはその翌日、それ以外のときは効力発生

日の翌日とする。 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 
  

  

調整後Ａ種株式 
調整比率 

＝
調整前Ａ種株式
調整比率 

×
分割・併合後の普通株式数

分割・併合前の普通株式数

調整後Ａ種株式 
調整比率 

＝
調整前Ａ種株式
調整比率 

×
株式無償割当て後の既発行普通株式数

株式無償割当て前の既発行普通株式数
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

 
（注） １ 相互会社から株式会社への組織変更に伴う資本の部の組替えによるもの。 

 ２ 第三者割当増資によるもの。 

   普通株式：発行価格50,000円、資本組入額25,000円 

   主な割当先：株式会社三井住友銀行、中央三井信託銀行株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、 

       三井物産株式会社、三井不動産株式会社、日本製紙株式会社、株式会社北洋銀行、東 

       レ株式会社、株式会社東芝、株式会社名古屋銀行 

   Ａ種株式：発行価格100,000円、資本組入額50,000円 

   割当先：株式会社三井住友銀行、中央三井信託銀行株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井 

     物産株式会社、三井不動産株式会社 

 ３ 第三者割当増資によるもの。 

   普通株式：発行価格94,000円、資本組入額47,000円 

   割当先：大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社、野村フィナンシャル 

     ・パートナーズ株式会社、Baytree Investments(Mauritius)Pte. Ltd.、住友生命保険相互 

     会社、三井住友海上火災保険株式会社、住友信託銀行株式会社、株式会社大和証券グループ 

     本社、モルガン・スタンレー証券株式会社 

 ４ Ａ種株主からの取得請求(前記(1)［株式の総数等］②［発行済株式］（注）５ 取得請求権を 
 参照。)に伴う普通株式の交付によるもの。 

   普通株式交付先(Ａ種株式の取得請求者)：株式会社三井住友銀行、中央三井信託銀行株式会社、三井 

                    住友海上火災保険株式会社、三井物産株式会社、三井不動 

                    産株式会社 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 

(株)

資本金
増減額 

(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 

(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成16年４月１日 

(注)１ 

普通株式 普通株式
630 630 630 630

252,000 252,000

平成16年４月１日 

(注)２ 

普通株式 普通株式

86,650 87,280 86,650 87,280
1,298,000 1,550,000

Ａ種株式 Ａ種株式

1,084,000 1,084,000

平成18年９月15日 

(注)３ 

普通株式 普通株式

50,000 137,280 50,000  137,280
1,063,830 2,613,830

Ａ種株式 Ａ種株式

― 1,084,000

平成18年９月15日 

(注)４ 

普通株式 普通株式

― 137,280 ― 137,280
344,242 2,958,072

Ａ種株式 Ａ種株式

― 1,084,000
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(5) 【所有者別状況】 

① 普通株式 

 
(注) １ 所有株式数の割合(％)は、小数点第３位以下を四捨五入しております。 

２ 個人その他には、自己名義株式172,725株が含まれております。 

３ 当社は単元株制度を採用しておりません。 

  

② Ａ種株式 

 
(注) １ 所有株式数の割合(％)は、小数点第３位以下を四捨五入しております。 

 ２ 個人その他は、自己名義株式であります。 

   ３ 当社は単元株制度を採用しておりません。 

  

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況

政府及び
地方公共 
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数(人） 
― 21 13 1,303 1 ― 859 2,197

所有株式数 
(株) ― 1,100,096 68,635 1,361,732 212,765 ― 214,844 2,958,072

所有株式数 
の割合(％) ― 37.19 2.32 46.03 7.19 ― 7.26 100.00

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況

政府及び
地方公共 
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) 
― 2 ― ― ― ― 1 3

所有株式数 
(株) ― 911,879 ― ― ― ― 172,121 1,084,000

所有株式数 
の割合(％) ― 84.12 ― ― ― ― 15.88 100.00
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(6) 【大株主の状況】 

① 普通株式 

 
(注) １ 所有株式数および発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は、普通株式のみを対象として計算・

記載しております。 

２ 発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は、小数第３位を切り捨てて小数第２位まで表示してお

ります。 

３ 上記のほか当社所有の自己株式172,725株(発行済普通株式総数に対する割合5.83％）があります。 

  

② Ａ種株式 

 
(注) １ 所有株式数および発行済Ａ種株式総数に対する所有株式数の割合は、Ａ種株式のみを対象として計算・

記載しております。 

２ 発行済Ａ種株式総数に対する所有株式数の割合は、小数第３位を切り捨てて小数第２位まで表示してお

ります。 

３ 上記のほか当社所有の自己株式172,121株(発行済Ａ種株式総数に対する割合15.87％)があります。 

  

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数 
(株)

発行済普通株式総数に対
する所有株式数の割合

(％)

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 415,014 14.02

大和証券エスエムビーシープリ
ンシパル・インベストメンツ株
式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 361,702 12.22

野村フィナンシャル・パートナ
ーズ株式会社 

東京都千代田区大手町二丁目２番２号 265,957 8.99

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番１号 214,127 7.23

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 213,250 7.20

Baytree Investments 
 (Mauritius) Pte. Ltd. 
(常任代理人 スタンダード 
チャータード銀行) 

４th Floor, Les Cascades Building, 
Edith Cavell Street, Port Louis, 
 Mauritius 
(東京都千代田区永田町二丁目11番１号) 

212,765 7.19

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 120,357 4.06

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 120,050 4.05

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 74,468 2.51

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 53,191 1.79

計 ― 2,050,881 69.33

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済Ａ種株式総数に対
する所有株式数の割合

(％)

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 603,879 55.70

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番１号 308,000 28.41

計 ─ 911,879 84.12
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成20年３月31日現在 

 
(注) 当社は単元株制度を採用しておりません。 

  

② 【自己株式等】 

 
(注) １ 発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は、小数第３位を切り捨てて小数第２位まで表示してお

ります。 

２ 上記に記載されたものは普通株式であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合も、普通株式につ

いて計算しております。 

３ 上記のほか、無議決権株式であるＡ種株式のうち、当社所有の自己株式172,121株があります。 

  

(8) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 
Ａ種株式 

1,084,000 
─ １［株式等の状況］(1)［株式の総数

等］②［発行済株式］の注記参照 

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式) 

普通株式 
172,725 

─
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

2,785,347 
2,785,347 同上 

発行済株式総数 

普通株式 
2,958,072 

Ａ種株式 
1,084,000 

─ ─

総株主の議決権 ─ 2,785,347 ─

平成20年３月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済普通株式
総数に対する所有
株式数の割合(％)

 (自己保有株式)
東京都千代田区大手町
一丁目２番３号

普通株式
─

普通株式
5.83

三井生命保険株式会社 172,725 172,725 

計 ─ 172,725 ─ 172,725 5.83
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【株式の種類等】普通株式 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 
  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 
  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 
  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 「当期間」は、当事業年度の末日の翌日から有価証券報告書提出日までの期間であります。 

  

【株式の種類等】Ａ種株式 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 
  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 
  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 
  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 「当期間」は、当事業年度の末日の翌日から有価証券報告書提出日までの期間であります。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数
(株)

処分価額の総額
(円)

株式数 
(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ―

その他 
 (  ―  ) 

― ― ― ―

保有自己株式数 172,725 ― 172,725 ―

区分
当事業年度 当期間

株式数
(株)

処分価額の総額
(円)

株式数 
(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ―

その他 
 (  ―  ) 

― ― ― ―

保有自己株式数 172,121 ― 172,121 ―
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当社は、経営環境や将来の収益見通しを踏まえ、生命保険業という事業の公共性に鑑みて、経営の健全

性維持・強化に留意しつつ、安定的・持続的な企業価値の向上に取組み、株主への安定的な還元を図るこ

とを基本方針としております。 

当事業年度の配当につきましては、上記方針に従い、普通株式１株当り1,750円、Ａ種株式１株当り

3,500円を実施することを決定しました。 

内部留保資金につきましては、経営体質の強化や事業展開への備えとして、活用してまいりたいと考え

ております。 

 
なお、事業年度末以外の日を基準日とする配当については、当面の間、予定しておりません。 

※ 剰余金の配当決定機関は、期末配当については株主総会であります。 

※ 当社は、「取締役会の決議により、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができ

る。」旨を定款に定めております。 

  

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

第57期は当社が相互会社であったため、第58期以降は当社株式が非上場・非登録であるため、該当事

項はありません。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

当社株式は非上場・非登録でありますので、該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】

決議年月日 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当り配当額
（円）

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 
Ａ種株式

4,874
3,191

1,750
3,500

４ 【株価の推移】
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５ 【役員の状況】

役  名 職  名 氏  名 生年月日 略              歴 任期 
所有 
株式数
(株) 

取締役会長 － 石 川 博 一 昭和17年10月３日生

昭和41年４月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀
行) 入行 

(注)３ 150

平成13年４月 株式会社三井住友銀行 代表取締役副頭
取 兼 副頭取執行役員 企業金融部門
統括責任役員 

平成14年６月 当社 顧問

平成14年７月 当社 取締役会長(現任) 

代表取締役社
長 社長執行
役員 

－ 西 村  博 昭和18年１月１日生

昭和42年４月 当社 入社

(注)３ 150

平成６年４月 当社 主計部長

平成８年７月 当社 取締役

平成10年４月 当社 常務取締役

平成13年４月 当社 専務取締役

平成13年７月 当社 代表取締役社長 

平成16年４月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現 
   任) 

代表取締役 
専務執行役員 

運用企画部、市

場運用部、特別

勘定運用部、融

資 部、不 動 産

部、運 用 管 理

部、北海道エリ

ア、東京エリア

担当 

室 田  隆 昭和25年５月９日生

昭和50年４月 当社 入社

(注)３ 70

平成13年４月 三井ライフ損害保険株式会社  

     代表取締役社長 

平成14年10月 当社 執行役員

平成15年４月 当社 常務執行役員

平成17年６月 当社 取締役 常務執行役員 

平成19年４月 当社 代表取締役 常務執行役員

平成20年４月 当社 代表取締役 専務執行役員(現任) 

代表取締役 
常務執行役員 

企画部、調査広

報部、人事部、

総務部、中四国

エリア担当 

安 孫 子 正 人 昭和28年６月26日生

昭和52年４月 当社 入社

(注)３ 20

平成12年４月 当社 浜松支社長

平成15年４月 当社 執行役員

平成17年４月 当社 常務執行役員

平成18年６月 当社 取締役 常務執行役員

平成20年４月 当社 代表取締役 常務執行役員(現任)

取締役 常務
執行役員 

営業統括本部長 伊 東   純 昭和25年８月16日生

昭和50年４月 当社 入社

(注)３ 100

平成14年４月 当社 さいたま支社長 

平成15年４月 当社 執行役員

平成17年４月 当社 常務執行役員

平成19年６月 当社 取締役 常務執行役員(現任) 

取締役 常務
執行役員 

リスク管理部、

ＩＲ部担当 

チーフリスクマ

ネジメントオフ

ィサー 

牧     満 昭和28年９月22日生

昭和51年４月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀
行) 入行 

(注)３ 20
平成16年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日

本第四法人営業本部長

平成17年６月 当社 常務執行役員

平成19年６月 当社 取締役 常務執行役員(現任)

取締役 常務
執行役員 

主計部、営業企

画部、コミュニ

ケーション企画

部、商 品 開 発

部、東 北 エ リ

ア、北関東エリ

ア担当 

山 本 幸 央 昭和28年６月３日生

昭和52年４月 当社 入社

(注)３ 50

平成15年５月 当社 総務人事部門長

平成16年４月 当社 執行役員

平成18年４月 当社 常務執行役員

平成20年６月 当社 取締役 常務執行役員（現任） 
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役  名 職  名 氏  名 生年月日 略              歴 任期 
所有 
株式数
(株) 

取締役 常務
執行役員 

内部監査部、法

務・コンプライ

アンス統括部担

当 チーフコン

プライアンスオ

フィサー 兼 

チーフプライバ

シーオフィサー 

星 田 繁 和 昭和28年８月31日生

昭和52年４月 当社 入社

(注)３
  

20 
  

平成15年10月 当社 関西エリア本部長

平成16年４月 当社 執行役員

平成18年４月 当社 常務執行役員

平成20年６月 当社 取締役 常務執行役員（現任）

取締役 － 田 中 順一郎 昭和４年９月28日生

昭和26年４月 三井不動産株式会社 入社 

(注)３ － 

昭和62年６月 同社  代表取締役社長

平成２年７月 当社  取締役(現任)

平成10年６月 三井不動産株式会社 代表取締役会長

平成19年６月 同社 常任相談役(現任)

〔他の会社の代表状況〕

日本みどり開発株式会社  代表取締役会長

取締役 － 岡 田 明 重 昭和13年４月９日生

昭和38年４月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀
行) 入行 

(注)３ － 

平成９年６月 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友
銀行) 取締役頭取 

平成13年４月 株式会社三井銀行 取締役会長 

平成14年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグルー

プ取締役会長 兼 株式会社三井住友銀

行 取締役会長

平成17年６月 株式会社三井住友銀行 特別顧問

平成20年６月 当社 取締役（現任）

常任監査役 (常勤) 上 田 英 文 昭和27年７月11日生

昭和50年４月 当社 入社

(注)４ 20

平成12年10月 エムエルアイ・システムズ株式会社

     経営企画室長

平成14年４月 当社 執行役員

平成16年６月 当社 常務執行役員

平成18年６月 当社 取締役 常務執行役員

平成20年４月 当社 取締役

平成20年６月 当社 常任監査役（現任）

監査役 (常勤) 池 内 秀 和 昭和22年７月８日生

昭和46年４月 当社 入社

(注)５ 40
平成13年４月 当社 法人業務本部東京法人第二部長 

平成13年７月 当社 執行役員

平成15年７月 当社 監査役（現任） 

監査役 (非常勤) 筧   榮 一 昭和２年５月27日生

平成２年５月   検事総長

(注)５ －
平成４年５月   定年退官

平成４年６月   弁護士登録

平成６年７月 当社 監査役(現任)

監査役 (非常勤) 熊 谷 直 彦 大正15年８月19日生

昭和25年１月
  

第一物産株式会社(現三井物産株式会
社) 入社 

(注)５ －

平成２年６月 三井物産株式会社 代表取締役社長 

平成８年６月 同社 代表取締役会長 

平成12年６月 同社 相談役

平成14年３月 当社 監査役(現任)

平成18年７月 三井物産株式会社 特別顧問(現任) 
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(注) １ 取締役のうち田中順一郎および岡田明重の２氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役のうち筧 榮一、熊谷直彦、松方 康の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３ 任期は平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。 

４ 任期は平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。 

５ 任期は平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時までで

あります。 

６ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化・経営効率の向上を図るため、執行役員制

度を導入しております。 

取締役を兼務していない執行役員は16名で、以下のとおりであります。 

役  名 職  名 氏  名 生年月日 略              歴 任期 
所有 
株式数
(株) 

監査役 (非常勤) 松 方   康 昭和８年３月27日生

昭和30年４月
  

大正海上火災保険株式会社(現三井住友海
上火災保険株式会社) 入社 

(注)４ －

平成２年６月 同社 取締役社長

平成３年４月
  

三井海上火災保険株式会社(現三井住友海
上火災保険株式会社) 取締役社長 

平成８年４月 同社 取締役

平成８年６月 同社 取締役副会長

平成９年６月 同社 相談役

平成13年10月 三井住友海上火災保険株式会社  相談役 

平成16年６月 当社 監査役(現任)

平成18年８月

 

三井住友海上火災保険株式会社 常任顧

問
平成20年４月
  

三井住友海上火災保険株式会社 名誉顧
問(現任) 

計 640 

役  名 氏  名 職  名

専務執行役員 平 田 徳 久 市場統括本部長、関西エリア担当

常務執行役員 齋 藤 純 雄 代理店統括本部長、神奈川エリア担当

常務執行役員 山 下   享 東京エリア代表支社長 兼 東京支社長

常務執行役員 中 島 拓 之 お客様サービスセンター長、システム企画部、損保業務部、北信越エリア担当 

常務執行役員 鶴 岡 重 幸 M-com業務部、M-comサービス部、東海エリア担当、営業企画部長 

常務執行役員 牧 野 祐 二 代理店統括本部副統括本部長 兼 代理店業務部長、東関東エリア担当 

常務執行役員 落 合   孝 融資部、不動産部、九州エリア担当

執行役員 福 田 健 二 関西エリア代表支社長 兼 大阪支社長

執行役員 平 川 進 一 法人第二営業本部長

執行役員 中 西 正 博 東海エリア代表支社長 兼 名古屋支社長

執行役員 笈 田 泰 之 IR部長 

執行役員 武 井   亮 人事部長 

執行役員 嶋 津   健 営業統括本部副統括本部長 兼 営業推進部長

執行役員 石 川 哲 朗 法人第一営業本部長

執行役員 藤 岡 昭 裕 主計部長 

執行役員 有 末 真 哉 企画部長 
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(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 

当社は、社会的な使命を果たしつつ、お客さまから信頼され、従業員が活き活きと働き、その結果と

して、安定的・持続的に企業価値を増大させ、株主のみなさまのご期待に応える会社となることを目指

しております。この目標の実現のためには、優れたコーポレート・ガバナンス体制の構築が前提になる

ものと考えております。この考え方に基づき、継続的なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んで

まいります。 

  

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況) 

 (1)会社の機関 

当社は監査役制度を採用しております。 

また、執行役員制度を導入することにより、取締役会の監督機能と業務執行機能を分離しておりま

す。 

取締役会は、平成20年６月30日現在、取締役10名(うち２名は社外取締役)で構成し、業務執行に対

する監督を行っております。また、取締役の任期は事業年度ごとの経営責任を明確にするため１年と

しております。当事業年度には、取締役会は12回開催しております。なお、当社の取締役は15名以内

とする旨定款に定めております。 

さらに、取締役会の監督機能を補完するため、社外取締役を委員長とする「指名・報酬諮問委員

会」を設置して、取締役や執行役員の候補者案、報酬案等についての審議・報告を行っております。

監査役会は、平成20年６月30日現在、監査役５名(うち３名は社外監査役)で構成し、取締役会およ

び業務執行の監査を行っております。 

業務執行については、取締役会において選任された執行役員(平成20年６月30日現在、取締役兼務

者７名を含み計23名)が担当しております。また、業務執行のための会議体として、経営会議および

財務会議を設置しております。 

経営会議および財務会議は、取締役会の定めた基本方針に基づいて、経営および資産運用に関する

重要事項を決定し、あわせて、その全般的管理を行っております。経営会議および財務会議は、取締

役会長、社長執行役員および各担当役員計15名で構成されております。なお、当事業年度には、経営

会議は57回、財務会議は33回開催しております。 

また、経営の健全性向上を図ることを目的に、企業経営者・学識経験者等から選任された委員で構

成され、社外の視点から、社長をはじめとする経営層に対し提言・助言を行うアドバイザリーボード

を設置し、年２回開催しております。 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】
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＜コーポレート・ガバナンス体制図＞ 

 

  

 (2)内部統制システムの整備状況 

当社は、会社法および会社法施行規則に定める取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ

とを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制として、「内部統

制システムに関する基本方針」を次の通り定め、本方針に従って内部統制システムを適切に構築し、

運用しております。 

１．取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  (1) コンプライアンスを経営上の最重要事項の一つとして位置づけ、すべての役職員が諸法 

    令、社会規範および諸規程等を遵守し職務の遂行を行うべく体制を整備する。 

  (2) コンプライアンスに関する事項を統括監督する責任者として、チーフコンプライアンス 

    オフィサーを配置し、その下にコンプライアンスの推進を統括する組織を設け、定期的に 

    取締役会に報告する。さらに各組織の長をコンプライアンス責任者として、各組織のコン 

    プライアンスの推進、管理を行う。 

  (3) チーフコンプライアンスオフィサーを議長とする「コンプライアンス対策会議」を設 

    け、全社的な観点からコンプライアンス上の重要課題を審議する。 

  (4) 当社の取締役・使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合はすみやかに報告さ 

    れる体制を確立する。 

  (5) 業務執行部門から独立した組織によって、定期的にコンプライアンスに関する内部監査 

    を行い、その結果に関し、取締役会に報告する。 

  (6) 法令遵守の推進ならびに自律的な内部管理態勢の充実を図る目的から定められている 

    「三井生命行動規範」、加えて同規範に基づき業務執行上の基本となる考え方を示すもの 

    として作成する「コンプライアンス・マニュアル」を、取締役・使用人に徹底するととも 

    に、以上の体制を確立すべく、必要な規程を定める。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

  (1) 文書の保存・管理に関する規程を定め、文書の適切な保存および管理を行うとともに、 

    取締役および監査役が、それぞれの監督または監査権限により、保存された文書を適時閲 

    覧・謄写できる体制を確保する。 
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  (1) 保険引受リスク、資産運用リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク、法務 

    リスク、災害リスク、子会社等リスクおよび情報漏洩リスク等について、それぞれのリス 

    クの特性に応じたリスク管理を行う。 

  (2) リスク管理に関する事項を統括監督する責任者として、チーフリスクマネジメントオフ 

    ィサーを配置し、その下にリスクの統括管理を行う組織を設け、定期的に取締役会に報告 

    する。さらに、リスクカテゴリー毎にリスク管理を担当する組織を定め、リスク毎の管理 

    を行う。 

  (3) チーフリスクマネジメントオフィサーを議長とする、「リスク管理対策会議」を設け、 

    全社的な観点からリスク管理に関する重要事項を審議する。 

  (4) 定量的なリスク管理手法として、取締役会にて「リスク割当資本運行ルール」を定め、 

    統合的なリスク管理を行う。また計量化が困難な事務リスク・システムリスク等について 

    は、当該事象が発生した場合はすみやかに報告される体制を確立し、リスクの抑制に向け 

    た対応を図る。 

  (5) 業務執行部門から独立した組織によって、定期的にリスク管理に関する内部監査を行 

    い、その結果に関し、取締役会に報告する。 

  (6) 危機的状況の発生またはその可能性が認められる場合において、適切な対応を行うべく 

  体制を整備する。 

 (7) 以上の体制を確立すべく、必要な規程を定める。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  (1) 執行役員制度を導入することにより、取締役会の監督機能と業務執行機能を分離する。 

  (2) 業務執行のための会議体として、経営会議および財務会議を設置する。 

    経営会議および財務会議は、取締役会の定めた基本方針に基づいて、経営および資産運用 

    に関する重要事項を決定し、あわせて、その全般的な管理を行う。 

  (3) 取締役会の監督機能に資するべく、取締役会における必要な報告事項を取締役会にて定 

    め、それに則った業務執行状況の報告を行う。 

  (4) 取締役会、経営会議および財務会議において重要な決定を行い、決定に基づく業務執行 

    が適切に行われるよう、責任、権限に関する規程その他効率的な職務執行を行うべく必要 

    な規程を定める。 

５．当会社および子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

  (1) 「当社グループ全体の繁栄」という共通認識に基づき、子会社および関連会社(以下、 

     「子会社等」という。)の事業の適切な運営と当社の子会社等への管理の適正化を図り、 

     もって当社と子会社等双方の利益の増進を図る。 

  (2) 各子会社等の役割を明確にするとともに、子会社等に対応する業務担当組織を定め、各 

    組織の長が当該会社の取締役に就任する体制により子会社等経営への監視、内部牽制を行 

    う。 

  (3) 子会社等のコンプライアンス対応状況、リスク管理状況について、所管組織を通じ、管 

    理状況を把握し、必要に応じて指導を行うとともに、取締役会に報告する。 

  (4) 業務執行部門から独立した組織によって、定期的に子会社等への内部監査を行い、その 

    結果に関し、取締役会に報告する。 

  (5) 以上の体制を確立すべく、必要な規程を定める。 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す 

  る事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

  (1) 取締役の指揮命令に属さない「監査役会」の直属組織を設置し、監査役(会)の職務を補 

    助するものとする。 

  (2) 当該組織には、当該組織の長の他、１名以上の監査役スタッフを配置し、監査役監査を 

    補助するに必要な能力を備えた人材を配属する。 

  (3) 当該所属員の人事異動・人事評価・懲戒処分は、予め監査役の同意を必要とする。 
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＜リスク管理体制図＞ 

 

７．取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体 

  制 

  (1) 取締役および使用人は、取締役の職務執行の監査に資するため、次に定める事項を監査 

    役(会)に報告する。 

    ① 監査役(会)に定例的に報告すべき事項 

       イ．経営の状況、事業の状況、財務の状況 

       ロ．内部監査を所管する組織が実施した内部監査の結果 

       ハ．リスク管理の状況 

       ニ．コンプライアンスの状況 

    ② 監査役(会)に臨時的に報告すべき事項 

       イ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実 

       ロ．取締役の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実 

       ハ．内部通報制度に基づき通報された事実 

       ニ．金融庁検査・外部監査の結果 

       ホ．重要な会計方針の変更、会計基準等の制定・改廃 

       へ．重要な開示書類の内容 等 

  (2) 上記については、取締役会への監査役の出席のほか、経営会議、財務会議および経営会 

    議の諮問機関である各対策会議への常勤監査役の出席を通じ、必要に応じて各監査役へ報 

    告すること等により行う。 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

  (1) 監査が効率的・効果的に行われるため、会計監査人の他、内部監査、コンプライアン 

    ス、リスク管理を所管する組織等からの報告等を通じ、連携を図る。 

  (2) 必要に応じ、専門家(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等)の活用ができる 

    ようにする。 

  なお、上記「取締役」については、「執行役員」としての地位を付与されている場合、当該 

執行役員としての業務執行にかかる職務を含むものとする。 

                                                                                以上 

─ 82 ─



  

(3)内部監査の状況 

内部監査については、他の業務執行組織とは独立した内部監査組織である内部監査部(平成20年６

月30日現在48名)が、当社およびグループ会社に対し監査を行い、業務の改善提案を行うとともに、

監査結果を定期的に取締役会・経営会議に報告しております。 

  

(4)監査役監査、会計監査の状況 

監査役は取締役会に出席するとともに、常勤監査役は経営会議・財務会議等の重要な会議に出席し

ております。これにより、監査役は経営執行状況の的確な把握と監視に努めるとともに、遵法状況の

点検・確認、内部統制の整備・運用の状況等の監査を通じ、取締役の職務の執行を監査しておりま

す。これらの監査役の監査業務をサポートする組織として監査役室を設けており、監査役の円滑な職

務遂行の支援を行っております。なお、当事業年度には、監査役会は７回開催しております。 

また、監査役は内部監査部および会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、監査結

果の報告を受けるほか、適宜会計監査人監査にも立ち会う等、緊密な連携を取っております。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、桃崎有治氏、佐藤誠氏の２名であり、監査法人トー

マツに所属しております。当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士８名、会計士補４名、

その他15名であります。 

  

(5)役員報酬の内容 

当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は次の通りです。 

①取締役に対する報酬 

     289百万円(うち社外取締役15百万円) 

  

②監査役に対する報酬 

     78百万円(うち社外監査役26百万円) 

  

(6)監査報酬の内容 

当事業年度における当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬は、次の通りです。 

①公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 

      97百万円 

    

②上記以外の業務に基づく報酬 

     91百万円 

  

 (注) なお、公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬以外の報酬は、内部統制構築に

関する助言・指導業務、上場準備に関する助言・指導業務等に対するものであります。 
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(7)責任限定契約の内容 

当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約では、その任務を怠ったこ

とにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき

は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとしてお

ります。 

  

(8)取締役選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。 

  

(9)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項 

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議により、会社法第

454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

  

(10)株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株

主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

  

(11)社外取締役および社外監査役との関係 

社外取締役および社外監査役は、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、また、社外

取締役および社外監査役個人と当社との間には、特別な利害関係はありません。 
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第５ 【経理の状況】 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第46条および第68条に基づき、同規則および「保険業

法施行規則」(平成８年大蔵省令第５号)により作成しております。  

  なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則

および保険業法施行規則に基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、

改正後の連結財務諸表規則および保険業法施行規則に基づいて作成しております。  

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)第２条に基づき、同規則および「保険業法施行規則」(平成８年

大蔵省令第５号)により作成しております。  

 なお、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則および

保険業法施行規則に基づき、当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財

務諸表等規則および保険業法施行規則に基づいて作成しております。  

  

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月

31日まで)の連結財務諸表および前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表に

ついて、ならびに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度(平成19年４月１

日から平成20年３月31日まで)の連結財務諸表および当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日

まで)の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 

  

１ 連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

１ 【連結財務諸表等】

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

(資産の部)

現金および預貯金 155,443 1.9 229,444 2.9

コールローン 100,000 1.2 84,000 1.1

買入金銭債権 38,900 0.5 36,804 0.5

金銭の信託 200 0.0 200 0.0

有価証券 
※1,2 
 3,4

5,427,277 66.6 5,076,780 64.9

貸付金 ※5,6 2,076,320 25.5 2,046,888 26.1

有形固定資産 ※7 244,772 3.0 241,655 3.1

無形固定資産 8,930 0.1 6,942 0.1

代理店貸 6 0.0 3 0.0

再保険貸 261 0.0 15 0.0

その他資産 107,894 1.3 95,016 1.2

繰延税金資産 188 0.0 14,961 0.2

貸倒引当金 △6,890 △0.1 △5,085 △0.1

 資産の部合計 8,153,306 100.0 7,827,627 100.0
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前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

(負債の部)

保険契約準備金 7,065,829 86.7 6,950,057 88.8

 支払備金 45,636 42,434 

 責任準備金 6,910,263 6,800,519 

 契約者配当準備金 ※9 109,929 107,103 

再保険借 282 0.0 276 0.0

その他負債 ※1 386,926 4.7 443,153 5.7

退職給付引当金 37,184 0.5 44,630 0.6

役員退職慰労引当金 1,523 0.0 1,530 0.0

保険金等追加支払引当金 8,364 0.1 1,389 0.0

特別法上の準備金 14,700 0.2 17,300 0.2

 価格変動準備金 14,700 17,300 

繰延税金負債 80,645 1.0 6 0.0

 負債の部合計 7,595,456 93.2 7,458,345 95.3

(純資産の部) 

資本金 137,280 1.7 137,280 1.7

資本剰余金 137,536 1.7 137,536 1.8

利益剰余金 63,375 0.7 46,850 0.6

自己株式 △8,601 △0.1 △8,601 △0.1

 株主資本合計 329,590 4.0 313,065 4.0

その他有価証券評価差額金 226,419 2.8 54,527 0.7

繰延ヘッジ損益 △7 △0.0 58 0.0

 評価・換算差額等合計 226,411 2.8 54,585 0.7

少数株主持分 1,848 0.0 1,630 0.0

 純資産の部合計 557,850 6.8 369,282 4.7

 負債および 
 純資産の部合計 

8,153,306 100.0 7,827,627 100.0

─ 87 ─



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％)

経常収益 1,142,325 100.0 1,220,158 100.0

 保険料等収入 813,460 800,694 

 資産運用収益 288,686 258,121 

  利息および配当金等収入 178,386 172,489 

  金銭の信託運用益 0 0 

  有価証券売却益 74,692 83,402 

  有価証券償還益 30 － 

  金融派生商品収益 － 1,986 

  その他運用収益 117 242 

  特別勘定資産運用益 35,460 － 

 その他経常収益 40,179 161,342 

  年金特約取扱受入金 656 503 

  保険金据置受入金 31,690 32,428 

  支払備金戻入額 － 3,202 

  責任準備金戻入額 － 109,743 

  保険金等追加支払引当金戻入額 － 6,974 

  その他の経常収益 7,833 8,489 

経常費用 1,081,277 94.7 1,189,212 97.5

 保険金等支払金 748,692 806,679 

  保険金 312,606 349,962 

  年金 65,158 66,515 

  給付金 157,832 157,388 

  解約返戻金 193,623 211,614 

  その他返戻金等 19,471 21,198 

 責任準備金等繰入額 22,669 57 

  支払備金繰入額 1,234 － 

  責任準備金繰入額 21,374 － 

  契約者配当金積立利息繰入額 59 57 

 資産運用費用 115,917 196,201 

  支払利息 8,091 8,194 

  売買目的有価証券運用損 109 836 

  有価証券売却損 14,478 5,751 

  有価証券評価損 834 25,391 

  金融派生商品費用 68,121 － 

  為替差損 12,652 81,391 

  貸倒引当金繰入額 2,473 － 

  貸付金償却 412 7 

  賃貸用不動産等減価償却費 3,099 3,182 

  その他運用費用 5,645 6,464 

  特別勘定資産運用損 － 64,981 

 事業費 ※1 114,200 119,890 

 その他経常費用 79,797 66,382 

  保険金据置支払金 41,207 40,581 

  税金 7,029 6,815 

  減価償却費 8,581 5,905 

  退職給付引当金繰入額 8,782 7,463 

  保険金等追加支払引当金繰入額 8,364 － 

  その他の経常費用 5,832 5,617 

経常利益 61,048 5.3 30,945 2.5
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前連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％)

特別利益 5,257 0.5 3,882 0.3

 固定資産等処分益 ※2 5,163 1,826 

 貸倒引当金戻入額 － 1,779 

 償却債権取立益 94 276 

特別損失 6,383 0.6 3,999 0.3

 固定資産等処分損 ※3 883 413 

 減損損失 ※4 2,086 985 

 価格変動準備金繰入額 2,600 2,600 

 その他特別損失 ※5 813 － 

契約者配当準備金繰入額 19,871 1.7 22,981 1.9

税金等調整前当期純利益 40,051 3.5 7,847 0.6

法人税および住民税等 789 0.1 14,723 1.2

法人税等調整額 12,145 1.1 1,582 0.1

少数株主利益 437 0.0 0 0.0

当期純利益又は当期純損失(△) 26,678 2.3 △8,458 △0.7
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③ 【連結株主資本等変動計算書】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 87,280 87,536 36,696 △8,601 202,911

連結会計年度中の変動額 

 新株の発行 50,000 50,000 100,000

 当期純利益 26,678 26,678

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

50,000 50,000 26,678 － 126,678

平成19年３月31日残高(百万円) 137,280 137,536 63,375 △8,601 329,590

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 182,779 － 182,779 1,501 387,193

連結会計年度中の変動額 

 新株の発行 100,000

 当期純利益 26,678

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

43,639 △7 43,631 346 43,978

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

43,639 △7 43,631 346 170,656

平成19年３月31日残高(百万円) 226,419 △7 226,411 1,848 557,850
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 137,280 137,536 63,375 △8,601 329,590

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 △8,065 △8,065

 当期純損失 △8,458 △8,458

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

－ － △16,524 － △16,524

平成20年３月31日残高(百万円) 137,280 137,536 46,850 △8,601 313,065

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 226,419 △7 226,411 1,848 557,850

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 △8,065

 当期純損失 △8,458

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

△171,892 66 △171,825 △217 △172,043

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△171,892 66 △171,825 △217 △188,568

平成20年３月31日残高(百万円) 54,527 58 54,585 1,630 369,282

─ 91 ─



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前当期純利益 40,051 7,847

  賃貸用不動産等減価償却費 3,099 3,182

  減価償却費 8,581 5,905

  減損損失 2,086 985

  支払備金の増加額(△減少額) 1,234 △3,202

  責任準備金の増加額(△減少額) 21,374 △109,743

  契約者配当準備金積立利息繰入額 59 57

  契約者配当準備金繰入額 19,871 22,981

  貸倒引当金の増加額(△減少額) 2,473 △1,779

  退職給付引当金の増加額(△減少額) 8,057 7,445

  役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 1,523 7

  保険金等追加支払引当金の増加額 
  （△減少額） 

8,364 △6,974

  価格変動準備金の増加額(△減少額) 2,600 2,600

  利息および配当金等収入 △178,386 △172,489

  有価証券関係損益(△益) △59,401 △52,259

  支払利息 8,091 8,194

  金融派生商品費用(△収益) 68,121 △1,986

  為替差損益(△益) 12,652 81,391

  特別勘定資産運用損益(△益) △35,460 64,981

  有形固定資産関係損益（△益） △4,213 △1,494

  持分法による投資損益(△益) △993 △1,690

  代理店貸の増加額(＋減少額) 14 3

  再保険貸の増加額(＋減少額) △84 246

  その他資産の増加額(＋減少額) 1,657 6,048

  再保険借の増加額(△減少額) △18 △5

  その他負債の増加額(△減少額) △2,523 3,525

  その他 5,760 6,160

   小計 △65,406 △130,060

  利息および配当金等の受取額 194,500 186,949

  利息の支払額 △7,970 △8,116

  契約者配当金の支払額 △25,491 △25,865

  その他 △4,311 △3,234

  法人税等の支払額 △332 △5,219

 営業活動によるキャッシュ・フロー 90,988 14,452
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前連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

  預貯金の純増加額(＋純減少額) 10,000 －

  買入金銭債権の取得による支出 △19,300 △1,000

  買入金銭債権の売却・償還による収入 3,350 3,852

  有価証券の取得による支出 △1,636,639 △1,378,348

  有価証券の売却・償還による収入 1,754,721 1,343,237

  貸付けによる支出 △434,712 △364,553

  貸付金の回収による収入 414,058 394,147

  金融派生商品の決済による収支(純額) △83,599 △5,910

  債券貸借取引受入担保金の純増加額 
  (△純減少額) 

△184,271 65,144

  その他 794 △591

   Ⅱ① 小計 △175,598 55,978

   (Ⅰ＋Ⅱ①) (△84,610) (70,431)

  有形固定資産の取得による支出 △4,838 △5,968

  有形固定資産の売却による収入 23,032 3,567

  その他 △2,857 △1,781

 投資活動によるキャッシュ・フロー △160,263 51,796

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  借入金の返済による支出 △65,001 △1

  株式の発行による収入 100,000 －

    配当金の支払額 － △8,065

  少数株主への配当金の支払額 △41 △180

 財務活動によるキャッシュ・フロー 34,956 △8,247

Ⅳ 現金および現金同等物に係る換算差額 － △0

Ⅴ 現金および現金同等物の増加額(△減少額) △34,318 58,001

Ⅵ 現金および現金同等物の期首残高 289,630 255,443

Ⅶ 新規連結に伴う現金および現金同等物の 
  増加額 

130 －

Ⅷ 現金および現金同等物の期末残高 ※1 255,443 313,444
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数      ４社 

 連結子会社は、三友サービス㈱、

三生キャピタル㈱、エムエルアイ・

システムズ㈱、三生３号投資事業組

合であります。 

 なお、三生３号投資事業組合は、

当連結会計年度に重要性が増加した

ことから、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。 

(1) 連結子会社の数      ４社 

 連結子会社は、三友サービス㈱、

三生キャピタル㈱、エムエルアイ・

システムズ㈱、三生３号投資事業組

合であります。 

(2) 非連結子会社の名称等 

  非連結子会社は、㈱サンセイキャ

リアマネジメント、㈱三生オンユ

ー・インシュアランス・マネジメン

ト、三生保険サービス㈱、㈱ビジネ

スエイジェンシー、三生収納サービ

ス㈱、三生２号投資事業組合、三生

４号投資事業有限責任組合でありま

す。 

 なお、三生２号投資事業組合は、

当連結会計年度に清算結了いたしま

した。 

(2) 非連結子会社の名称等 

  非連結子会社は、㈱サンセイキャ

リアマネジメント、㈱三生オンユ

ー・インシュアランス・マネジメン

ト、三生保険サービス㈱、㈱ビジネ

スエイジェンシー、三生収納サービ

ス㈱、三生４号投資事業有限責任組

合、三生５号投資事業有限責任組合

であります。 

  (連結の範囲から除いた理由) 

  非連結子会社７社は、質的重要性

がないことに加え、総資産、売上

高、当期純損益(持分に見合う額)お

よび利益剰余金(持分に見合う額)等

の観点からみて、いずれもそれぞれ

小規模であり、当企業集団の財政状

態と経営成績に関する合理的な判断

を妨げない程度に重要性がないた

め、連結の範囲から除いておりま

す。 

―――――――

  (連結の範囲から除いた理由) 

  非連結子会社７社は、質的重要性

がないことに加え、総資産、売上

高、当期純損益(持分に見合う額)お

よび利益剰余金(持分に見合う額)等

の観点からみて、いずれもそれぞれ

小規模であり、当企業集団の財政状

態と経営成績に関する合理的な判断

を妨げない程度に重要性がないた

め、連結の範囲から除いておりま

す。 

  (追加情報) 

    開示対象特別目的会社の概要、開

示対象特別目的会社を利用した取引

の概要および開示対象特別目的会社

との取引金額等については、「開示

対象特別目的会社関係」として記載

しております。 

 なお、当連結会計年度より、「一

定の特別目的会社に係る開示に関す

る適用指針」(企業会計基準適用指

針第15号 平成19年３月29日)を適

用しております。 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社の数 

               なし 

(1) 持分法適用の非連結子会社の数 

               なし 

(2) 持分法適用の関連会社の数 ６社 

  持分法適用の関連会社は、三井住

友アセットマネジメント㈱、ジャパ

ン・ペンション・サービス㈱、総合

証券事務サービス㈱、ジャパン・ペ

ンション・ナビゲーター㈱、ＮＢＣ

カスタマー・サービス㈱、保険デザ

イナーズ㈱であります。 

 なお、保険デザイナーズ㈱は、当

連結会計年度に新たに設立したた

め、当連結会計年度より持分法適用

の関連会社に含めております。 

(2) 持分法適用の関連会社の数 ６社 

  持分法適用の関連会社は、三井住

友アセットマネジメント㈱、ジャパ

ン・ペンション・サービス㈱、総合

証券事務サービス㈱、ジャパン・ペ

ンション・ナビゲーター㈱、ＮＢＣ

カスタマー・サービス㈱、保険デザ

イナーズ㈱であります。 

(3) 持分法を適用していない非連結子

会社および関連会社の数   13社 

  持分法を適用していない非連結子

会社および関連会社は、㈱サンセイ

キャリアマネジメント、㈱三生オン

ユー・インシュアランス・マネジメ

ント、三生保険サービス㈱、㈱ビジ

ネスエイジェンシー、三生収納サー

ビス㈱、三生２号投資事業組合、三

生４号投資事業有限責任組合、㈱ポ

ルテ金沢、Sumitomo Mitsui Asset 

Management  (London)  Ltd.、 

Sumitomo Mitsui Asset Management 

(Hong  Kong)  Ltd.、Sumitomo 

Mitsui  Asset  Management  (New 

York)  Inc.、Sansei  Capital 

Management Cayman Co., Ltd.、SLI 

Cayman Ltd.であります。 

(3) 持分法を適用していない非連結子

会社および関連会社の数   13社 

  持分法を適用していない非連結子

会社および関連会社は、㈱サンセイ

キャリアマネジメント、㈱三生オン

ユー・インシュアランス・マネジメ

ント、三生保険サービス㈱、㈱ビジ

ネスエイジェンシー、三生収納サー

ビス㈱、三生４号投資事業有限責任

組合、三生５号投資事業有限責任組

合、㈱ポルテ金沢、Sumitomo 

Mitsui  Asset  Management

(London)   Ltd.、Sumitomo Mitsui 

Asset Management   (Hong   Kong) 

Ltd.、Sumitomo   Mitsui   Asset 

Management   (New York)   Inc.、

Sansei Capital Management Cayman 

Co., Ltd.、SLI Cayman Ltd.であり

ます。 

  (持分法を適用しない理由) 

  持分法を適用していない非連結子

会社および関連会社については、質

的重要性がないことに加え、それぞ

れ当期純損益(持分に見合う額)およ

び利益剰余金(持分に見合う額)等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分法

を適用しておりません。 

  (持分法を適用しない理由) 

  持分法を適用していない非連結子

会社および関連会社については、質

的重要性がないことに加え、それぞ

れ当期純損益(持分に見合う額)およ

び利益剰余金(持分に見合う額)等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分法

を適用しておりません。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、三生３号投資事

業組合の決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たって

は、決算日の差異が３カ月を超えてい

ないため、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との差異期間における

重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

同左 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準および評価

方法 

 ① 有価証券(現金および預貯金・

買入金銭債権のうち有価証券に準

じるものを含む。) 

  ａ 売買目的有価証券 

    …時価法(売却原価は移動平

均法により算定) 

(1) 重要な資産の評価基準および評価

方法 

 ① 有価証券(現金および預貯金・

買入金銭債権のうち有価証券に準

じるものを含む。) 

  ａ 売買目的有価証券 

同左

   ｂ 満期保有目的の債券    ｂ 満期保有目的の債券 

        …移動平均法による償却原価

法(定額法) 

同左

    ｃ 責任準備金対応債券(「保険

業における「責任準備金対応債

券」に関する当面の会計上及び

監査上の取扱い」(日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告

第21号)に基づく責任準備金対

応債券をいう。) 

    …移動平均法による償却原価

法(定額法) 

    ｃ 責任準備金対応債券(「保険

業における「責任準備金対応債

券」に関する当面の会計上及び

監査上の取扱い」(日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告

第21号)に基づく責任準備金対

応債券をいう。) 

同左

  ｄ 非連結かつ持分法非適用の子

会社株式および持分法非適用の

関連会社株式 

    …移動平均法による原価法 

  ｄ 非連結かつ持分法非適用の子

会社株式および持分法非適用の

関連会社株式 

同左

  ｅ その他有価証券 

    時価のあるもの 

  ｅ その他有価証券 

    時価のあるもの 

    …連結会計年度末日の市場価

格等(国内株式については

連結会計年度末前１カ月の

市場価格の平均)に基づく

時価法(売却原価は移動平

均法により算定) 

同左

    時価のないもの     時価のないもの 

    ・取得価額と債券金額との差

額の性格が金利の調整と認

められる債券 

    ・取得価額と債券金額との差

額の性格が金利の調整と認

められる債券 

      …移動平均法による償却原

価法(定額法) 

同左 

    ・上記以外の有価証券     ・上記以外の有価証券 

     …移動平均法による原価法 同左 

 なお、その他有価証券の評価

差額については、全部純資産直

入法により処理しております。 

同左

 (会計方針の変更) ―――――――

１ 提出会社は、当連結会計年度にお

いて、より一層の保険債務の支払能

力および経営の健全性の確保を目的

としてＡＬＭの基本方針を策定し、

債券の一部については、保険債務を

考慮してデュレーション・マッチン

グの対象とするかまたは償還期限ま

で所有する方針に変更いたしまし

た。 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

    これに伴い、従来、一般勘定にお

いて保有するすべての債券の保有目

的区分をその他有価証券としており

ましたが、当連結会計年度より、金

利変動リスクの管理対象とする保険

契約群(小区分)を特定し、当該小区

分において当連結会計年度に新たに

取得した債券の保有目的区分につい

ては、「保険業における「責任準備

金対応債券」に関する当面の会計上

及び監査上の取扱い」(日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第21

号)に規定する責任準備金対応債券

とするとともに、償還期限まで所有

する意図をもって当連結会計年度に

新たに取得した債券の保有目的区分

については、満期保有目的の債券と

する方法に変更いたしました。 

   

    これにより、従来、一般勘定にお

いて保有する時価のある債券は、す

べてその他有価証券として時価法に

より評価しておりましたが、当連結

会計年度より、責任準備金対応債券

または満期保有目的の債券とした債

券については償却原価法(定額法)に

より評価する方法に変更しておりま

す。 

     

    この結果、従来の評価方法によっ

た場合に比べ、有価証券は2,530百

万円、繰延税金負債は914百万円、

その他有価証券評価差額金は1,616

百万円、それぞれ減少しておりま

す。 

     

２ 当連結会計年度より「その他の複

合金融商品(払込資本を増加させる

可能性のある部分を含まない複合金

融商品)に関する会計処理」(企業会

計基準委員会 平成18年３月30日

企業会計基準適用指針第12号)を適

用しております。 

    従来、複合金融商品に組み込まれ

たデリバティブ(以下、「組込デリ

バティブ」という。)は、当該組込

デリバティブのリスクが組込対象で

ある現物の金融資産に及ぶ可能性が

あり、当該複合金融商品の評価差額

が損益に反映されないときには、原

則として、当該複合金融商品を構成

する現物の金融資産と区分して時価

評価し評価差額を当期の損益として

処理しておりましたが、本適用指針

の適用に伴い、組込デリバティブの

経済的性格およびリスクと現物の金

融資産の経済的性格およびリスクと 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

が緊密な関係にあり、組込デリバテ

ィブのリスクが現物の金融資産に及

ぶ可能性が低いと判断される複合金

融商品については、当該複合金融商

品を一体として取り扱い、現物の金

融資産の評価基準および評価方法に

従って処理することといたしまし

た。 

  この結果、従来の方法によった場

合に比べ、経常利益および税金等調

整前当期純利益はそれぞれ119百万

円増加し、当期純利益は76百万円増

加し、その他有価証券評価差額金は

76百万円減少しております。 

   

 ② デリバティブ取引 

   時価法 

 ② デリバティブ取引 

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

   有形固定資産の減価償却は、建

物(構築物を除く。)については定

額法により、構築物およびその他

の有形固定資産については定率法

により行っております。 

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

    建物……15年～50年 

    その他の有形固定資産 

      ……３年～15年 

   ただし、その他の有形固定資産

のうち取得価額が10万円以上20万

円未満のものについては、３年間

で均等償却を行っております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

同左

―――――――  (会計方針の変更) 

  平成19年度の法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

    この結果、従来の方法によった場

合に比べ、経常利益および税金等調

整前当期純利益はそれぞれ55百万円

減少しております。 

―――――――  (追加情報) 

  平成19年度の法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、賃貸用不動産等減価償却費

または減価償却費に含めて計上して 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

 おります。 

   この結果、従来の方法によった場

合に比べ、経常利益および税金等調

整前当期純利益はそれぞれ309百万

円減少しております。 

 ② 無形固定資産 

   無形固定資産の減価償却は、定

額法により行っております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、利用可能期間(主として

５年)に基づく定額法により行っ

ております。 

 ② 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

 提出会社の貸倒引当金は、債権

の貸倒れによる損失に備えるた

め、資産の自己査定基準および償

却・引当基準に則り、次のとおり

計上しております。 

 破産、民事再生等、法的・形式

的な経営破綻の事実が発生してい

る債務者(以下「破綻先」とい

う。)に対する債権および実質的

に経営破綻に陥っている債務者

(以下「実質破綻先」という。)に

対する債権については、下記直接

減額後の債権額から担保の回収可

能見込額および保証による回収可

能見込額を控除し、その残額を計

上しております。  

 また、現状、経営破綻の状況に

はないものの、今後経営破綻に陥

る可能性が大きいと認められる債

務者に対する債権については、債

権額から担保の回収可能見込額お

よび保証による回収可能見込額を

控除し、その残額のうち、債務者

の支払能力を総合的に判断し必要

と認める額を計上しておりま

す。  

 上記以外の債権については、過

去の一定期間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績率を債権額

に乗じた額を計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査

定基準に基づき、関連部署が資産

査定を実施し、当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監

査しており、その査定結果に基づ

いて上記の引当を行っておりま

す。 

 なお、破綻先および実質破綻先

に対する債権(担保・保証付債権

を含む。)については、債権額か

ら担保の評価額および保証等によ

る回収が可能と認められる額を控

除した残額を取立不能見込額とし

て債権額から直接減額しており、

その金額は、763百万円でありま

す。 

 ① 貸倒引当金 

 提出会社の貸倒引当金は、債権

の貸倒れによる損失に備えるた

め、資産の自己査定基準および償

却・引当基準に則り、次のとおり

計上しております。 

 破産、民事再生等、法的・形式

的な経営破綻の事実が発生してい

る債務者(以下「破綻先」とい

う。)に対する債権および実質的

に経営破綻に陥っている債務者

(以下「実質破綻先」という。)に

対する債権については、下記直接

減額後の債権額から担保の回収可

能見込額および保証による回収可

能見込額を控除し、その残額を計

上しております。  

 また、現状、経営破綻の状況に

はないものの、今後経営破綻に陥

る可能性が大きいと認められる債

務者に対する債権については、債

権額から担保の回収可能見込額お

よび保証による回収可能見込額を

控除し、その残額のうち、債務者

の支払能力を総合的に判断し必要

と認める額を計上しておりま

す。  

 上記以外の債権については、過

去の一定期間における貸倒実績等

から算出した貸倒実績率を債権額

に乗じた額を計上しております。 

 すべての債権は、資産の自己査

定基準に基づき、関連部署が資産

査定を実施し、当該部署から独立

した資産監査部署が査定結果を監

査しており、その査定結果に基づ

いて上記の引当を行っておりま

す。 

 なお、破綻先および実質破綻先

に対する債権(担保・保証付債権

を含む。)については、債権額か

ら担保の評価額および保証等によ

る回収が可能と認められる額を控

除した残額を取立不能見込額とし

て債権額から直接減額しており、

その金額は、392百万円でありま

す。 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

   連結子会社の貸倒引当金は、提

出会社に準じて必要と認める額を

計上しております。 

   連結子会社の貸倒引当金は、提

出会社に準じて必要と認める額を

計上しております。 

 ② 退職給付引当金 

   退職給付引当金は、従業員(執

行役員を含む。)の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

   会計基準変更時差異は、10年に

よる均等額を費用処理しておりま

す。 

   過去勤務債務は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５年)による定

額法により、費用処理しておりま

す。 

   数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理して

おります。 

 ② 退職給付引当金 
同左

 ③ 役員退職慰労引当金  ③ 役員退職慰労引当金 

   役員退職慰労引当金は、役員の

退職慰労金の支払いに備えるた

め、内規に基づき当連結会計年度

末において発生していると認めら

れる額を計上しております。  

  

   役員退職慰労引当金は、役員の

退職慰労金(年金を含む。)の支払

いに備えるため、内規に基づき当

連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。  

 なお、提出会社は、平成19年５

月30日開催の取締役会決議に基づ

き、役員退職慰労金制度を廃止し

ました。これに伴い、平成19年６

月28日開催の定時株主総会におい

て、同総会終結時に在任する役員

に対し、同総会終結時までの在任

期間に応じた退職慰労金を退任時

に打切り支給すること、および、

その具体的金額、方法等は、取締

役については取締役会、監査役に

ついては監査役の協議に一任する

ことを決議しました。このため、

当該支給見込額については、引き

続き役員退職慰労引当金に含めて

計上しております。 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

  (追加情報) 

   従来、役員退職慰労金は、退任

時の費用として処理しておりまし

たが、役員退職慰労引当金計上の

会計慣行が定着していることを考

慮し、役員退職慰労金を役員の在

任期間に亘って費用配分すること

によって、期間損益の適正化を図

るため、当連結会計年度より、内

規に基づく期末要支給額を役員退

職慰労引当金として計上すること

といたしました。なお、役員退職

慰労金の支払額は従来どおり事業

費に、役員退職慰労引当金繰入額

(または役員退職慰労引当金戻入

額)はその他の経常費用(またはそ

の他の経常収益)にそれぞれ含め

て処理しております。 

 これにより、役員退職慰労引当

金繰入額(または役員退職慰労引

当金戻入額)の当連結会計年度相

当額５百万円はその他の経常収益

に、過年度相当額502百万円はそ

の他特別損失に、それぞれ計上し

ております。 

 この結果、従来の方法によった

場合に比べ、経常利益は５百万円

増加し、税金等調整前当期純利益

は497百万円減少しております。 

 また、役員退職慰労引当金の設

定に合わせ、従来、退職給付引当

金に含めて引当処理していた退任

した役員に係る年金債務を、当連

結会計年度より、役員退職慰労引

当金に含めて表示することとし、

前連結会計年度末の退職給付引当

金から1,026百万円を役員退職慰

労引当金に振り替えております。 

―――――――

 ④ 保険金等追加支払引当金 

   保険金等追加支払引当金は、保

険金等の支払状況に関する検証に

伴う今後のお客さまへの確認等に

より、保険金等の追加的な支払が

生じる可能性を勘案し、当該保険

金等の支払に備えるため、検証実

績等に基づき必要と見積もった額

を計上しております。 

 ④ 保険金等追加支払引当金 
同左
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

 （追加情報） 

   当連結会計年度において、保険

金等の支払状況に関する一連の検

証を実施しておりますが、この検

証の一環として当連結会計年度下

半期より実施しているお客さまへ

の確認等により、当連結会計年度

末日後に保険金等の追加的な支払

が生じることが見込まれることと

なりました。 

 これを受けて、検証対象のう

ち、当連結会計年度末日後の追加

的な支払が確定しているものにつ

いては確定額を支払備金として計

上するとともに、当連結会計年度

末日後も実施しているお客さまへ

の確認等により、保険金等を追加

的にお支払する可能性があるもの

については、その支払に備えるた

め上記の検証実績等に基づき必要

と見積もった額を保険金等追加支

払引当金として計上しておりま

す。 

 当該引当金の計上に伴い、経常

利益および税金等調整前当期純利

益は、それぞれ8,364百万円減少

しております。 

    
―――――――

(4) 価格変動準備金の計上方法 (4) 価格変動準備金の計上方法 

  価格変動準備金は、保険業法第

115条の規定により算出した額を計

上しております。 

同左 

(5) 重要な外貨建の資産および負債の

本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務、外貨建有価

証券等の外貨建金融商品は、連結会

計年度末日の直物為替相場により円

換算しております。 

 提出会社が保有する外貨建その他

有価証券の換算差額のうち、債券に

係る換算差額については為替差損益

として処理し、その他の外貨建その

他有価証券に係る換算差額について

は全部純資産直入法により処理して

おります。 

(5) 重要な外貨建の資産および負債の

本邦通貨への換算基準 
同左

(6) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   原則として、繰延ヘッジ処理を

採用しております。 

 なお、貸付金をヘッジ対象とし

た金利スワップで特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理

を、外貨建定期預金をヘッジ対象

とした為替予約で振当処理の要件

を満たしている場合は振当処理を

採用しております。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段）（ヘッジ対象） 

   金利スワップ 貸付金 

   為替予約   外貨建定期預金 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

    

 ③ ヘッジ方針 

      貸付金に対する金利変動リスク

および外貨建定期預金に対する為

替変動リスクを一定の範囲内でヘ

ッジしております。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

       

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

     ヘッジ対象とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の累計を比較

する比率分析により、ヘッジの有

効性を評価しております。 

 なお、特例処理を採用している

金利スワップおよび振当処理を採

用している為替予約については、

有効性の評価を省略しておりま

す。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

      

(8) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

   提出会社の消費税および地方消

費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。ただし、資産に係

る控除対象外消費税額等のうち、

法人税法に定める繰延消費税額等

は、その他資産中の前払費用に計

上し５年間で均等償却し、繰延消

費税額等以外は、発生連結会計年

度に費用処理しております。 

(8) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

同左 

 ② 責任準備金の積立方法 

   責任準備金は、保険業法第116

条の規定に基づく準備金であり、

保険料積立金については、次の方

式により計算しております。 

  ・標準責任準備金の対象契約につ

いては、金融庁長官が定める方

式(平成８年大蔵省告示第48号) 

  ・標準責任準備金の対象とならな

い契約については、平準純保険

料式 

 ② 責任準備金の積立方法 

同左 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

―――――――  (追加情報) 

  「保険業法施行規則の一部を改正

する内閣府令」(平成18年内閣府令

第61号)の適用により、当連結会計

年度において、第三分野保険の保険

リスクに係る責任準備金を100百万

円積み増しております。 

５ 連結子会社の資産および

負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産および負債の評価

については、全面時価評価法によって

おります。 

同左 

６ のれんおよび負ののれん

の償却に関する事項 

 のれんおよび負ののれんは、定額法

により20年間で償却しております。た

だし、重要性が乏しいのれんおよび負

ののれんについては、発生連結会計年

度に全額償却しております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける現金および現金同等物は、手許現

金、随時引き出し可能な預金および容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３カ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)および「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は、556,010百万円であります。 

 連結財務諸表規則および保険業法施行規則別紙様式

の改正による連結貸借対照表の表示に関する変更は次

のとおりであります。 

１ 前連結会計年度における「資本の部」は、当連結

会計年度より「純資産の部」となり、「純資産の

部」は「株主資本」、「評価・換算差額等」および

「少数株主持分」に分類して表示しております。 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「資本金」、「資本剰余金」、「利益剰余金」およ

び「自己株式」は、当連結会計年度より「株主資

本」の内訳科目として表示しております。 

３ 前連結会計年度において「利益剰余金」の次に表

示しておりました「その他有価証券評価差額金」

は、当連結会計年度より「評価・換算差額等」の内

訳科目として表示しております。 

４ 前連結会計年度において「資産の部」の「その他

資産」に含めておりました「繰延ヘッジ損失」およ

び「負債の部」の「その他負債」に含めておりまし

た「繰延ヘッジ利益」は、当連結会計年度より税効

果調整後の金額を「評価・換算差額等」の内訳科目

の「繰延ヘッジ損益」として表示しております。 

 なお、前連結会計年度の「繰延ヘッジ損失」およ

び「繰延ヘッジ利益」について、当連結会計年度と

同様の方法によった場合の「繰延ヘッジ損益」に相

当する金額は、△47百万円であります。 

  

―――――――
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表示方法の変更 

  

 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

 保険業法施行規則別紙様式の改正に伴い、連結貸借

対照表、連結損益計算書および連結キャッシュ・フロ

ー計算書の表示方法を次のとおり変更しております。 

(連結貸借対照表関係) 

１ 前連結会計年度における「不動産および動産」

は、当連結会計年度より「有形固定資産」として表

示しております。 

２ 前連結会計年度において「その他資産」に含めて

いた「無形固定資産」は、当連結会計年度より「無

形固定資産」として区分掲記しております。なお、

前連結会計年度において「その他資産」に含めてい

た「無形固定資産」は、11,727百万円であります。 

(連結損益計算書関係) 

１ 前連結会計年度における「不動産動産等処分益」

および「不動産動産等処分損」は、当連結会計年度

よりそれぞれ「固定資産等処分益」および「固定資

産等処分損」として表示しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

１ 前連結会計年度における「不動産動産関係損益」

は、当連結会計年度より「有形固定資産関係損益」

として表示しております。 

２ 前連結会計年度における「不動産および動産の取

得による支出」および「不動産および動産の売却に

よる収入」は、当連結会計年度よりそれぞれ「有形

固定資産の取得による支出」および「有形固定資産

の売却による収入」として表示しております。 

―――――――
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日)
当連結会計年度 

(平成20年３月31日)

※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 
   金融システム改革のための関係法律の整備等に関

する法律附則第140条第５項の規定に基づき、生命

保険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基

金のために設定された質権の目的物および先物取引

証拠金等の代用として差し入れております。 

 また、担保権によって担保されている債務は、31

百万円であります。 

有価証券(国債) 164,803百万円

有価証券(株式) 103,353 〃

有価証券(外国証券) 692 〃

合計 268,849 〃

※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 
   先物取引証拠金等の代用として差し入れておりま

す。 

 また、担保権によって担保されている債務は、22

百万円であります。 

有価証券(国債) 163,508百万円

有価証券(株式) 66,141 〃

有価証券(外国証券) 22 〃

合計 229,672 〃

※２ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の連

結貸借対照表価額は、次のとおりであります。 

有価証券(国債) 129,538百万円

合計 129,538 〃

※２ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の連

結貸借対照表価額は、次のとおりであります。 

有価証券(国債) 238,788百万円

合計 238,788 〃

※３  責任準備金対応債券に係る連結貸借対照表価額お

よび時価ならびにリスク管理方針の概要は次のとお

りであります。 

  (1) 責任準備金対応債券に係る連結貸借対照表価額

は、256,382百万円、時価は、258,720百万円であ

ります。 

  (2) 責任準備金対応債券に関連するリスク管理方針

の概要は、次のとおりであります。 

    資産・負債の金利リスクの変動を適切に管理す

るために、保険商品の特性に応じて小区分を設定

し、各小区分に割り当てられた保険契約群につい

ての責任準備金のデュレーションと小区分に係る

責任準備金対応債券のデュレーションを一定幅の

中で対応させる運用方針を採っております。な

お、小区分は、次のとおり設定しております。 

    ①  終身保険(８－23年)小区分(終身保険(定期 

 付終身保険を含む。)から発生する将来キ 

 ャッシュ・フロー中の７年超23年以内の部 

 分) 

    ②  一時払養老小区分(一時払養老保険) 

    ③  一時払個人年金小区分(一時払個人年金保 

 険) 

        また、各小区分において、保険契約群について

の責任準備金のデュレーションと、小区分に係る

責任準備金対応債券のデュレーションとが一定幅

の中で対応していることを、定期的に検証してお

ります。 

※３  責任準備金対応債券に係る連結貸借対照表価額お

よび時価ならびにリスク管理方針の概要は次のとお

りであります。 

  (1) 責任準備金対応債券に係る連結貸借対照表価額

は、695,905百万円、時価は、706,224百万円であ

ります。 

  (2)          同左 

     

   

  

   

※４ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

有価証券(株式) 7,534百万円

有価証券(その他の証券) 2,189 〃

合計 9,723 〃

※４ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

有価証券(株式) 8,427百万円

有価証券(その他の証券) 2,479 〃

合計 10,906 〃
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前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(平成20年３月31日)

※５ 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以

上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、17,706

百万円であります。なお、それぞれの内訳は次のと

おりであります。 

  (1) 貸付金のうち、破綻先債権額は、64百万円、延

滞債権額は、13,971百万円であります。 

    上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権

額501百万円、延滞債権額172百万円であります。 

    なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払

の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本または利息の取立てまたは弁済の見込

みがないものとして未収利息を計上しなかった貸

付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収

利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法

施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号

のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に

規定する事由が生じている貸付金であります。 

    また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金で

あって、破綻先債権および債務者の経営再建また

は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予

した貸付金以外の貸付金であります。 

※５ 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以

上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、15,374

百万円であります。なお、それぞれの内訳は次のと

おりであります。 

  (1) 貸付金のうち、破綻先債権額は、８百万円、延

滞債権額は、13,376百万円であります。 

    上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権

額138百万円、延滞債権額173百万円であります。 

    なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払

の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本または利息の取立てまたは弁済の見込

みがないものとして未収利息を計上しなかった貸

付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収

利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法

施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号

のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に

規定する事由が生じている貸付金であります。 

    また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金で

あって、破綻先債権および債務者の経営再建また

は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予

した貸付金以外の貸付金であります。 

  (2) 貸付金のうち、３カ月以上延滞債権に該当する

貸付金はありません。 

    なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利

息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３

カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権および

延滞債権に該当しない貸付金であります。 

  (2) 貸付金のうち、３カ月以上延滞債権額は、９百

万円であります。 

    なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利

息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３

カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権および

延滞債権に該当しない貸付金であります。 

  (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は、3,669

百万円であります。 

    なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再

建または支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄

その他債務者に有利となる取決めを行ったもの

で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞

債権に該当しない貸付金であります。 

  (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は、1,979

百万円であります。 

    なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再

建または支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄

その他債務者に有利となる取決めを行ったもの

で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞

債権に該当しない貸付金であります。 

※６ 貸付金の融資未実行残高は、4,000百万円であり

ます。 

―――――――

※７ 有形固定資産の減価償却累計額は、195,573百万

円であります。 

※７ 有形固定資産の減価償却累計額は、192,410百万

円であります。 

 ８ 特別勘定の資産の額は、837,423百万円でありま

す。なお、負債の額も同額であります。 

 ８ 特別勘定の資産の額は、810,315百万円でありま

す。なお、負債の額も同額であります。 

※９ 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであり

ます。 

前連結会計年度末残高 115,490百万円

当連結会計年度契約者配当金支払 
25,491 〃

額 

利息による増加等 59 〃

契約者配当準備金繰入額 19,871 〃

当連結会計年度末残高 109,929 〃

※９ 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであり

ます。 

前連結会計年度末残高 109,929百万円

当連結会計年度契約者配当金支払 
25,865 〃

額

利息による増加等 57 〃

契約者配当準備金繰入額 22,981 〃

当連結会計年度末残高 107,103 〃
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前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(平成20年３月31日)

 10 金融システム改革のための関係法律の整備等に関

する法律附則第140条第５項の規定に基づき生命保

険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基金

に対する当連結会計年度末における提出会社の今後

の負担見積額は、474百万円であります。 

   なお、当該負担金は拠出した連結会計年度の事業

費として処理しております。 

―――――――

 11 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者

保護機構に対する当連結会計年度末における提出会

社の今後の負担見積額は、19,300百万円でありま

す。 

   なお、当該負担金は拠出した連結会計年度の事業

費として処理しております。 

 11 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者

保護機構に対する当連結会計年度末における提出会

社の今後の負担見積額は、18,665百万円でありま

す。 

   なお、当該負担金は拠出した連結会計年度の事業

費として処理しております。 

 12 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額

は、377百万円であります。 

 12          同左 
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(連結損益計算書関係) 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

※１ 事業費のうち、主な費目および金額は次のとおり

であります。 

 
※２ 固定資産等処分益の内訳は次のとおりでありま

す。 

物件費 36,884百万円

営業職員経費 29,383 〃 

人件費 21,292 〃 

募集機関管理費 18,082 〃 

※１ 事業費のうち、主な費目および金額は次のとおり

であります。 

 
※２ 固定資産等処分益の内訳は次のとおりでありま

す。 

物件費 40,274百万円

営業職員経費 30,301 〃 

人件費 23,101 〃 

募集機関管理費 18,848 〃 

土地 4,972百万円

その他 191 〃 

合計 5,163 〃 

土地 1,704百万円

建物 122 〃 

合計 1,826 〃 

※３ 固定資産等処分損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※３ 固定資産等処分損の内訳は次のとおりでありま

す。 

 
※４ 当連結会計年度における減損損失に関する事項

は、次のとおりであります。 

   (1) 資産をグルーピングした方法 

 保険事業の用に供している不動産等について

は、保険事業全体で１つの資産グループとし、賃

貸用不動産等および遊休不動産等については、そ

れぞれの物件ごとに１つの資産グループとしてグ

ルーピングしております。また、保険事業・賃貸

兼用の不動産等については、物件ごとに主たる用

途に基づき、保険事業全体の資産グループに含め

るか、または賃貸用不動産等としてグルーピング

しております。 

 なお、連結子会社は、上記以外の事業の用に供

している不動産等について、各社ごとに１つの資

産グループとしております。 

建物 685百万円

その他 198 〃 

合計 883 〃 

 
※４ 当連結会計年度における減損損失に関する事項

は、次のとおりであります。 

   (1) 資産をグルーピングした方法 

建物 162百万円

無形固定資産 150 〃 

その他 101 〃 

合計 413 〃 

同左

   (2) 減損損失の認識に至った経緯 

 地価の下落や賃料水準の低迷により、著しく収

益性が低下した賃貸用不動産等および地価の下落

により著しく価値が毀損している遊休不動産等に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

   (2) 減損損失の認識に至った経緯 

同左 
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(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

   (3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計

上額の固定資産の種類ごとの内訳 

所在地 用途
件数 

（件）

種類

合計 

（百万円）土地 

（百万円）

建物その他 

（百万円）

北海道
賃貸用不動産等 4  1   59   60 

遊休不動産等 2  17   57   74 

東北
賃貸用不動産等 4  602   630   1,233 

遊休不動産等 3  23   23   46 

関東

賃貸用不動産等 2  29   153   183 

遊休不動産等 1  18   15   34 

中部
賃貸用不動産等 － － － － 

遊休不動産等 2  2   8   10 

近畿
賃貸用不動産等 1  － 2   2 

遊休不動産等 2  9   13   23 

中四国
賃貸用不動産等 － － － － 

遊休不動産等 4  25   39   65 

九州
賃貸用不動産等 1  204   148   352 

遊休不動産等 － － － － 

合計
賃貸用不動産等 12  837   994   1,831 

遊休不動産等 14  96   157   254 

総計 26  934   1,152   2,086 

   (3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計

上額の固定資産の種類ごとの内訳 

 

用途
件数 

（件）

種類

合計 

（百万円）土地 

（百万円）

建物その他 

（百万円）

賃貸用不動産等 4  111   334   446 

遊休不動産等 15  261   277   538 

総計 19  373   611   985 

   (4) 回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額は、賃貸用不動産等については使

用価値または正味売却価額を、遊休不動産等につ

いては正味売却価額を適用し、それぞれ処分費用

見込額を控除して算定しております。 

 なお、正味売却価額については、売却予定額、

不動産鑑定評価基準(国土交通省 平成14年７月

３日全部改正)による評価額、または公示価格を

基準とした評価額によっております。 

 また、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを5.6％で割り引いて算定しております。  

   (4) 回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額は、賃貸用不動産等については使

用価値または正味売却価額を、遊休不動産等につ

いては正味売却価額を適用し、それぞれ処分費用

見込額を控除して算定しております。 

 なお、正味売却価額については、売却予定額、

不動産鑑定評価基準による評価額、または公示価

格を基準とした評価額によっております。 

 また、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを6.1％で割り引いて算定しております。  

※５ その他特別損失の主な内訳は、役員退職慰労引当

金繰入額の過年度相当額502百万円および執行役員

退職慰労金に係る退職給付引当金繰入額の過年度相

当額301百万円であります。 

―――――――
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 １ 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

   

(注) １ 普通株式の発行済株式総数の増加1,408,072株は、第三者割当による新株の発行による増加1,063,830株お

よび提出会社のＡ種株主からの取得請求(提出会社のＡ種株主が、提出会社がＡ種株式を取得するのと引換

えに普通株式を交付することを請求する手続き。以下同じ。)に伴う新株の発行による増加344,242株であ

ります。 

   ２ Ａ種株式の自己株式の株式数の増加172,121株は、提出会社のＡ種株主からの取得請求に伴う増加でありま

す。 

  

 ２ 新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

 ３ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

前連結会計年度末 
株式数(株) 

当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式 

普通株式 1,550,000 1,408,072 ― 2,958,072

Ａ種株式 1,084,000 ― ― 1,084,000

合計 2,634,000 1,408,072 ― 4,042,072

自己株式 

普通株式 172,725 ― ― 172,725

Ａ種株式 ― 172,121 ― 172,121

合計 172,725 172,121 ― 344,846

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 4,874 利益剰余金 1,750 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年６月28日 
定時株主総会 

Ａ種株式 3,191 利益剰余金 3,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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 当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 １ 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

   

  

 ２ 新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

 ３ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

前連結会計年度末 
株式数(株) 

当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式 

普通株式 2,958,072 ― ― 2,958,072

Ａ種株式 1,084,000 ― ― 1,084,000

合計 4,042,072 ― ― 4,042,072

自己株式 

普通株式 172,725 ― ― 172,725

Ａ種株式 172,121 ― ― 172,121

合計 344,846 ― ― 344,846

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 4,874 1,750 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年６月28日 
定時株主総会 

Ａ種株式 3,191 3,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 4,874 利益剰余金 1,750 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年６月27日 
定時株主総会 

Ａ種株式 3,191 利益剰余金 3,500 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

＜借主側＞ 

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

※１ 現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成19年３月31日現在)

現金および預貯金 155,443百万円

コールローン 100,000 〃

現金および現金同等物 255,443 〃

※１ 現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成20年３月31日現在)

現金および預貯金 229,444百万円

コールローン 84,000 〃

現金および現金同等物 313,444 〃

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額  

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

(百万円) (百万円) (百万円)

その他の
有形固定
資産    

121 32 88

合計 121 32 88

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額  

取得価額
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

(百万円) (百万円) (百万円)

その他の
有形固定
資産    

143 77 66

合計 143 77 66

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 40百万円

１年超 49 〃 

合計 89 〃

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 40百万円

１年超 27 〃 

合計 67 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

支払リース料 42百万円

減価償却費相当額 40 〃 

支払利息相当額 1 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

支払リース料 45百万円

減価償却費相当額 44 〃 

支払利息相当額 1 〃

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

１ 売買目的有価証券 

 
  

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
  （注） 上記満期保有目的の債券のほか、有価証券に準じた処理を行っている資産として、買入金銭債権(連結貸

借対照表計上額6,176百万円、時価6,229百万円)があります。 

  

３ 責任準備金対応債券で時価のあるもの 

 
  

Ⅰ 前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

815,529 14,044

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 

(1) 公社債 25,236 25,408 172

 ① 地方債 1,004 1,005 0

 ② 社債 24,232 24,403 171

(2) 外国証券 4,000 4,005 5

 ① 外国公社債 4,000 4,005 5

小計 29,236 29,414 177

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの 

(1) 公社債 1,409 1,397 △12

 ① 地方債 409 398 △10

 ② 社債 1,000 998 △1

(2) 外国証券 9,100 9,074 △25

 ① 外国公社債 9,100 9,074 △25

小計 10,509 10,472 △37

合計 39,746 39,886 139

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 

(1) 公社債 213,659 216,254 2,594

 ① 国債 104,128 105,408 1,279

 ② 地方債 23,512 23,789 277

 ③ 社債 86,018 87,056 1,038

小計 213,659 216,254 2,594

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの 

(1) 公社債 40,723 40,469 △253

 ① 国債 11,516 11,434 △82

 ② 地方債 16,697 16,630 △66

 ③ 社債 12,509 12,404 △104

(2) 外国証券 2,000 1,996 △3

 ① 外国公社債 2,000 1,996 △3

小計 42,723 42,465 △257

合計 256,382 258,720 2,337
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４ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  （注）１ 上記その他有価証券のほか、有価証券に準じた処理を行っている資産として、連結貸借対照表におい 

 て現金および預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価48,000百万円、連結貸借対照表計上額 

 48,000百万円)および買入金銭債権(取得原価26,790百万円、連結貸借対照表計上額26,640百万円)があ 

 ります。 

２ 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものを減損処理しており、その金額は62百万 

円であります。 

 なお、時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30％以 

上50％未満下落した銘柄のうち一定程度の信用状態に満たないと認められる銘柄については、時価が取 

得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。 

  

５ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

  

６ 当連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券 

該当事項はありません。 

  

７ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

(1) 公社債 1,003,174 1,013,053 9,878

 ① 国債 662,846 668,852 6,006

 ② 地方債 29,013 29,337 323

 ③ 社債 311,314 314,863 3,548

(2) 株式  330,518 665,084 334,566

(3) 外国証券 1,028,181 1,109,558 81,377

 ① 外国公社債 730,776 792,014 61,238

 ② 外国その他証券 297,404 317,543 20,139

(4) その他の証券 126,326 148,247 21,921

小計 2,488,200 2,935,944 447,743

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

(1) 公社債 923,826 914,364 △9,461

 ① 国債 637,892 632,800 △5,092

 ② 地方債 12,360 12,314 △46

 ③ 社債 273,574 269,250 △4,323

(2) 株式 69,924 53,965 △15,959

(3) 外国証券 201,049 195,491 △5,557

 ① 外国公社債 194,138 188,625 △5,512

 ② 外国その他証券 6,910 6,865 △45

(4) その他の証券 44,846 43,686 △1,159

小計 1,239,647 1,207,508 △32,138

合計 3,727,848 4,143,453 415,605

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

1,158,719 74,692 14,478

─ 116 ─



    

８ 時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額 

 
  

９ その他有価証券のうち満期があるものならびに満期保有目的の債券および責任準備金対応債券

の今後の償還予定額 

 
  

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 162,421

(1) 非上場国内株式 62,800

(2) 非上場外国株式(店頭売買株式を除く) 90,600

(3) 外国その他証券 1,593

(4) その他の証券 7,427

１年以内 
(百万円)

１年超
５年以内 
(百万円)

５年超
10年以内 
(百万円)

10年超 
(百万円)

(1) 公社債 33,609 617,035 728,198 829,603

 ① 国債 7,816 478,196 492,559 438,725

 ② 地方債 － 14,038 37,641 31,594

 ③ 社債 25,793 124,800 197,996 359,283

(2) 外国証券 41,236 127,822 490,855 335,825

 ① 外国公社債 41,236 127,822 490,855 335,825

合計 74,846 744,858 1,219,053 1,165,429
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１ 売買目的有価証券 

 
  

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
  （注） 上記満期保有目的の債券のほか、買入金銭債権(連結貸借対照表計上額6,085百万円、時価6,431百万円)

があります。 

  

３ 責任準備金対応債券で時価のあるもの 

 
  

Ⅱ 当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

783,733 △81,820

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 

(1) 公社債 34,136 34,973 837

 ① 地方債 3,026 3,102 75

 ② 社債 31,109 31,871 761

(2) 外国証券 1,100 1,113 13

 ① 外国公社債 1,100 1,113 13

小計 35,236 36,087 850

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの 

(1) 公社債 2,409 2,399 △9

 ① 地方債 409 401 △8

 ② 社債 2,000 1,998 △1

(2) 外国証券 31,481 30,358 △1,123

 ① 外国公社債 31,481 30,358 △1,123

小計 33,891 32,757 △1,133

合計 69,127 68,844 △282

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 

(1) 公社債 572,561 584,775 12,213

 ① 国債 325,753 331,021 5,267

 ② 地方債 84,435 86,042 1,606

 ③ 社債 162,372 167,711 5,339

小計 572,561 584,775 12,213

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの 

(1) 公社債 114,344 113,463 △880

 ① 国債 48,802 48,596 △205

 ② 地方債 26,485 26,204 △280

 ③ 社債 39,057 38,662 △394

(2) 外国証券 9,000 7,986 △1,013

 ① 外国公社債 9,000 7,986 △1,013

小計 123,344 121,449 △1,894

合計 695,905 706,224 10,319
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４ その他有価証券で時価のあるもの 

 
（注）１ 上記その他有価証券のほか、連結貸借対照表において現金および預貯金として表示している譲渡性預

金(取得原価104,000百万円、連結貸借対照表計上額104,000百万円)および買入金銭債権(取得原価30,112

百万円、連結貸借対照表計上額30,719百万円)があります。 

２ 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものを減損処理しており、その金額は25,178

百万円であります。 

 なお、時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30％以

上50％未満下落した銘柄のうち一定程度の信用状態に満たないと認められる銘柄については、時価が取

得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。 

  

５ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

  

６ 当連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券 

該当事項はありません。 

  

７ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

(1) 公社債 1,395,816 1,431,332 35,516

 ① 国債 914,092 939,392 25,299

 ② 地方債 40,530 41,636 1,105

 ③ 社債 441,192 450,303 9,110

(2) 株式  242,420 399,136 156,716

(3) 外国証券 253,359 273,704 20,344

 ① 外国公社債 219,273 235,054 15,781

 ② 外国その他証券 34,086 38,649 4,563

(4) その他の証券 8,491 9,026 535

小計 1,900,087 2,113,199 213,112

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

(1) 公社債 306,006 301,691 △4,314

 ① 国債 162,344 160,202 △2,141

 ② 地方債 1,995 1,992 △3

 ③ 社債 141,667 139,496 △2,170

(2) 株式 128,144 103,045 △25,098

(3) 外国証券 743,113 668,550 △74,563

 ① 外国公社債 351,875 320,555 △31,320

 ② 外国その他証券 391,238 347,994 △43,243

(4) その他の証券 190,505 157,325 △33,180

小計 1,367,770 1,230,612 △137,157

合計 3,267,857 3,343,812 75,954

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

922,852 83,402 5,751
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８ 時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額 

 
  

９ その他有価証券のうち満期があるものならびに満期保有目的の債券および責任準備金対応債券

の今後の償還予定額 

 
  

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 173,294

(1) 非上場国内株式 61,447

(2) 非上場外国株式(店頭売買株式を除く) 102,600

(3) 外国その他証券 1,140

(4) その他の証券 8,106

１年以内 
(百万円)

１年超
５年以内 
(百万円)

５年超
10年以内 
(百万円)

10年超 
(百万円)

(1) 公社債 143,358 528,714 670,960 1,113,443

 ① 国債 113,961 366,747 389,864 603,577

 ② 地方債 1,960 11,245 55,797 88,981

 ③ 社債 27,435 150,721 225,297 420,884

(2) 外国証券 37,565 88,763 278,520 192,340

 ① 外国公社債 37,565 88,763 278,520 192,340

合計 180,923 617,478 949,481 1,305,783
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(金銭の信託関係) 

１ 運用目的の金銭の信託 

   該当事項はありません。 

  

２ 運用目的以外の金銭の信託 

 取得原価をもって連結貸借対照表に計上している預金と同様の性格を持つ合同運用の指定金銭信託が

200百万円あります。 

  

１ 運用目的の金銭の信託 

   該当事項はありません。 

  

２ 運用目的以外の金銭の信託 

 取得原価をもって連結貸借対照表に計上している預金と同様の性格を持つ合同運用の指定金銭信託が

200百万円あります。 

  

Ⅰ 前連結会計年度(平成19年３月31日)

Ⅱ 当連結会計年度(平成20年３月31日)
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) (自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

(1) 取引の内容 (1) 取引の内容 

当連結会計年度に当社が利用した主なデリバティブ

取引は次の取引です。 

当連結会計年度に当社が利用した主なデリバティブ

取引は次の取引であります。 

① 株式関連 ① 株式関連 

・国内株式について、株価指数先物取引、株価指数

オプション取引、個別株券オプション取引を利用

しております。 

同左

② 債券関連 ② 債券関連 

・円建債券について、債券先物取引、債券オプショ

ン取引を利用しております。 

同左 

・外貨建債券について、債券オプション取引を利用

しております。 

③ 通貨関連 ③ 通貨関連 

・外貨建資産について、為替予約取引を利用してお

ります。 

同左 

④ 金利関連 ④ 金利関連 

・貸付金について、金利スワップ取引を利用してお

ります。 

・貸付金について、金利スワップ取引を利用してお

ります。 

・円建債券について、金利スワップ取引を利用して

おります。 
――――――― ⑤ その他 

・円建債券について、クレジットデリバティブ取引

を利用しております。 

・外貨建債券について、クレジットデリバティブ取

引を利用しております。 

(2) 取組方針と利用目的 (2) 取組方針と利用目的 

当社は、会社資産の市場リスクおよび変額個人年金

保険に係る最低保証リスクのヘッジやコントロールを

目的とし、デリバティブ取引を利用しております。 

同左

ポートフォリオの市場リスクに対応する手段として

は、現物資産のアセットアロケーションを機動的に行

っておりますが、現物資産の流動性の制約、市場への

影響を考慮し、これを補完する目的でデリバティブ取

引を利用しております。 

また、当社では、市場関連リスク管理規則に基づ

き、一部ヘッジ目的以外に、運用収益獲得を補完する

目的でデリバティブ取引を利用しております。 

なお、当社では、次の取引についてヘッジ会計を適

用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

原則として、繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、貸付金をヘッジ対象とした金利スワップ

で特例処理の要件を満たしている場合は特例処理

を、外貨建定期預金をヘッジ対象とした為替予約で

振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採

用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
  (ヘッジ手段)   (ヘッジ対象) 
   金利スワップ   貸付金 
   為替予約     外貨建定期預金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

貸付金に対する金利変動リスクおよび外貨建定期

預金に対する為替変動リスクを一定の範囲内でヘッ

ジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) (自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計を比較する比率分析により、ヘッジの有効性を

評価しております。なお、特例処理を採用している金

利スワップおよび振当処理を採用している為替予約に

ついては、有効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(3) 取引に係るリスクの内容 

デリバティブ取引上の主要なリスクとして次のリスク

があります。 

・「市場リスク」：金利・株価・為替等、市場相場の

変動により損失を被るリスク 

・「信用リスク」：取引相手先のデフォルトによる契

約の不履行、もしくは、クレジットデリバティブの

参照企業の信用状態の変化により損失を被るリスク

(3) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(4) 取引に係るリスク管理体制 (4) 取引に係るリスク管理体制 

当社では取引実行部門とリスク管理担当部門を分離独

立させ、相互牽制機能が発揮できる体制を確立するとと

もに、社内規程においてデリバティブ取引に関する運

行・報告ルールを定め、ルールに基づいた実行・管理を

行っています。 

当社では取引実行部門とリスク管理担当部門を分離独

立させ、相互牽制機能が発揮できる体制を確立するとと

もに、社内規程においてデリバティブ取引に関する運

行・報告ルールを定め、ルールに基づいた実行・管理を

行っております。 

実行部門におけるデリバティブ取引方針は、月次の資

産運用計画で決裁され、原則として当該範囲内で実行さ

れるほか、ポジション管理資料等により、上部権限者や

リスク管理担当者への報告を行う体制としています。 

実行部門におけるデリバティブ取引方針は、月次の資

産運用計画で決裁され、原則として当該範囲内で実行さ

れるほか、ポジション管理資料等により、上部権限者や

リスク管理担当者への報告を行う体制としております。

一方、リスク管理部門は、リスク管理に関する会議体

(資産運用リスク管理会議、市場関連リスク管理分会、

信用リスク管理分会)を設置し、個々のデリバティブ取

引や現物とデリバティブ取引を合わせたポジション・含

み損益等を報告し、規程内の運行が行われているか確認

を行う体制としています。また、内部監査部門が規定遵

守状況の確認を行う体制としています。 

一方、リスク管理部門は、リスク管理に関する会議体

(資産運用リスク管理会議、市場関連リスク管理分会、

信用リスク管理分会等)を設置し、個々のデリバティブ

取引や現物とデリバティブ取引を合わせたポジション・

含み損益等を報告し、規程内の運行が行われているか確

認を行う体制としております。また、内部監査部門が規

定遵守状況の確認を行う体制としております。 

(5) 取引の時価等に関する補足説明 (5) 取引の時価等に関する補足説明 

各表の「契約額等」は、デリバティブ取引における契

約額、もしくは想定元本であり、当該金額がデリバティ

ブ取引に関するリスク量を表すものではありません。 

各表の「契約額等」は、デリバティブ取引における契

約額、もしくは想定元本であり、当該金額がデリバティ

ブ取引に関するリスク量を表すものではありません。 

また、ヘッジ目的のデリバティブ取引の大部分はヘッ

ジ会計非適用です。各表の「評価損益」のうちヘッジコ

ストを除く部分は、現物資産に計上される「実現損

益」、「評価損益」ならびに「評価差額」と減殺されま

す。 

また、ヘッジ目的のデリバティブ取引の大部分はヘッ

ジ会計非適用であります。各表の「評価損益」のうちヘ

ッジコストを除く部分は、現物資産に計上される「実現

損益」、「評価損益」ならびに「評価差額」と減殺され

ます。 
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２ 取引の時価等に関する事項 

  デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 

(1) 通貨関連 

 

 
  

(2) 金利関連 

 

 
  

区分 取引の種類

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

契約額等 
(百万円)

うち１年超
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

契約額等 
(百万円)

うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引 
以外の取引

為替予約 

売建 605,887 － 612,842 △6,955 269,449 － 263,330 6,119 

アメリカドル 319,846 － 319,197 648 170,885 － 164,170 6,714 

ユーロ 285,970 － 293,572 △7,602 98,549 － 99,144 △595 

その他の通貨 70 － 72 △1 15 － 14 0 

買建 1,394 － 1,418 23 49 － 49 △0 

アメリカドル 722 － 728 6 － － － － 

ユーロ 546 － 564 17 23 － 23 △0 

オーストラリアドル － － － － 9 － 8 △0 

スイスフラン 58 － 57 △0 9 － 10 0 

シンガポールドル － － － － 7 － 7 △0 

その他の通貨 67 － 66 △0 － － － － 

合 計 － － － △6,931 － － － 6,119 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日)

(注)  時価の算定方法  
  連結会計年度末の先物相場を使用して
おります。 

(注) １  時価の算定方法 
同左  

   
 ２  為替予約の買建のうち、オースト

ラリアドルについては、契約額等に
占める当該通貨の比率が高まったこ
とから、当連結会計年度より区分掲
記しております。 
  なお、前連結会計年度において
は、当該通貨はその他の通貨に含め
ており、その内容は次のとおりであ
ります。 
  オーストラリアドル 
    契約額   16百万円 
    時価      17百万円 
    評価損益  ０百万円 

区分 取引の種類

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

契約額等
(百万円)

うち１年超
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等 
(百万円)

うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引 
以外の取引

金利スワップ 

固定金利受取／変動金利支
払 

35,300 35,300 △95 △95 45,650 37,650 459 459 

合 計 － － － △95 － － － 459 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(平成20年３月31日)

(注)  時価の算定方法 
 取引先金融機関から入手した価格等に
基づき算定しております。  

(注)  時価の算定方法 
 取引先金融機関から入手した価格に基
づき算定しております。  
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金利スワップ残存期間別残高 

 

 
  

 

 
  

前連結会計年度(平成19年３月31日) 

区 分 １年以下
１年超 ５年超

10年超 合計
５年以下 10年以下

受取側固定スワップ想定元本(百万円) ― 26,300 9,000 ― 35,300 

平均受取固定金利(％) ― 1.23 1.52 ― 1.30 

平均支払変動金利(％) ― 0.71 0.80 ― 0.73 

支払側固定スワップ想定元本(百万円) ― ― ― ― ― 

平均受取変動金利(％) ― ― ― ― ― 

平均支払固定金利(％) ― ― ― ― ― 

合 計(百万円) ― 26,300 9,000 ― 35,300 

当連結会計年度(平成20年３月31日) 

区 分 １年以下
１年超 ５年超

10年超 合計
５年以下 10年以下

受取側固定スワップ想定元本(百万円) 8,000 27,650 10,000 ― 45,650 

平均受取固定金利(％) 1.18 1.37 1.67 ― 1.40 

平均支払変動金利(％) 0.99 1.17 1.11 ― 1.12 

支払側固定スワップ想定元本(百万円) ― ― ― ― ― 

平均受取変動金利(％) ― ― ― ― ― 

平均支払固定金利(％) ― ― ― ― ― 

合 計(百万円) 8,000 27,650 10,000 ― 45,650 
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(3) 株式関連 

 

 
  

区分 取引の種類

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

契約額等 
(百万円)

うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

契約額等 
(百万円)

うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引

株価指数先物 

売建 ― ― ― ― 1,568 ― 1,519 48 

買建 2,349 ― 2,437 88 51 ― 48 △2

市場取引 
以外の取引

株価指数先渡

売建 ― ― ― ― 5,065 ― 5,353 △287 

株価指数オプション 

売建 

コール 14,326 ― 24,041 ― 

(956) 1,149 △192 (1,976) 478 1,497

買建 

コール 15,354 4,128 4,128 ― 

(910) 988 77 (232) 0 △231

プット 97,490 44,023 83,368 59,327 

(15,681) 11,676 △4,004 (19,829) 29,581 9,751

その他 10,000 5,000 487 487 5,000 ― 65 65

合 計 ― ― ― △3,544 ― ― ― 10,841

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

(注) １  ( )内にはオプション料を記載し
ております。 

(注) １     同左 
  

２   時価の算定方法 
 市場取引については、取引を行っ
た取引所の清算価格、市場取引以外
の取引については、取引先金融機関
から入手した価格等に基づき算定し
ております。  

２   時価の算定方法 
 市場取引については、取引を行っ
た取引所の清算価格、市場取引以外
の取引については、取引先金融機関
から入手した価格に基づき算定して
おります。  
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(4) 債券関連 

 

 
  

区 分 取引の種類

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

契約額等 
(百万円)

うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

契約額等 
(百万円)

うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引 
以外の取引

債券オプション 

売建 

コール ― ― 2,583 ― 

(―) ― ― (33) 29 3 

プット ― ― 9,209 ― 

(―) ― ― (41) 64 △23 

買建 

コール ― ― 9,209 ― 

(―) ― ― (41) 7 △34 

プット ― ― 2,583 ― 

(―) ― ― (33) 10 △22 

合 計 ― ― ― ― ― ― ― △76 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

――――――― (注) １  ( )内にはオプション料を記載し
ております。 

２   時価の算定方法 
 取引先金融機関から入手した価格
に基づき算定しております。  
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(5) その他 

 

 

 
  

区 分 取引の種類

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成19年３月31日) (平成20年３月31日)

契約額等 
(百万円)

うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

契約額等 
(百万円)

うち１年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引 
以外の取引

クレジット・デフォルト・
スワップ 

プロテクション売建 ― ― ― ― 45,931 45,931 △21,307 △21,307 

合 計 ― ― ― ― ― ― ― △21,307 

前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

(注) １  時価の算定方法 
 取引先金融機関から入手した価格
等に基づき算定しております。 

(注)    時価の算定方法 
 取引先金融機関から入手した価格
に基づき算定しております。 

２   連結財務諸表作成のための基本と
なる重要な事項(４ 会計処理基準に
関する事項 (1)重要な資産の評価基
準および評価方法 ①有価証券)に記
載のとおり、当連結会計年度より
「その他の複合金融商品(払込資本を
増加させる可能性のある部分を含ま
ない複合金融商品)に関する会計処
理」(企業会計基準委員会 平成18年
３月30日 企業会計基準適用指針第
12号)を適用しております。これに伴
い、従来、複合金融商品に組み込ま
れたデリバティブ(以下、組込デリバ
ティブという。)は、上表に含めて記
載しておりましたが、当連結会計年
度より、現物の金融資産と一体処理
することとした組込デリバティブに
ついては、上表に含めないこととい
たしました。 
  なお、上表に含めないこととした
組込デリバティブの内容は、次のと
おりであります。 

          

  ―――――――
        

区 分 取引の種類

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

契約額等 
（百万円）

うち１年超 
（百万円）

時価 
（百万円）

評価損益 
（百万円）

市場取引 
以外の取引

クレジット・デフォルト・
スワップ 

プロテクション売建 105,567 83,317 44 44 

その他 41,000 41,000 △426 △426 
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(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

提出会社は、確定給付型の制度として、営業職員等については退職一時金制度および自社年金制度

を、年金受給権者については適格退職年金制度から移行した閉鎖年金制度を設けております。 

総合職等については、確定拠出年金制度および退職金前払制度を設けております。 

連結子会社のうちエムエルアイ・システムズ(株)は、退職一時金制度および確定拠出年金制度を設け

ており、それ以外の連結子会社は退職一時金制度を設けております。 

  

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

 
  

 
  

前連結会計年度
(平成19年３月31日) 

(百万円)

当連結会計年度
(平成20年３月31日) 

(百万円)

イ 退職給付債務 △84,981 △84,137

ロ 年金資産 16,191 14,463

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △68,789 △69,674

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 26,689 17,792

ホ 未認識数理計算上の差異 5,655 7,250

ヘ 未認識過去勤務債務(債務の減額) △740 ―

ト 退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △37,184 △44,630

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

（注） 提出会社の執行役員、内務担当職

等および連結子会社は、退職給付債

務の算定にあたり、簡便法を採用し

ております。 

 なお、執行役員については、当連

結会計年度より、退職給付債務の計

算対象に含めております。 

（注） 提出会社の内務担当職等および連

結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しておりま

す。 
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３ 退職給付費用に関する事項 

  

 
  

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度

(百万円)

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

(百万円)

イ 勤務費用             （注）１ 1,768 1,068

ロ 利息費用 2,157 2,101

ハ 期待運用収益 △475 △485

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 8,896 8,896

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 5,070 2,693

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △740 △740

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 16,677 13,534

チ その他              （注）２ 1,843 1,910

計(ト＋チ) 18,521 15,445

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

（注）１ 簡便法を採用している提出会社

の執行役員、内務担当職等および

連結子会社の退職給付費用は、

「勤務費用」に含めて計上してお

ります。 

（注）１ 簡便法を採用している提出会社

の内務担当職等および連結子会社

の退職給付費用は、「勤務費用」

に含めて計上しております。 

   ２ その他は、確定拠出年金制度お

よび退職金前払制度等に係るもの

であります。 

  ２     同左

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準およびポイント基準 同左 

ロ 割引率 2.5％ 同左 

ハ 期待運用収益率(年金資産) 3.0％ 同左 

ニ 会計基準変更時差異の処理年数 10年 同左 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 ５年 

 (発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法によりそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理しており

ます。) 

同左 

ヘ 過去勤務債務の処理年数 ５年 

 (発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による

定額法により費用処理しておりま

す。) 

同左 
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(税効果会計関係) 

  

 
  

(平成19年３月31日) 
前連結会計年度

(平成20年３月31日) 
当連結会計年度

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

 

繰延税金資産 

減損損失等 28,931百万円

退職給付引当金 13,438 〃

保険契約準備金 12,456 〃

税務上の繰越欠損金 9,051 〃

価格変動準備金 5,309 〃

保険金等追加支払引当金 3,021 〃

貸倒引当金 1,737 〃

ソフトウェア 1,733 〃

有価証券評価損 1,657 〃

未払賞与 1,456 〃

その他 2,609 〃

繰延税金資産小計 81,404 〃

評価性引当額 △29,611 〃

繰延税金資産合計 51,792 〃

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △127,288百万円

未収株式配当金 △1,626 〃

有価証券の繰延ヘッジの中止 △1,101 〃

その他 △2,231 〃

繰延税金負債合計 △132,249 〃

繰延税金負債の純額 △80,456 〃    

繰延税金資産

減損損失等 27,869百万円

保険契約準備金 16,533 〃

退職給付引当金 15,850 〃

有価証券評価損 10,599 〃

複合金融商品区分処理移行 
関連損益 

 8,464 〃

価格変動準備金 6,245 〃

ソフトウェア 1,806 〃

未払賞与 1,574 〃

貸倒引当金 1,295 〃

保険金等追加支払引当金 501 〃

その他 2,210 〃

繰延税金資産小計 92,950 〃

評価性引当額 △42,404 〃

繰延税金資産合計 50,546 〃

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △31,259百万円

未収株式配当金 △1,802 〃

その他 △2,528 〃

繰延税金負債合計 △35,591 〃

繰延税金資産の純額 14,954 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 

法定実効税率 36.1％

(調整) 

評価性引当額の減少 △6.9〃

 交際費の損金不算入額 0.9〃

 住民税均等割 0.5〃

 その他 1.7〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.3〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 36.1％

(調整)

評価性引当額の増加 167.0〃

交際費の損金不算入額 3.8〃

住民税均等割 2.8〃

その他 △1.9〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 207.8〃
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社および連結子会社は生命保険事業以外に開示の対象とすべきセグメントがないため、事業

の種類別セグメント情報の開示を省略しております。 

なお、投資事業は生命保険事業の一環として行っており、独立したセグメントではありませ

ん。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

同上 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

同上 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高(経常収益)が連結売上高(経常収益)の10％未満のため、海外売上高の記載を省略し

ております。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

同上 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

親会社および法人主要株主等 

 
（注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ コールローンの取引金額には、日々平均残高を記載しております。なお、取引条件は市場金利等を勘案し

て合理的に決定しております。 

３ 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

４ 為替予約の取引金額には、期中の契約額の累計を記載しております。また、期末残高には、期末に残存す

る契約額を記載しております。 

 なお、取引条件は、契約時の為替相場等に基づき合理的に決定しております。 

５ 資金の借入については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

６ 代理店手数料は、他社との競合等を勘案して保険商品毎に合理的に設定した手数料率によっております。 

７ 前事業年度末現在主要株主であった中央三井信託銀行株式会社は、第三者割当増資および当社のＡ種株主

からの取得請求(当社のＡ種株主が、当社がＡ種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求

する手続き。)に伴い、議決権の被所有割合が低下したため、平成18年９月15日付で主要株主ではなくなって

おります。このため、中央三井信託銀行株式会社との取引について、取引金額は平成18年４月１日から平成

18年９月14日までの金額を、期末残高は平成18年９月14日現在の金額をそれぞれ記載しております。 

８ 当社は当連結会計年度末現在、株式会社三井住友銀行の持株会社である株式会社三井住友フィナンシャル

グループの議決権を0.03％、中央三井信託銀行株式会社の持株会社である三井トラスト・ホールディングス

株式会社の議決権を1.53％、それぞれ直接保有しております。 

  

役員および個人主要株主等 

 
（注）１ 原則として、取引時点での職業を記載しております。 

      ２ 本人負担額として、１百万円を徴収しております。なお、平成19年３月において当該取引は解消しており

ます。 

      ３ 役員就任以前に行った取引であり、当社従業員の福利厚生制度である「住宅資金貸付規程」による資金貸

付（実行日 昭和62年10月）であります。 

      ４ 役員就任以前に行った取引であり、当社従業員の福利厚生制度である「住宅資金貸付規程」による資金貸

付（実行日 平成４年１月）であります。 

  

属性
会社等の 

名称
住所

資本金 
（百万円）

事業の内容又は職業
議決権等の所

有・被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）役員の 

兼任等
事業上 
の関係

法人株式会社三 東京 664,986 銀行業 (被所有) 転籍 取引 コールローン（注）２ 25,400 コール －

主要井住友銀行 都千 直接 14.89 ３人 銀行 ローン

株主 代田 間接 0.00 コールローン利息の受取（注）２ 44その他資産 －

区 (所有） 資金の貸付（注）３ － 貸付金 65,000

なし（注）８ 貸付金利息の受取（注）３ 1,995その他資産 592

為替予約 買建（注）４ 888,496 － 707

為替予約 売建（注）４ 908,862 － 289,500

資金の借入（注）５ －その他負債 125,000

借入金利息の支払（注）５ 5,158その他負債 740

代理店手数料（注）６ 3,374その他負債 533

法人中央三井信 東京 358,173 銀行業 (被所有) － 取引 資金の貸付（注）３ － 貸付金 90,000

主要託銀行株式 都港 直接 7.68 銀行 貸付金利息の受取（注）３ 1,321その他資産 1,096

株主会社 区 (所有）

（注）７ なし（注）８ 

属性
会社等の 

名称
住所

資本金 
（百万円）

事業の内容又は職業
議決権等の所

有・被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額 

（百万円）
科目

期末残高 
（百万円） （注）１ 役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員 西村博 － － 当社代表取締役社長執行役員 (被所有) － － 借上社宅家賃会社負担額（注）２ 1 － －

直接 0.00

役員 山本幸央 － － 当社常務執行役員 (被所有) － － 資金の貸付（注）３ － 貸付金 3

直接 0.00

役員 星田繁和 － － 当社常務執行役員 (被所有) － － 資金の貸付（注）４ － 貸付金 14

直接 0.00
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

親会社および法人主要株主等 

 
（注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ コールローンの取引金額には、日々平均残高を記載しております。なお、取引条件は市場金利等を勘案し

て合理的に決定しております。 

３ 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

４ 為替予約の取引金額には、期中の契約額の累計を記載しております。また、期末残高には、期末に残存す

る契約額を記載しております。 

 なお、取引条件は、契約時の為替相場等に基づき合理的に決定しております。 

５ 資金の借入については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

６ 代理店手数料は、他社との競合等を勘案して保険商品毎に合理的に設定した手数料率によっております。 

７ 当社は当連結会計年度末現在、株式会社三井住友銀行の持株会社である株式会社三井住友フィナンシャル

グループの議決権の0.04％を直接保有しております。 

  

役員および個人主要株主等 

 
（注）１ 原則として、取引時点での職業を記載しております。 

      ２ 役員就任以前に行った取引であり、当社従業員の福利厚生制度である「住宅資金貸付規程」による資金貸

付（実行日 昭和62年10月）であります。 

      ３ 役員就任以前に行った取引であり、当社従業員の福利厚生制度である「住宅資金貸付規程」による資金貸

付（実行日 平成４年１月）であります。 

      ４ 本人負担額として、０百万円を徴収しております。 

  

属性
会社等の 

名称
住所

資本金 
（百万円）

事業の内容又は職業
議決権等の所

有・被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高
（百万円）役員の 

兼任等
事業上 
の関係

法人 株式会社三 東京 664,986 銀行業 (被所有) 転籍 取引 コールローン（注）２ 35,978 コール 46,000

主要 井住友銀行 都千 直接 14.89 ３人 銀行 ローン

株主 代田 間接 0.00 コールローン利息の受取（注）２ 178その他資産 0

区 (所有） 資金の貸付（注）３ － 貸付金 60,000

なし（注）７ 貸付金利息の受取（注）３ 1,910その他資産 503

為替予約 買建（注）４ 415,361 － 9

為替予約 売建（注）４ 353,423 － 140,226

資金の借入（注）５ －その他負債 125,000

借入金利息の支払（注）５ 5,218その他負債 781

代理店手数料（注）６ 2,385その他負債 208

属性
会社等の 

名称
住所

資本金 
（百万円）

事業の内容又は職業
議決権等の所

有・被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額 

（百万円）
科目

期末残高 
（百万円） （注）１ 役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員 山本幸央 － － 当社常務執行役員 (被所有) － － 資金の貸付（注）２ － 貸付金 2

直接 0.00

役員 星田繁和 － － 当社常務執行役員 (被所有) － － 資金の貸付（注）３ － 貸付金 8

直接 0.00

役員 山下亨 － － 当社常務執行役員 (被所有) － － 借上社宅家賃会社負担額（注）４ 1 － －

直接 0.00
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(開示対象特別目的会社関係) 

当社は、不動産投資リスクの減少を目的として、平成15年２月に不動産の流動化を実施しておりま

す。当該不動産の流動化にあたり、特別目的会社(「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105

号)」第２条第３項に規定する特定目的会社)を利用しております。当該流動化は、当該不動産に対し

て管理処分信託を設定することにより取得した信託受益権を当該特別目的会社に譲渡し、当社は、譲

渡した資産を裏付けとして当該特別目的会社が社債の発行および借入れによって調達した資金を売却

代金として受領しております。 

当社は、当該流動化において譲渡した不動産の一部を賃借しており、また、当該特別目的会社が発

行した優先出資証券の一部を保有しております。 

なお、優先出資証券については、すべて回収する予定であり、当連結会計年度末現在、将来の損失

負担の可能性はないと判断しております。 

これまで流動化を行い、当連結会計年度末において取引残高のある特別目的会社は１社であり、直

近の決算日(平成19年４月期)における資産総額は80,601百万円、負債総額は69,765百万円でありま

す。 

なお、当該特別目的会社については、当社および連結子会社は議決権のある出資等は有しておら

ず、役員や従業員の派遣もありません。 

当連結会計年度における当該特別目的会社との取引金額等は、次のとおりであります。 
 

(注) １ 優先出資の金額は、当連結会計年度末残高を記載しております。 

  なお、優先出資に係る受取配当金は「利息および配当金等収入」に計上しております。 

２ 当社は、譲渡した不動産の一部を賃借しており、賃借料は、「事業費」に計上しております。 

  なお、当該不動産は、平成19年11月30日に当該特別目的会社から第三者に売却されているため、賃借料

には、平成19年４月１日から平成19年11月30日までの期間の金額を記載しております。 

主な取引の金額または
当連結会計年度末残高 

(百万円)

主な損益

項目 金額(百万円)

優先出資（注）１ 3,750 受取配当金 1,276

不動産賃借取引（注）２ ― 賃借料 1,918
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(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。なお、Ａ種株式については普通株式と同

等の株式として取り扱っており、Ａ種株式の期末株式数に当該株式の調整比率２を乗じた株式数を含めて

算定しております。 

 
２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、次のとおりであります。なお、

Ａ種株式については普通株式と同等の株式として取り扱っており、Ａ種株式の期中平均株式数に当該株式

の調整比率２を乗じた株式数を含めて算定しております。 

 
３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記 

載しておりません。なお、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含 

まれなかった潜在株式の概要は、次のとおりであります。 

 
    Ａ種株式の内容については、第４［提出会社の状況］１［株式等の状況］(1)［株式の総数等］②［発行済

株式］に記載のとおりであります。 

  

項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

１株当たり純資産額 120,631円26銭 79,766円39銭

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) 6,471円63銭 △1,835円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ─ ─

項目
(平成19年３月31日) 
前連結会計年度

(平20年３月31日) 
当連結会計年度

純資産の部の合計額(百万円) 557,850 369,282

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円) 

1,848 1,630

普通株式および普通株式と同等の株式に係る
期末の純資産額(百万円) 

556,002 367,651

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式および普通株式と同等の株式の数
(株) 

4,609,105 4,609,105

項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 26,678 △8,458

普通株主および普通株主と同等の株主に帰属
しない金額(百万円) 

― ―

普通株式および普通株式と同等の株式に係る
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 

26,678 △8,458

普通株式および普通株式と同等の株式の期中
平均株式数(株) 

4,122,366 4,609,105

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

 潜在株式の種類 Ａ種株式  潜在株式の種類 Ａ種株式 

 潜在株式の数 

 (うち自己株式の数 

1,084,000株 

172,121株) 

 潜在株式の数 

 (うち自己株式の数 

1,084,000株 

172,121株) 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

平成20年５月30日開催の当社取締役会において、次のように株式分割による新株式の発行を行う

ことを決議しております。なお、本件決議事項に関しては、平成20年６月26日開催のＡ種株式に係

る種類株主総会および平成20年６月27日開催の普通株式に係る種類株主総会において、普通株式の

分割を決議し承認しております。 

１．平成20年７月16日付をもって普通株式１株を100株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式   292,849,128株 

(2) 分割方法 

  平成20年７月15日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有株式１株に

つき、100株の割合をもって分割します。 

  

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報およ

び当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ次のと

おりとなります。 

 
  

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産額 1,206円31銭 １株当たり純資産額 797円66銭

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失(△) 64円72銭 

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失(△) △18円35銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 ― 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 ― 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 本表記載の借入金およびその他の有利子負債(債券貸借取引受入担保金)は、連結貸借対照表のその他負債

に含まれております。 

２ 平均利率は、当連結会計年度末現在の加重平均利率を記載しております。 

３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の返済期限は、期限の定めのあるものについて記載してお

ります。 

４ 長期借入金の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。 

 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率 
(％)

返済期限

短期借入金 ─ ─ ─ ─

１年以内に返済予定の長期借入金 1 0 5.81 ─

１年以内に返済予定のリース債務 ─ ─ ─ ─

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) 165,505 165,504 4.19 
平成21年９月20日～
平成29年３月20日 

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) ─ ─ ─ ─ 

その他の有利子負債 
 債券貸借取引受入担保金(１年以内返済) 

125,275 190,420 0.57 ─ 

合計 290,782 355,925 ─ ─

１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超 
４年以内

４年超
５年以内

長期借入金(百万円) 0 0 0 0
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(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

２ 【財務諸表等】

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

(資産の部)

現金および預貯金 152,931 1.9 227,539 2.9

 現金 137 124 

 預貯金 152,794 227,415 

コールローン 100,000 1.2 84,000 1.1

買入金銭債権 38,900 0.5 36,804 0.5

金銭の信託 200 0.0 200 0.0

有価証券 
※1,2 
 3,4

5,422,359 66.6 5,070,591 64.8

 国債 1,542,456 1,608,743 

 地方債 92,892 163,503 

 社債 771,212 863,309 

 株式 920,800 671,033 

 外国証券 1,543,079 1,199,751 

 その他の証券 551,918 564,249 

貸付金 ※5,6  2,076,520 25.5 2,047,208 26.2

 保険約款貸付 128,713 119,987 

 一般貸付 1,947,807 1,927,221 

有形固定資産 ※7 244,760 3.0 241,644 3.1

 土地 153,956 152,487 

 建物 86,002 85,658 

 建設仮勘定 1,426 430 

 その他の有形固定資産 3,374 3,068 

無形固定資産 8,927 0.1 6,940 0.1

 ソフトウェア 7,173 5,897 

 その他の無形固定資産 1,754 1,043 

代理店貸 6 0.0 3 0.0

再保険貸 261 0.0 15 0.0

その他資産 107,625 1.3 94,614 1.2

 未収金 12,568 15,763 

 前払費用 1,103 1,064 

 未収収益 31,199 26,901 

 預託金 22,677 6,008 

 先物取引差金勘定 ― 1 

 金融派生商品 15,745 36,975 

 仮払金 3,286 3,269 

 その他の資産 21,044 4,630 

繰延税金資産 ― ― 17,106 0.2

貸倒引当金 △6,888 △0.1 △5,083 △0.1

  資産の部合計 8,145,605 100.0 7,821,585 100.0
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前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

(負債の部)

保険契約準備金 7,065,829 86.7 6,950,057 88.9

 支払備金 ※10 45,636 42,434 

 責任準備金 ※10 6,910,263 6,800,519 

 契約者配当準備金 ※11 109,929 107,103 

再保険借 282 0.0 276 0.0

その他負債 386,053 4.7 442,773 5.7

 債券貸借取引受入担保金 125,275 190,420 

 借入金 ※12 165,506 165,505 

 未払法人税等 216 10,206 

 未払金 31,142 15,651 

 未払費用 ※1 10,137 11,920 

 前受収益 5,262 4,724 

 預り金 5,615 5,684 

 預り保証金 11,470 11,646 

 先物取引差金勘定 81 12 

 借入有価証券 17,356 498 

 金融派生商品 10,598 23,222 

 仮受金 3,390 3,280 

退職給付引当金 36,973 0.5 44,404 0.6

役員退職慰労引当金 1,518 0.0 1,525 0.0

保険金等追加支払引当金 8,364 0.1 1,389 0.0

特別法上の準備金 14,700 0.2 17,300 0.2

 価格変動準備金 14,700 17,300 

繰延税金負債 78,718 1.0 ― ―

   負債の部合計 7,592,440 93.2 7,457,727 95.4

(純資産の部)

資本金 137,280 1.7 137,280 1.7

資本剰余金 137,536 1.7 137,536 1.8

 資本準備金 137,280 137,280 

 その他資本剰余金 256 256 

利益剰余金 60,666 0.7 42,987 0.5

 利益準備金 1,802 1,802 

 その他利益剰余金 58,864 41,184 

    価格変動積立金 32,516 32,516 

  不動産圧縮積立金 195 187 

  特別償却準備金 20 10 

  別途積立金 230 230 

  繰越利益剰余金 25,900 8,239 

自己株式 △8,601 △0.1 △8,601 △0.1

  株主資本合計 326,881 4.0 309,202 3.9

その他有価証券評価差額金 226,292 2.8 54,596 0.7

繰延ヘッジ損益 △7 △0.0 58 0.0

  評価・換算差額等合計 226,284 2.8 54,654 0.7

  純資産の部合計 553,165 6.8 363,857 4.6

  負債および 
  純資産の部合計 

8,145,605 100.0 7,821,585 100.0
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② 【損益計算書】 

  
 

  

前事業年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％)

経常収益 1,137,199 100.0 1,215,095 100.0

 保険料等収入 813,460 800,694 
  保険料 812,678 799,885 
  再保険収入 781 809 
 資産運用収益 288,249 258,347 
  利息および配当金等収入 178,616 172,957 
   預貯金利息 345 806 
   有価証券利息・配当金 124,219 117,533 
   貸付金利息 40,114 40,320 
   不動産賃貸料 12,428 12,197 
   その他利息配当金 1,508 2,101 
  金銭の信託運用益 0 0 
  有価証券売却益 ※2 74,025 83,160 
  有価証券償還益 30 ― 
  金融派生商品収益 ※6 ― 1,986 
  その他運用収益 117 242 
  特別勘定資産運用益 35,460 ― 
 その他経常収益 35,488 156,053 
  年金特約取扱受入金 656 503 
  保険金据置受入金 31,690 32,428 
    支払備金戻入額 ※7 ― 3,202 
  責任準備金戻入額 ※7 ― 109,743 
  保険金等追加支払引当金戻入額 ― 6,974 
  その他の経常収益 3,142 3,200 

経常費用 1,077,703 94.8 1,185,547 97.6

 保険金等支払金 748,692 806,679 
  保険金 312,606 349,962 
  年金 65,158 66,515 
  給付金 157,832 157,388 
  解約返戻金 193,623 211,614 
  その他返戻金 18,354 20,094 
  再保険料 1,117 1,104 
 責任準備金等繰入額 22,669 57 
  支払備金繰入額 ※7 1,234 ― 
  責任準備金繰入額 ※7 21,374 ― 
  契約者配当金積立利息繰入額 59 57 
 資産運用費用 115,899 196,070 
  支払利息 8,091 8,194 
  売買目的有価証券運用損 ※5 109 836 
  有価証券売却損 ※3 14,455 5,720 
  有価証券評価損 ※4 734 25,198 
  金融派生商品費用 ※6 68,121 ― 
    為替差損 12,652 81,391 
  貸倒引当金繰入額 2,472 ― 
  貸付金償却 412 7 
  賃貸用不動産等減価償却費 3,099 3,182 
  その他運用費用 5,750 6,556 
    特別勘定資産運用損 ― 64,981 
 事業費 113,992 119,673 
 その他経常費用 76,449 63,066 
  保険金据置支払金 41,207 40,581 
  税金 7,010 6,792 
  減価償却費 8,573 5,899 
  退職給付引当金繰入額 8,758 7,449 
  保険金等追加支払引当金繰入額 8,364 ― 
  その他の経常費用 2,534 2,345 

経常利益 59,496 5.2 29,547 2.4
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前事業年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％)

特別利益 4,808 0.4 3,882 0.3

 固定資産等処分益 ※8 4,714 1,826 

 貸倒引当金戻入額 ― 1,779 

 償却債権取立益 94 276 

特別損失 6,579 0.6 4,277 0.4

 固定資産等処分損 ※9 1,083 692 

 減損損失 ※10 2,086 985 

 価格変動準備金繰入額 2,600 2,600 

 財団法人三井生命 
 厚生事業団助成金 

10 ― 

 その他特別損失 ※11 799 ― 

契約者配当準備金繰入額 19,871 1.7 22,981 1.9

税引前当期純利益 37,853 3.3 6,171 0.5

法人税および住民税 216 0.0 14,697 1.2

法人税等調整額 11,765 1.0 1,087 0.1

当期純利益又は当期純損失(△) 25,871 2.3 △9,613 △0.8
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）１ 平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 

 ２ 平成19年３月決算手続によるものであります。 

  

株主資本

資 

本 

金

資本剰余金 利益剰余金

自 

己 

株 

式

株 

主 

資 

本 

合 

計

資 

本 

準 

備 

金

そ 

の 

他 

資 

本 

剰 

余 

金

資 

本 

剰 

余 

金 

合 

計

利 

益 

準 

備 

金

その他利益剰余金 利 

益 

剰 

余 

金 

合 

計

積価 

立格 

金変 

  動

団生財

助命団

成厚法

資生人

金事三

  業井

積不 

立動 

金産 

 圧 

 縮

準特 

備別 

金償 

 却

別 

途 

積 

立 

金

剰繰 

余越 

金利 

 益

平成18年３月31日残高 
(百万円) 

87,280 87,280 256 87,536 1,802 42,016 10 228 41 230 △9,535 34,794△8,601 201,009

事業年度中の変動額 

  新株の発行 50,000 50,000 50,000 100,000

 価格変動積立金の取崩 
 (注)１ 

△9,499 9,499 ― ―

 財団法人三井生命厚生 
 事業団助成資金の取崩 

△10 10 ― ―

 不動産圧縮積立金の取 
 崩(注)１ 

△24 24 ― ―

 不動産圧縮積立金の取 
 崩(注)２ 

△8 8 ― ―

 特別償却準備金の取崩 
 (注)１ 

△10 10 ― ―

 特別償却準備金の取崩 
 (注)２ 

△10 10 ― ―

 当期純利益 25,871 25,871 25,871

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 
事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

50,000 50,000 ― 50,000 ―△9,499 △10 △33 △20 ― 35,435 25,871 ― 125,871

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

137,280 137,280 256 137,536 1,802 32,516 ― 195 20 230 25,900 60,666△8,601 326,881

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高 
(百万円) 

182,633 ― 182,633 383,642 

事業年度中の変動額 

 新株の発行 100,000 

 価格変動積立金の取崩 
 (注)１ 

― 

 財団法人三井生命厚生 
 事業団助成資金の取崩 

― 

 不動産圧縮積立金の取 
 崩(注)１ 

― 

 不動産圧縮積立金の取 
 崩(注)２ 

― 

 特別償却準備金の取崩 
 (注)１ 

― 

 特別償却準備金の取崩 
 (注)２ 

― 

 当期純利益 25,871 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 

43,659 △7 43,651 43,651 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

43,659 △7 43,651 169,523 

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

226,292 △7 226,284 553,165 
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当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資 

本 

金

資本剰余金 利益剰余金

自 

己 

株 

式

株 

主 

資 

本 

合 

計

資 

本 

準 

備 

金

そ 

の 

他 

資 

本 

剰 

余 

金

資 

本 

剰 

余 

金 

合 

計

利 

益 

準 

備 

金

その他利益剰余金 利 

益 

剰 

余 

金 

合 

計

積価 

立格 

金変 

  動

積不 

立動 

金産 

 圧 

 縮

準特 

備別 

金償 

 却

別 

途 

積 

立 

金

剰繰 

余越 

金利 

 益

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

137,280 137,280 256 137,536 1,802 32,516 195 20 230 25,900 60,666 △8,601 326,881

事業年度中の変動額 

 不動産圧縮積立金の取 
 崩 

△8 8 ― ―

 特別償却準備金の取崩 △10 10 ― ―

 剰余金の配当 △8,065 △8,065 △8,065

 当期純損失 △9,613 △9,613 △9,613

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 
事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― ― ― ― △8 △10 ―△17,660△17,679 ― △17,679

平成20年３月31日残高 
(百万円) 

137,280 137,280 256 137,536 1,802 32,516 187 10 230 8,239 42,987 △8,601 309,202

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

226,292 △7 226,284 553,165 

事業年度中の変動額 

 不動産圧縮積立金の取 
 崩 

― 

 特別償却準備金の取崩 ― 

 剰余金の配当 △8,065 

 当期純損失 △9,613 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 

△171,695 66 △171,629 △171,629 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

△171,695 66 △171,629 △189,308 

平成20年３月31日残高 
(百万円) 

54,596 58 54,654 363,857 
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重要な会計方針 

  

 

項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

１ 有価証券の評価基準およ

び評価方法 

 有価証券(現金および預貯金・買入

金銭債権のうち有価証券に準じるもの

を含む。)の評価基準および評価方法

は次のとおりであります。 

 有価証券(現金および預貯金・買入

金銭債権のうち有価証券に準じるもの

を含む。)の評価基準および評価方法

は次のとおりであります。 

(1) 売買目的有価証券 

 …時価法(売却原価は移動平均法 

  により算定) 

(1) 売買目的有価証券 

        同左 

(2) 満期保有目的の債券 

…移動平均法による償却原価法

(定額法) 

(2) 満期保有目的の債券 

       同左 

(3) 責任準備金対応債券(「保険業に

おける「責任準備金対応債券」に関

する当面の会計上及び監査上の取扱

い」(日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第21号)に基づく責任

準備金対応債券をいう。) 

…移動平均法による償却原価法

(定額法) 

(3) 責任準備金対応債券(「保険業に

おける「責任準備金対応債券」に関

する当面の会計上及び監査上の取扱

い」(日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第21号)に基づく責任

準備金対応債券をいう。) 

     同左 

(4) 子会社株式および関連会社株式 

  …移動平均法による原価法 

(4) 子会社株式および関連会社株式 

       同左 

(5) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

…事業年度末日の市場価格等

(国内株式については事業年

度末前１カ月の市場価格の平

均)に基づく時価法(売却原価

は移動平均法により算定) 

(5) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

    同左 

 ② 時価のないもの 

  ・取得価額と債券金額との差額 

 の性格が金利の調整と認めら 

 れる債券 

…移動平均法による償却原価

法(定額法) 

 ② 時価のないもの 

  ・取得価額と債券金額との差額 

 の性格が金利の調整と認めら 

 れる債券 

同左 

  ・上記以外の有価証券 

 …移動平均法による原価法 

  なお、その他有価証券の評価差額

については、全部純資産直入法によ

り処理しております。 

  ・上記以外の有価証券 

  同左 

    同左  

(会計方針の変更) 

１ 当事業年度において、より一層

の保険債務の支払能力および経営

の健全性の確保を目的としてＡＬ

Ｍの基本方針を策定し、債券の一

部については、保険債務を考慮し

てデュレーション・マッチングの

対象とするかまたは償還期限まで

所有する方針に変更いたしまし

た。 

 これに伴い、従来、一般勘定に

おいて保有するすべての債券の保

有目的区分をその他有価証券とし 

     ――――――― 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

 ておりましたが、当事業年度よ

り、金利変動リスクの管理対象と

する保険契約群(小区分)を特定

し、当該小区分において当事業年

度に新たに取得した債券の保有目

的区分については、「保険業にお

ける「責任準備金対応債券」に関

する当面の会計上及び監査上の取

扱い」(日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第21号)に規定

する責任準備金対応債券とすると

ともに、償還期限まで所有する意

図をもって当事業年度に新たに取

得した債券の保有目的区分につい

ては、満期保有目的の債券とする

方法に変更いたしました。 

  これにより、従来、一般勘定に

おいて保有する時価のある債券

は、すべてその他有価証券として

時価法により評価しておりました

が、当事業年度より、責任準備金

対応債券または満期保有目的の債

券とした債券については償却原価

法(定額法)により評価する方法に

変更しております。 

  この結果、従来の評価方法によ

った場合に比べ、有価証券は

2,530百万円、繰延税金負債は914

百万円、その他有価証券評価差額

金は1,616百万円、それぞれ減少

しております。 

２ 当事業年度より「その他の複合

金融商品(払込資本を増加させる

可能性のある部分を含まない複合

金融商品)に関する会計処理」(企

業会計基準委員会 平成18年３月

30日 企業会計基準適用指針第12

号)を適用しております。 

  従来、複合金融商品に組み込ま

れたデリバティブ(以下、「組込

デリバティブ」という。)は、当

該組込デリバティブのリスクが組

込対象である現物の金融資産に及

ぶ可能性があり、当該複合金融商

品の評価差額が損益に反映されな

いときには、原則として、当該複

合金融商品を構成する現物の金融

資産と区分して時価評価し評価差

額を当期の損益として処理してお

りましたが、本適用指針の適用に

伴い、組込デリバティブの経済的

性格およびリスクと現物の金融資

産の経済的性格およびリスクとが

緊密な関係にあり、組込デリバテ 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

 ィブのリスクが現物の金融資産に

及ぶ可能性が低いと判断される複

合金融商品については、当該複合

金融商品を一体として取り扱い、

現物の金融資産の評価基準および

評価方法に従って処理することと

いたしました。 

  この結果、従来の方法によった

場合に比べ、経常利益および税引

前当期純利益はそれぞれ119百万

円増加し、当期純利益は76百万円

増加し、その他有価証券評価差額

金は76百万円減少しております。 

  

   

２ デリバティブ取引の評価

基準および評価方法 

 デリバティブ取引の評価は、時価法

によっております。 

       同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

有形固定資産の減価償却は、建物

(構築物を除く。)については定額法

により、構築物およびその他の有形

固定資産については定率法により行

っております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

    建物……15年～50年 

    その他の有形固定資産 

    ……３年～15年 

ただし、その他の有形固定資産の

うち取得価額が10万円以上20万円未

満のものについては、３年間で均等

償却を行っております。 

    ――――――― 

    ――――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 有形固定資産 

     同左 

  

   

   

   

  

   

   

   

      

     

   

  

  

(会計方針の変更) 

平成19年度の法人税法の改正に伴

い、当事業年度より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。  

この結果、従来の方法によった場合

に比べ、経常利益および税引前当期

純利益はそれぞれ48百万円減少して

おります。 

(追加情報) 

平成19年度の法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、

賃貸用不動産等減価償却費または減

価償却費に含めて計上しておりま

す。 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

   
  
 
 

この結果、従来の方法によった場

合に比べ、経常利益および税引前当

期純利益はそれぞれ309百万円減少

しております。 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産の減価償却は、定額

法により行っております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、

利用可能期間(主として５年)に基づ

く定額法により行っております。 

(2) 無形固定資産 

     同左 

４ 外貨建の資産および負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務、外貨建有価証

券等の外貨建金融商品は、事業年度末

日の直物為替相場により円換算してお

ります。  

 外貨建その他有価証券の換算差額の

うち、債券に係る換算差額については

為替差損益として処理し、その他の外

貨建その他有価証券に係る換算差額に

ついては全部純資産直入法により処理

しております。 

     同左 

  

５ 責任準備金の積立方法  責任準備金は、保険業法第116条の

規定に基づく準備金であり、保険料積

立金については、次の方式により計算

しております。 

・標準責任準備金の対象契約について

は、金融庁長官が定める方式(平成

８年大蔵省告示第48号) 

・標準責任準備金の対象とならない契

約については、平準純保険料式 

     ――――――― 

          同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

(追加情報) 

「保険業法施行規則の一部を改正

する内閣府令」(平成18年内閣府令

第61号)の適用により、当事業年度

において、第三分野保険の保険リス

クに係る責任準備金を100百万円積

み増しております。 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  貸倒引当金は、債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、資産の自己査

定基準および償却・引当基準に則

り、次のとおり計上しております。 

  破産、民事再生等、法的・形式的

な経営破綻の事実が発生している債

務者(以下「破綻先」という。)に対

する債権および実質的に経営破綻に

陥っている債務者(以下「実質破綻

先」という。)に対する債権につい

ては、下記直接減額後の債権額から

担保の回収可能見込額および保証に

よる回収可能見込額を控除し、その

残額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

  貸倒引当金は、債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、資産の自己査

定基準および償却・引当基準に則

り、次のとおり計上しております。 

  破産、民事再生等、法的・形式的

な経営破綻の事実が発生している債

務者(以下「破綻先」という。)に対

する債権および実質的に経営破綻に

陥っている債務者(以下「実質破綻

先」という。)に対する債権につい

ては、下記直接減額後の債権額から

担保の回収可能見込額および保証に

よる回収可能見込額を控除し、その

残額を計上しております。 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

  また、現状、経営破綻の状況には

ないものの、今後経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者に

対する債権については、債権額から

担保の回収可能見込額および保証に

よる回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総

合的に判断し必要と認める額を計上

しております。 

  上記以外の債権については、過去

の一定期間における貸倒実績等から

算出した貸倒実績率を債権額に乗じ

た額を計上しております。 

  また、現状、経営破綻の状況には

ないものの、今後経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者に

対する債権については、債権額から

担保の回収可能見込額および保証に

よる回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総

合的に判断し必要と認める額を計上

しております。   

  上記以外の債権については、過去

の一定期間における貸倒実績等から

算出した貸倒実績率を債権額に乗じ

た額を計上しております。 

  すべての債権は、資産の自己査定

基準に基づき、関連部署が資産査定

を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査してお

り、その査定結果に基づいて上記の

引当を行っております。 

  なお、破綻先および実質破綻先に

対する債権(担保・保証付債権を含

む。)については、債権額から担保

の評価額および保証等による回収が

可能と認められる額を控除した残額

を取立不能見込額として債権額から

直接減額しており、その金額は、

763百万円であります。 

  すべての債権は、資産の自己査定

基準に基づき、関連部署が資産査定

を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査してお

り、その査定結果に基づいて上記の

引当を行っております。 

  なお、破綻先および実質破綻先に

対する債権(担保・保証付債権を含

む。)については、債権額から担保

の評価額および保証等による回収が

可能と認められる額を控除した残額

を取立不能見込額として債権額から

直接減額しており、その金額は、

392百万円であります。 

(2) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員(執行

役員を含む。)の退職給付に備える

ため、当事業年度末における退職給

付債務および年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

会計基準変更時差異は、10年によ

る均等額を費用処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５年)による定額法に

より、費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時

における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５年)による定額

法により、それぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。 

(2) 退職給付引当金 

       同左 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

(3) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員の退

職慰労金の支払いに備えるため、内

規に基づき当事業年度末において発

生していると認められる額を計上し

ております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(追加情報) 

従来、役員退職慰労金は、退任時

の費用として処理しておりました

が、役員退職慰労引当金計上の会計

慣行が定着していることを考慮し、

役員退職慰労金を役員の在任期間に

亘って費用配分することによって、

期間損益の適正化を図るため、当事

業年度より、内規に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金として計

上することといたしました。なお、

役員退職慰労金の支払額は従来どお

り事業費に、役員退職慰労引当金繰

入額(または役員退職慰労引当金戻

入額)はその他の経常費用(またはそ

の他の経常収益)にそれぞれ含めて

処理しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員の退

職慰労金(年金を含む。)の支払いに

備えるため、内規に基づき当事業年

度末において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

なお、当社は、平成19年５月30日

開催の取締役会決議に基づき、役員

退職慰労金制度を廃止しました。こ

れに伴い、平成19年６月28日開催の

定時株主総会において、同総会終結

時に在任する役員に対し、同総会終

結時までの在任期間に応じた退職慰

労金を退任時に打切り支給するこ

と、および、その具体的金額、方法

等は、取締役については取締役会、

監査役については監査役の協議に一

任することを決議しました。このた

め、当該支給見込額については、引

き続き役員退職慰労引当金に含めて

計上しております。 

    ―――――――

これにより、役員退職慰労引当金

繰入額(または役員退職慰労引当金

戻入額)の当事業年度相当額５百万

円はその他の経常収益に、過年度相

当額497百万円はその他特別損失

に、それぞれ計上しております。 

この結果、従来の方法によった場

合に比べ、経常利益は５百万円増加

し、税引前当期純利益は492百万円

減少しております。 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

また、役員退職慰労引当金の設定

に合わせ、従来、退職給付引当金に

含めて引当処理していた退任した役

員に係る年金債務を、当事業年度よ

り、役員退職慰労引当金に含めて表

示することとし、前事業年度末の退

職給付引当金から1,026百万円を役

員退職慰労引当金に振り替えており

ます。 

(4) 保険金等追加支払引当金 

保険金等追加支払引当金は、保険

金等の支払状況に関する検証に伴う

今後のお客さまへの確認等により、

保険金等の追加的な支払が生じる可

能性を勘案し、当該保険金等の支払

に備えるため、検証実績等に基づき

必要と見積もった額を計上しており

ます。 

(追加情報) 

当事業年度において、保険金等の

支払状況に関する一連の検証を実施

しておりますが、この検証の一環と

して当事業年度下半期より実施して

いるお客さまへの確認等により、当

事業年度末日後に保険金等の追加的

な支払が生じることが見込まれるこ

ととなりました。 

これを受けて、検証対象のうち、

当事業年度末日後の追加的な支払が

確定しているものについては確定額

を支払備金として計上するととも

に、当事業年度末日後も実施してい

るお客さまへの確認等により、保険

金等を追加的にお支払する可能性が

あるものについては、その支払に備

えるため上記の検証実績等に基づき

必要と見積もった額を保険金等追加

支払引当金として計上しておりま

す。 

当該引当金の計上に伴い、経常利

益および税引前当期純利益は、それ

ぞれ8,364百万円減少しておりま

す。 

(4) 保険金等追加支払引当金 

同左 

   

  

  

  

  

 

  

     ――――――― 

７ 価格変動準備金の計上方

法 

 価格変動準備金は、保険業法第115

条の規定により算出した額を計上して

おります。 

       同左 

８ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

       同左 
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項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

９ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  原則として、繰延ヘッジ処理を採

用しております。 

  なお、貸付金をヘッジ対象とした

金利スワップで特例処理の要件を満

たしている場合は特例処理を、外貨

建定期預金をヘッジ対象とした為替

予約で振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を採用しておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

       同左 

   

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段）（ヘッジ対象） 

   金利スワップ 貸付金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

       同左 

    

   為替予約   外貨建定期預金 

(3) ヘッジ方針 

  貸付金に対する金利変動リスクお

よび外貨建定期預金に対する為替変

動リスクを一定の範囲内でヘッジし

ております。 

    

(3) ヘッジ方針 

       同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較する

比率分析により、ヘッジの有効性を

評価しております。 

  なお、特例処理を採用している金

利スワップおよび振当処理を採用し

ている為替予約については、有効性

の評価を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

       同左 

   

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

  消費税および地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

ただし、資産に係る控除対象外消費

税額等のうち、法人税法に定める繰

延消費税額等は、前払費用に計上し

５年間で均等償却し、繰延消費税額

等以外は、発生事業年度に費用処理

しております。 

消費税等の会計処理 

       同左 
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会計方針の変更 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)および「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適

用指針第８号)を適用しております。 

――――――― 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は、553,173百万円であります。 

財務諸表等規則および保険業法施行規則別紙様式の

改正による貸借対照表の表示に関する変更は次のとお

りであります。 

１ 前事業年度における「資本の部」は、当事業年度

より「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株

主資本」および「評価・換算差額等」に分類して表

示しております。 

２ 前事業年度において独立掲記しておりました「資

本金」、「資本剰余金」、「利益剰余金」および

「自己株式」は、当事業年度より「株主資本」の内

訳科目として表示しております。 

３ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目と

して表示しておりました「任意積立金」は、当事業

年度より「その他利益剰余金」の内訳科目として表

示しております。なお、本改正により従来の「任意

積立金」の区分は廃止されました。 

４ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目と

して表示しておりました「当期未処理損失」は、当

事業年度より「その他利益剰余金」の内訳科目の

「繰越利益剰余金」として表示しております。 

５ 前事業年度において「利益剰余金」の次に表示し

ておりました「その他有価証券評価差額金」は、当

事業年度より「評価・換算差額等」の内訳科目とし

て表示しております。 

６ 前事業年度において「資産の部」に表示しており

ました「繰延ヘッジ損失」および「負債の部」に表

示しておりました「繰延ヘッジ利益」は、当事業年

度より税効果調整後の金額を「評価・換算差額等」

の内訳科目の「繰延ヘッジ損益」として表示してお

ります。 

 なお、前事業年度の「繰延ヘッジ損失」および

「繰延ヘッジ利益」について、当事業年度と同様の

方法によった場合の「繰延ヘッジ損益」に相当する

金額は、△47百万円であります。 
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表示方法の変更 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

財務諸表等規則および保険業法施行規則別紙様式の

改正に伴い、貸借対照表および損益計算書の表示方法

を次のとおり変更しております。 

――――――― 

(貸借対照表関係) 

１  前事業年度における「不動産および動産」は、当

事業年度より「有形固定資産」として表示しており

ます。 

２ 前事業年度において「その他の資産」に含めてい

た「無形固定資産」は、当事業年度より「無形固定

資産」として区分掲記しております。なお、前事業

年度において「その他の資産」に含めていた「無形

固定資産」は、11,722百万円であります。 

(損益計算書関係) 

１ 前事業年度における「不動産動産等処分益」およ

び「不動産動産等処分損」は、当事業年度よりそれ

ぞれ「固定資産等処分益」および「固定資産等処分

損」として表示しております。 

２ 当事業年度より損益計算書の末尾を「当期純利

益」としております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
  

 
  

前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 ※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 

有価証券(国債) 164,803百万円

有価証券(株式) 103,353 〃 

有価証券(外国証券) 692 〃 

合計 268,849 〃 

有価証券(国債) 163,508百万円

有価証券(株式) 66,141 〃 

有価証券(外国証券) 22 〃 

合計 229,672 〃 

 金融システム改革のための関係法律の整備等に関

する法律附則第140条第５項の規定に基づき、生命

保険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基

金のために設定された質権の目的物および先物取引

証拠金等の代用として差し入れております。 

 先物取引証拠金等の代用として差し入れておりま

す。 

 また、担保権によって担保されている債務は、22

百万円であります。  

 また、担保権によって担保されている債務は、31

百万円であります。  

※２ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸

借対照表価額は、次のとおりであります。 

有価証券(国債) 129,538百万円

合計 129,538 〃 

※２ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸

借対照表価額は、次のとおりであります。 

有価証券(国債) 238,788百万円

合計 238,788 〃 

※３ 責任準備金対応債券に係る貸借対照表価額および

時価ならびにリスク管理方針の概要は次のとおりで

あります。 

    (1) 責任準備金対応債券に係る貸借対照表価額は、

256,382百万円、時価は、258,720百万円でありま

す。 

    (2) 責任準備金対応債券に関連するリスク管理方針

の概要は、次のとおりであります。 

資産・負債の金利リスクの変動を適切に管理す

るために、保険商品の特性に応じて小区分を設定

し、各小区分に割り当てられた保険契約群につい

ての責任準備金のデュレーションと小区分に係る

責任準備金対応債券のデュレーションを一定幅の

中で対応させる運用方針を採っております。な

お、小区分は、次のとおり設定しております。 

① 終身保険(８－23年)小区分(終身保険(定期

付終身保険を含む。)から発生する将来キ

ャッシュ・フロー中の７年超23年以内の部

分) 

② 一時払養老小区分(一時払養老保険) 

③ 一時払個人年金小区分(一時払個人年金保

険) 

また、各小区分において、保険契約群について

の責任準備金のデュレーションと、小区分に係る

責任準備金対応債券のデュレーションとが一定幅

の中で対応していることを、定期的に検証してお

ります。 

※３ 責任準備金対応債券に係る貸借対照表価額および

時価ならびにリスク管理方針の概要は次のとおりで

あります。 

    (1) 責任準備金対応債券に係る貸借対照表価額は、

695,905百万円、時価は、706,224百万円でありま

す。 

    (2)          同左 

※４ 関係会社の株式および出資金は、6,306百万円で

あります。 

※４ 関係会社の株式および出資金は、5,690百万円で

あります。 
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前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

※５ 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以

上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、17,706

百万円であります。なお、それぞれの内訳は次のと

おりであります。 

    (1) 貸付金のうち、破綻先債権額は、64百万円、延

滞債権額は、13,971百万円であります。 

     上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権

額501百万円、延滞債権額172百万円であります。 

     なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払

の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本または利息の取立てまたは弁済の見込

みがないものとして未収利息を計上しなかった貸

付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収

利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法

施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号

のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に

規定する事由が生じている貸付金であります。 

     また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金で

あって、破綻先債権および債務者の経営再建また

は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予

した貸付金以外の貸付金であります。 

※５ 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以

上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、15,374

百万円であります。なお、それぞれの内訳は次のと

おりであります。 

    (1) 貸付金のうち、破綻先債権額は、８百万円、延

滞債権額は、13,376百万円であります。 

     上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権

額138百万円、延滞債権額173百万円であります。 

     なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払

の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本または利息の取立てまたは弁済の見込

みがないものとして未収利息を計上しなかった貸

付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収

利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法

施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号

のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に

規定する事由が生じている貸付金であります。 

     また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金で

あって、破綻先債権および債務者の経営再建また

は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予

した貸付金以外の貸付金であります。 

  (2) 貸付金のうち、３カ月以上延滞債権に該当する

貸付金はありません。 

     なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利

息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３

カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権および

延滞債権に該当しない貸付金であります。 

  (2) 貸付金のうち、３カ月以上延滞債権額は、９百

万円であります。 

     なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利

息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３

カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権および

延滞債権に該当しない貸付金であります。 

  (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は、3,669

百万円であります。 

     なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再

建または支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄

その他債務者に有利となる取決めを行ったもの

で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞

債権に該当しない貸付金であります。 

  (3) 貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は、1,979

百万円であります。 

     なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再

建または支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄

その他債務者に有利となる取決めを行ったもの

で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞

債権に該当しない貸付金であります。 

※６ 貸付金の融資未実行残高は、4,000百万円であり

ます。 

――――――― 

※７ 有形固定資産の減価償却累計額は、195,528百万

円であります。  

※７ 有形固定資産の減価償却累計額は、192,361百万

円であります。  

 ８ 関係会社に対する金銭債権の総額は、610百万

円、金銭債務の総額は、171百万円であります。 

 ８ 関係会社に対する金銭債権の総額は、866百万

円、金銭債務の総額は、209百万円であります。 

 ９ 特別勘定の資産の額は、837,423百万円でありま

す。なお、負債の額も同額であります。 

 ９ 特別勘定の資産の額は、810,315百万円でありま

す。なお、負債の額も同額であります。 

※10 保険業法施行規則第73条第３項において準用する

同規則第71条第１項に規定する再保険を付した部分

に相当する支払備金(以下「出再支払備金」とい

う。)の金額は、30百万円であり、同規則第71条第

１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任

準備金(以下「出再責任準備金」という。)の金額

は、320百万円であります。  

※10 保険業法施行規則第73条第３項において準用する

同規則第71条第１項に規定する再保険を付した部分

に相当する支払備金(以下「出再支払備金」とい

う。)の金額は、50百万円であり、同規則第71条第

１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任

準備金(以下「出再責任準備金」という。)の金額

は、323百万円であります。  
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前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

※11 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであり

ます。 

※11 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであり

ます。 

   前事業年度末残高         115,490百万円   前事業年度末残高       109,929百万円

      当事業年度契約者配当金支払額    25,491  〃      当事業年度契約者配当金支払額   25,865  〃

    利息による増加等              59 〃   利息による増加等             57 〃

   契約者配当準備金繰入額         19,871  〃   契約者配当準備金繰入額         22,981  〃

   当事業年度末残高           109,929 〃   当事業年度末残高         107,103 〃

※12 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位

である旨の特約が付された劣後特約付借入金

165,500百万円を含んでおります。 

※12 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位

である旨の特約が付された劣後特約付借入金

165,500百万円を含んでおります。 

 13 金融システム改革のための関係法律の整備等に関

する法律附則第140条第５項の規定に基づき生命保

険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基金

に対する当事業年度末における当社の今後の負担見

積額は、474百万円であります。 

   なお、当該負担金は拠出した事業年度の事業費と

して処理しております。 

――――――― 

    

 14 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者

保護機構に対する当事業年度末における当社の今後

の負担見積額は、19,300百万円であります。 

   なお、当該負担金は拠出した事業年度の事業費と

して処理しております。 

 14 保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者

保護機構に対する当事業年度末における当社の今後

の負担見積額は、18,665百万円であります。 

   なお、当該負担金は拠出した事業年度の事業費と

して処理しております。 

 15 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額

は、377百万円であります。 

 15          同左 
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(損益計算書関係) 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

 １ 関係会社との取引による収益の総額は、1,024百

万円、費用の総額は、2,791百万円であります。  

※２ 有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券1,819

百万円、株式等32,098百万円、外国証券40,086百万

円であります。 

 １ 関係会社との取引による収益の総額は、1,069百

万円、費用の総額は、2,227百万円であります。  

※２ 有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券6,702

百万円、株式等29,580百万円、外国証券46,878百万

円であります。 

※３ 有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券6,645

百万円、株式等5,870百万円、外国証券1,874百万円

であります。 

※３ 有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券1,627

百万円、株式等2,636百万円、外国証券1,134百万円

であります。 

※４ 有価証券評価損の内訳は、株式等734百万円であ

ります。 

※４ 有価証券評価損の内訳は、株式等25,198百万円で

あります。 

※５ 売買目的有価証券運用損の主な内訳は、売却益

1,009百万円、評価益778百万円、支払利息353百万

円であります。 

※５ 売買目的有価証券運用損の主な内訳は、売却損

1,056百万円、評価益558百万円、支払利息344百万

円であります。 

※６ 金融派生商品費用には、評価益1,626百万円を含

んでおります。 

※６ 金融派生商品収益には、評価益6,094百万円を含

んでおります。 

※７ 支払備金繰入額の計算上、差し引かれた出再支払

備金繰入額の金額は、30百万円であります。また、

責任準備金繰入額の計算上、足し上げられた出再責

任準備金戻入額の金額は、20百万円であります。 

※７ 支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支

払備金繰入額の金額は、20百万円であります。ま

た、責任準備金戻入額の計算上、足し上げられた出

再責任準備金繰入額の金額は、２百万円でありま

す。 

※８ 固定資産等処分益の内訳は次のとおりでありま

す。 

土地 4,522百万円

建物 90 〃 

その他 100 〃 

合計 4,714 〃 

※８ 固定資産等処分益の内訳は次のとおりでありま

す。 

 

土地 1,704百万円

建物 122 〃 

合計 1,826 〃 

※９ 固定資産等処分損の内訳は次のとおりでありま

す。 

土地 0百万円

建物 685 〃 

関連会社株式評価損 199 〃 

その他 197 〃 

合計 1,083 〃 

※９ 固定資産等処分損の内訳は次のとおりでありま

す。 

土地 37百万円

建物 162 〃 

関連会社株式評価損 278 〃 

その他 213 〃 

合計 692 〃 

※10 当事業年度における減損損失に関する事項は、次

のとおりであります。 

  (1) 資産をグルーピングした方法 

 保険事業の用に供している不動産等について

は、保険事業全体で１つの資産グループとし、賃

貸用不動産等および遊休不動産等については、そ

れぞれの物件ごとに１つの資産グループとしてグ

ルーピングしております。また、保険事業・賃貸

兼用の不動産等については、物件ごとに主たる用

途に基づき、保険事業全体の資産グループに含め

るか、または賃貸用不動産等としてグルーピング

しております。 

※10 当事業年度における減損損失に関する事項は、次

のとおりであります。 

(1) 資産をグルーピングした方法 

         同左 
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

   (2) 減損損失の認識に至った経緯 

 地価の下落や賃料水準の低迷により、著しく収

益性が低下した賃貸用不動産等および地価の下落

により著しく価値が毀損している遊休不動産等に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

   (2) 減損損失の認識に至った経緯 

        同左 

   (3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計

上額の固定資産の種類ごとの内訳 

 

所在地 用途
件数 

（件）

種類

合計 

（百万円）土地 

（百万円）

建物その他 

（百万円）

北海道
賃貸用不動産等 4 1 59 60 

遊休不動産等 2 17 57 74 

東北
賃貸用不動産等 4 602 630 1,233 

遊休不動産等 3 23 23 46 

関東

賃貸用不動産等 2 29 153 183 

遊休不動産等 1 18 15 34 

中部
賃貸用不動産等 － － － － 

遊休不動産等 2 2 8 10 

近畿
賃貸用不動産等 1 － 2 2 

遊休不動産等 2 9 13 23 

中四国
賃貸用不動産等 － － － － 

遊休不動産等 4 25 39 65 

九州
賃貸用不動産等 1 204 148 352 

遊休不動産等 － － － － 

合計
賃貸用不動産等 12 837 994 1,831 

遊休不動産等 14 96 157 254 

総計 26 934 1,152 2,086 

    (3) 減損損失を認識した資産グループと減損損失計

上額の固定資産の種類ごとの内訳 

 

用途
件数 

（件）

種類

合計 

（百万円）土地 

（百万円）

建物その他 

（百万円）

賃貸用不動産等 4 111 334 446 

遊休不動産等 15 261 277 538 

総計 19 373 611 985 

   (4) 回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は、賃貸用不動産等については使

用価値または正味売却価額を、遊休不動産等につ

いては正味売却価額を適用し、それぞれ処分費用

見込額を控除して算定しております。 

 なお、正味売却価額については、売却予定額、

不動産鑑定評価基準(国土交通省 平成14年７月

３日全部改正)による評価額、または公示価格を

基準とした評価額によっております。 

 また、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを5.6％で割り引いて算定しております。  

   (4) 回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は、賃貸用不動産等については使

用価値または正味売却価額を、遊休不動産等につ

いては正味売却価額を適用し、それぞれ処分費用

見込額を控除して算定しております。 

 なお、正味売却価額については、売却予定額、

不動産鑑定評価基準による評価額、または公示価

格を基準とした評価額によっております。 

 また、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを6.1％で割り引いて算定しております。  

※11 その他特別損失は、役員退職慰労引当金繰入額の

過年度相当額497百万円および執行役員退職慰労金

に係る退職給付引当金繰入額の過年度相当額301百

万円であります。 

――――――― 
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(株主資本等変動計算書関係) 

   前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

   自己株式の種類および株式数に関する事項 

   

（注） Ａ種株式の自己株式の株式数の増加172,121株は、提出会社のＡ種株主からの取得請求(提出会社のＡ種

株主が、提出会社がＡ種株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを請求する手続き。)に伴う

増加であります。 

  

   当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

   自己株式の種類および株式数に関する事項 

   

  

前事業年度末 
株式数(株) 

当事業年度 
増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数(株) 

自己株式 

普通株式 172,725  ― ―  172,725 

Ａ種株式 ― 172,121  ―  172,121 

合計 172,725  172,121  ―  344,846 

前事業年度末 
株式数(株) 

当事業年度 
増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数(株) 

自己株式 

普通株式 172,725  ― ―  172,725 

Ａ種株式 172,121  ― ―  172,121 

合計 344,846  ― ―  344,846 
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(リース取引関係) 

＜借主側＞ 

  

 
  

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額  

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

（百万円） （百万円） （百万円）

その他の
有形固定
資産     

121 32 88

合計 121 32 88

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額  

取得価額
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

（百万円） （百万円） （百万円）

その他の
有形固定
資産     

143 77 66

合計 143 77 66

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 40百万円

１年超 49 〃

合計 89 〃

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 40百万円

１年超 27 〃

合計 67 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

支払リース料 42百万円

減価償却費相当額 40 〃

支払利息相当額 1 〃

③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

支払リース料 45百万円

減価償却費相当額 44 〃

支払利息相当額 1 〃

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度末および当事業年度末のいずれにおいても、子会社株式および関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

  

(税効果会計関係) 

  

 
  

(平成19年３月31日) 
前事業年度

(平成20年３月31日) 
当事業年度

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

   

繰延税金資産 

 減損損失等 28,931百万円

退職給付引当金 13,354 〃

保険契約準備金 12,456 〃

税務上の繰越欠損金 9,051 〃

価格変動準備金 5,309 〃

保険金等追加支払引当金 3,021 〃

有価証券評価損 1,872 〃

貸倒引当金 1,737 〃

ソフトウェア 1,732 〃

未払賞与 1,393  〃

その他 2,017 〃

繰延税金資産小計 80,878 〃

評価性引当額 △29,536 〃

繰延税金資産合計 51,342 〃

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △127,152百万円

未収株式配当金 △1,625 〃

有価証券の繰延ヘッジの中止 △1,101 〃

その他 △181 〃

繰延税金負債合計 △130,061 〃

繰延税金負債の純額 △78,718 〃

繰延税金資産

減損損失等 27,868百万円

保険契約準備金 16,533 〃

退職給付引当金 15,756 〃

有価証券評価損 10,891 〃

複合金融商品区分処理移行関連
損益 

8,464 〃

価格変動準備金 6,245 〃

ソフトウェア 1,806 〃

未払賞与 1,506  〃

貸倒引当金 1,295 〃

保険金等追加支払引当金 501 〃

その他 2,145 〃

繰延税金資産小計 93,015 〃

評価性引当額 △42,637 〃

繰延税金資産合計 50,377 〃

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △31,199百万円

未収株式配当金 △1,800 〃

不動産圧縮積立金 △105 〃

その他 △165 〃

繰延税金負債合計 △33,271 〃

繰延税金資産の純額 17,106 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 

法定実効税率 36.1％

(調整) 

評価性引当額の減少 △7.2〃

交際費の損金不算入額 1.0〃

住民税均等割 0.6〃

その他 1.2〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.7〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 36.1％

(調整)

評価性引当額の増加 212.3〃

交際費の損金不算入額 4.8〃

住民税均等割 3.6〃

その他 △1.0〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 255.8〃
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(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。なお、Ａ種株式については普通株式と同

等の株式として取り扱っており、Ａ種株式の期末株式数に当該株式の調整比率２を乗じた株式数を含めて

算定しております。 

 
２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、次のとおりであります。なお、 

Ａ種株式については普通株式と同等の株式として取り扱っており、Ａ種株式の期中平均株式数に当該株式 

の調整比率２を乗じた株式数を含めて算定しております。 

 
３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記 

載しておりません。なお、希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含 

まれなかった潜在株式の概要は、次のとおりであります。 

 
  Ａ種株式の内容については、第４［提出会社の状況］１［株式等の状況］(1)［株式の総数等］②［発行済

株式］に記載のとおりであります。 

  

項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

１株当たり純資産額 120,015円92銭 78,943円14銭

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△) 6,275円98銭 △2,085円74銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ─ ―

項目
(平成19年３月31日) 

前事業年度
(平成20年３月31日) 

当事業年度

純資産の部の合計額(百万円) 553,165 363,857

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円) 

― ―

普通株式および普通株式と同等の株式に係る
期末の純資産額(百万円) 

553,165 363,857

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末
の普通株式および普通株式と同等の株式の数
(株) 

4,609,105 4,609,105

項目 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 25,871 △9,613

普通株主および普通株主と同等の株主に帰属
しない金額(百万円) 

― ―

普通株式および普通株式と同等の株式に係る
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 

25,871 △9,613

普通株式および普通株式と同等の株式の期中
平均株式数(株) 

4,122,366 4,609,105

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

 潜在株式の種類 Ａ種株式  潜在株式の種類 Ａ種株式 

 潜在株式の数 1,084,000株  潜在株式の数 1,084,000株

(うち自己株式の数 172,121株) (うち自己株式の数 172,121株)
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(重要な後発事象) 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 平成20年５月30日開催の当社取締役会において、次のように株式分割による新株式の発行を行う

ことを決議しております。なお、本件決議事項に関しては、平成20年６月26日開催のＡ種株式に係

る種類株主総会および平成20年６月27日開催の普通株式に係る種類株主総会において、普通株式の

分割を決議し承認しております。 

１．平成20年７月16日付をもって普通株式１株を100株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式   292,849,128株 

(2) 分割方法 

平成20年７月15日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有株式１株に

つき、100株の割合をもって分割します。 

  

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報および当

期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとな

ります。     

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 1,200円16銭 １株当たり純資産額 789円43銭

１株当たり当期純利益 
又は１株当たり当期純損失(△) 62円76銭

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純損失(△) △20円86銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 ―
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④ 【附属明細表】 

【事業費明細表】 

  

 
(注) １ 選択経費の主なものは、保険契約時の診査経費であります。 

２ 物件費の主なものは、保険料収納関係経費、システム関連経費及び店舗経費であります。 

３ 拠出金は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第140条第５項の規定に基づき生

命保険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基金に対する負担金であります。 

４ 負担金は、保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する負担金であります。 

  

区分 金額(百万円)

営業活動費 34,491

営業職員経費 30,301

募集代理店経費 3,997

選択経費 192

営業管理費 19,692

募集機関管理費 18,848

広告宣伝費 843

一般管理費 65,490

人件費 22,572

物件費 40,586

(寄附・協賛金・諸会費) (534)

拠出金 465

負担金 1,865

計 119,673
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【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

２ 無形固定資産の金額は、資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」および「当期

減少額」の記載を省略しております。 

３ 長期前払費用は、貸借対照表上「その他の資産」に含めて表示しております。 

  

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末
残高 

(百万円)

有形固定資産 

 土地 153,956 26
1,495

152,487 ― ― 152,487
(373)

 建物 259,952 5,356
6,177

259,130 173,472 4,391 85,658
(605)

 建設仮勘定 1,426 4,378 5,375 430 ― ― 430

 その他の有形固定 
  資産 

24,952 842
3,838

21,956 18,888 1,085 3,068
(6)

有形固定資産計 440,288 10,603
16,886

434,005 192,361 5,477 241,644
(985)

無形固定資産 

 ソフトウェア ― ― ― 28,920 23,022 3,578 5,897

 その他の無形固定 
 資産 

― ― ― 1,150 107 8 1,043

無形固定資産計 ― ― ― 30,071 23,130 3,587 6,940

長期前払費用 110 52 18 144 61 17 82

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ―
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【引当金明細表】 

  

 
(注) １ 一般貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。 

２ 個別貸倒引当金の当期減少額(その他)は、返済による回収額等であります。 

     ３ 保険金等追加支払引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。 

  

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 6,888 2,220 7 4,017 5,083

 一般貸倒引当金 3,945 1,994 ― 3,945 1,994

 個別貸倒引当金 2,943 226 7 72 3,089

役員退職慰労引当金 1,518 143 135 ― 1,525

保険金等追加支払引当金 8,364 1,389 ― 8,364 1,389

価格変動準備金 14,700 2,600 ― ― 17,300
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(2) 【主な資産および負債の内容】 

当事業年度末（平成20年３月31日現在）における主な資産および負債の内容は、次のとおりでありま

す。 

① 現金および預貯金 

  

 
  

② コールローン 

  

 
  

③ 買入金銭債権 

  

 
  

④ 金銭の信託 

  

区分 金額(百万円)

現金 124

預貯金 

 郵便振替・郵便貯金 6,848

 当座預金 7,302

 普通預金 10,291

 通知預金 ―

 定期預金 ―

 外貨預金 98,973

 譲渡性預金 104,000

小計 227,415

合計 227,539

区分 金額(百万円)

無担保 84,000

合計 84,000

区分 金額(百万円)

住宅ローン債権信託 32,995

一般貸付債権信託受益権証書 3,809

合計 36,804

区分 金額(百万円)

指定金銭信託 200

合計 200
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⑤ 有価証券 

ａ 有価証券の種類別内訳 

  

 
  

区分
前期末 
残高 

(百万円)

当期 
増加額 
(百万円)

当期
減少額 
(百万円)

評価による
純増減 
(百万円)

当期末
残高 

(百万円)

国債 1,542,456 608,707 567,676 25,256 1,608,743

地方債 92,892 74,746 5,011 875 163,503

社債 771,212 187,698 102,471 6,870 863,309

株式 920,800 102,122 94,719 △257,170 671,033

外国証券 1,543,079 282,176 475,005 △150,499 1,199,751

その他の証券 551,918 124,951 40,589 △72,030 564,249

合計 5,422,359 1,380,402 1,285,473 △446,697 5,070,591
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ｂ 業種別株式保有明細表 

株式の内訳は次のとおりであります。 

  

 
(注) 区分は証券コード協議会の業種別分類項目に準拠しております。 

  

区分 金額(百万円) 構成比(％)

水産・農林業 69 0.0

鉱業 1,847 0.3

建設業 11,405 1.7

製造業 

食料品 20,636 3.1

繊維製品 29,826 4.4

パルプ・紙 11,637 1.7

化学 35,882 5.3

医薬品 5,875 0.9

石油・石炭製品 9,155 1.4

ゴム製品 4,022 0.6

ガラス・土石製品 4,490 0.7

鉄鋼 11,593 1.7

非鉄金属 9,632 1.4

金属製品 1,751 0.3

機械 38,474 5.7

電気機器 75,992 11.3

輸送用機器 54,164 8.1

精密機器 4,981 0.7

その他製品 8,764 1.3

電気・ガス業 17,937 2.7

運輸・情報通信業 

陸運業 19,732 2.9

海運業 12,265 1.8

空運業 416 0.1

倉庫・運輸関連業 6,747 1.0

情報・通信業 10,316 1.5

商業 
卸売業 91,113 13.6

小売業 18,806 2.8

金融・保険業 

銀行業 88,654 13.2

証券、商品先物取引業 8,576 1.3

保険業 11,110 1.7

その他金融業 4,485 0.7

不動産業 28,740 4.3

サービス業 11,923 1.8

合計 671,033 100.0
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⑥ 貸付金 

ａ 貸付金種類別内訳 

  

 
  

ｂ 貸付金担保別内訳 

  

 
  

区分
前期末残高
(百万円)

構成比
(％)

当期末残高 
(百万円)

構成比
(％)

保険約款貸付 128,713 6.2 119,987 5.9

保険料振替貸付 27,655 1.3 23,674 1.2

契約者貸付 101,057 4.9 96,313 4.7

一般貸付 1,947,807 93.8 1,927,221 94.1

(うち非居住者貸付) (11,700) (0.6) (15,451) (0.8)

企業貸付 1,700,369 81.9 1,695,959 82.8

(うち国内企業向け) (1,686,828) (81.2) (1,679,858) (82.1)

国・国際機関・政府関係機関貸付 2,038 0.1 1,374 0.1

公共団体・公企業貸付 27,789 1.3 27,700 1.4

住宅ローン 82,796 4.0 79,509 3.9

消費者ローン 133,706 6.4 121,598 5.9

その他 1,107 0.1 1,078 0.0

合計 2,076,520 100.0 2,047,208 100.0

区分
前期末残高
(百万円)

構成比
(％)

当期末残高 
(百万円)

構成比
(％)

担保貸付 28,223 1.4 21,915 1.1

有価証券担保貸付 5,667 0.3 5,052 0.2

不動産・動産・財団担保貸付 17,961 0.9 13,696 0.7

指名債権担保貸付 4,594 0.2 3,166 0.2

保証貸付 91,154 4.4 87,285 4.3

信用貸付 1,611,445 77.6 1,616,481 78.9

その他 216,984 10.4 201,538 9.8

一般貸付計 1,947,807 93.8 1,927,221 94.1

うち劣後特約付貸付 224,500 10.8 237,500 11.6

保険約款貸付 128,713 6.2 119,987 5.9

合計 2,076,520 100.0 2,047,208 100.0
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ｃ 貸付金業種別内訳 

  

 
(注) 区分は日本標準産業分類の大分類に準拠しております。 

  

⑦ 代理店貸 

３百万円 

代理店に対する期末における債権額であります。 

  

⑧ 再保険貸 

15百万円 

受再保険に係る未収保険料と出再保険に係る未回収残高(保険金および払戻保険料等)の合計額であ

ります。 

  

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期増減(△)額
(百万円)

農林・水産業 ─ ─ ─

鉱業 2,114 2,108 △6

建設業 10,812 9,780 △1,032

製造業 355,994 351,022 △4,971

卸・小売業 312,667 320,720 8,053

金融・保険業 513,934 508,685 △5,249

不動産業 151,789 160,546 8,757

情報通信業 30,842 29,080 △1,761

運輸業 67,770 73,153 5,382

電気・ガス・熱供給・水道業 158,138 147,263 △10,874

サービス業等 119,624 117,525 △2,099

その他 223,824 207,187 △16,637

(うち個人住宅・消費者ローン) (216,502) (201,107) (△15,395)

小計 1,947,512 1,927,073 △20,438

公共団体 295 147 △147

公社・公団 ─ ─ ─

約款貸付 128,713 119,987 △8,725

合計 2,076,520 2,047,208 △29,312
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⑨ 保険契約準備金 

ａ 支払備金 

  

 
  

ｂ 責任準備金 

  

 
  

ｃ 契約者配当準備金 

  

 
  

⑩ 再保険借 

276百万円 

出再保険に係る未払保険料と受再保険に係る未払残高(保険金および払戻保険料等)の合計額であり

ます。 

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期増減(△)額
(百万円)

個人保険 35,968 33,236 △2,731

個人年金保険 2,983 2,586 △397

団体保険 5,860 5,520 △340

団体年金保険 596 911 314

その他の保険 227 179 △47

合計 45,636 42,434 △3,202

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期増減(△)額
(百万円)

個人保険 4,018,008 3,923,170 △94,837

個人年金保険 1,491,917 1,514,396 22,478

団体保険 16,224 15,857 △366

団体年金保険 1,294,785 1,250,507 △44,278

その他の保険 68,327 66,488 △1,839

危険準備金 21,000 30,100 9,100

合計 6,910,263 6,800,519 △109,743

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期増減(△)額
(百万円)

個人保険 87,996 85,991 △2,005

個人年金保険 1,495 1,291 △203

団体保険 19,597 19,052 △545

団体年金保険 140 138 △2

その他の保険 699 629 △69

合計 109,929 107,103 △2,826
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 
普通株式 １株券、10株券、100株券
Ａ種株式 １株券、10株券、100株券、1000株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 
３月31日 

１単元の株式数 ─ 

株式の名義書換え 

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
   中央三井信託銀行株式会社  本店 

  株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
   中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社    本店および全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

株券喪失登録に伴う手数
料 

１.喪失登録簿管理手数料  １件につき    8,400円 
２.喪失登録株券管理料   株券１枚につき   525円 
３.株券喪失登録受理料   １件につき     630円 

単元未満株式の買取り 

  取扱場所 ─ 

  株主名簿管理人 ─ 

  取次所 ─ 

  買取手数料 ─ 

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】 

当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の７第１項の適用がありません。 

 なお、当社には親会社等はありません。 

  

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  (1) 有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度 第58期 (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)   

                         平成19年６月５日に関東財務局長に提出

  (2) 有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度 第59期 (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)   

                         平成19年６月５日に関東財務局長に提出

  (3) 有価証券報告書およびその添付書類 

    事業年度 第60期 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

                         平成19年６月29日に関東財務局長に提出

  (4) 半期報告書 

    事業年度 第61期中 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

                         平成19年12月12日に関東財務局長に提出

  (5) 臨時報告書 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時

報告書を平成20年２月27日に関東財務局長に提出 

    

  

１ 【提出会社の親会社等の情報】

２ 【その他の参考情報】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成１９年６月２８日

  

   

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている三井生命保険株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、三井生命保険株式会社及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。 

  

追記情報  

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、提出会社は従来、一般勘定にお

いて保有するすべての債券の保有目的区分をその他有価証券として時価法により評価していたが、当連結会

計年度より、金利変動リスクの管理対象とする保険契約群（小区分）において当連結会計年度に新たに取得

した債券の保有目的区分については責任準備金対応債券とするとともに、償還期限まで所有する意図をもっ

て当連結会計年度に新たに取得した債券の保有目的区分については満期保有目的の債券として、それぞれ償

却原価法（定額法）により評価する方法に変更した。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

独立監査人の監査報告書

三 井 生 命 保 険 株 式 会 社 

取   締   役   会 御中 

監査法人  ト ー マ ツ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  桃  崎     有  治  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  中   井    新 太 郎  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  佐   藤         誠  ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



 
  

  

平成２０年６月２７日

  

   

 
  

  
 

  
 

 

 

  

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている三井生命保険株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会

計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キ

ャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、三井生命保険株式会社及び連結子会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示し

ているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

独立監査人の監査報告書

三 井 生 命 保 険 株 式 会 社 

取   締   役   会 御中 

監査法人  ト ー マ ツ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  桃  崎     有  治  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  佐   藤         誠  ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



 
  

  

平成１９年６月２８日

  

   

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている三井生命保険株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第６０期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、三井生命保険株式会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報  

 重要な会計方針に記載のとおり、会社は従来、一般勘定において保有するすべての債券の保有目的区分を

その他有価証券として時価法により評価していたが、当事業年度より、金利変動リスクの管理対象とする保

険契約群（小区分）において当事業年度に新たに取得した債券の保有目的区分については責任準備金対応債

券とするとともに、償還期限まで所有する意図をもって当事業年度に新たに取得した債券の保有目的区分に

ついては満期保有目的の債券として、それぞれ償却原価法（定額法）により評価する方法に変更した。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

独立監査人の監査報告書

三 井 生 命 保 険 株 式 会 社 

取   締   役   会 御中 

監査法人  ト ー マ ツ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  桃  崎     有  治  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  中   井     新 太 郎  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  佐   藤         誠  ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



 
  

  

平成２０年６月２７日

  

   

 
  

  
 

  
 

 

 

  

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている三井生命保険株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第６１

期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表につい

て監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、三井生命保険株式会社の平成２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経

営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

独立監査人の監査報告書

三 井 生 命 保 険 株 式 会 社 

取   締   役   会 御中 

監査法人  ト ー マ ツ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  桃  崎     有  治  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  佐   藤         誠  ㊞ 

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



ファイル名:9000000_2_hyo4_t160800102006.doc 更新日時:2007/12/04 18:07 印刷日時:08/06/30 11:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	有価証券報告書
	表紙
	中扉
	目次
	扉
	第一部　【企業情報】
	第１　【企業の概況】
	１　【主要な経営指標等の推移】
	２　【沿革】
	３　【事業の内容】
	４　【関係会社の状況】
	５　【従業員の状況】

	第２　【事業の状況】
	１　【業績等の概要】
	２　【生産、受注および販売の状況】
	３　【対処すべき課題】
	４　【事業等のリスク】
	５　【経営上の重要な契約等】
	６　【研究開発活動】
	７　【財政状態及び経営成績の分析】

	第３　【設備の状況】
	１　【設備投資等の概要】
	２　【主要な設備の状況】
	３　【設備の新設、除却等の計画】

	第４　【提出会社の状況】
	１　【株式等の状況】
	２　【自己株式の取得等の状況】
	３　【配当政策】
	４　【株価の推移】
	５　【役員の状況】
	６　【コーポレート・ガバナンスの状況】

	第５　【経理の状況】
	１　【連結財務諸表等】
	２　【財務諸表等】

	第６　【提出会社の株式事務の概要】
	第７　【提出会社の参考情報】
	１　【提出会社の親会社等の情報】
	２　【その他の参考情報】


	第二部　【提出会社の保証会社等の情報】
	監査報告書




